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第１章 土地改良事業と費用対効果分析

第１節 費用対効果分析の意義

１ 土地改良事業の目的

土地改良事業は、「土地改良法」（昭和24年法律第195号。以下「法」という。）に基

づき実施しており、法第１条で「農業の生産性の向上」、「農業総生産の増大」、「農

業生産の選択的拡大」及び「農業構造の改善」に資することを目的としている。さら

に、土地改良事業の実施に当たっては、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合

的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合することが求められている。

２ 土地改良事業の役割と新たな展開方向

（１）役割

土地改良事業は、食料・農業・農村基本法（平成11年法律106号。以下「基本

法」という。）の理念（「食料の安定供給の確保」、「農業の持続的発展」、「農村の

振興」、「多面的機能の発揮」）を実現するための手段としての役割を有している。

なお、土地改良事業の実施に当たっては、法第４条の２に基づく土地改良長期

計画（平成15年10月10日閣議決定）に目標及び事業量を定め計画的かつ総合的に

進めることとしている。

（２）新たな展開方向

食料・農業・農村基本計画（平成17年3月25日閣議決定。以下「基本計画」と

いう。）を策定するに当たり、食料・農業・農村政策審議会第24回企画部会にお

いて、今後の農村の振興策及び農業生産基盤の整備の展開方向について審議が行

われ、農業生産基盤の整備に関する４つの新たな施策の方向が示されている。

具体的な内容は以下のとおりである。

ア 農業の構造改革の加速化に対応する基盤整備の促進

① 基盤整備を契機とした多様な担い手の育成・確保と農地の利用集積の加速化

これまでも、基盤整備を契機とした担い手への農地の利用集積に重点をお

いてきたところであるが、水田農業の構造改革が立ち遅れている中で、今後

は、基盤整備と併せた構造改革の推進施策の強化による利用集積の加速化と

ともに、連坦化・集団化といった質的向上を促進し、集落営農の組織化など

多様な担い手の育成・確保のための取組を充実。

② 国民のニーズや地域の多様な農業戦略の展開に対応しうる条件整備

特色ある産地づくりなど地域の多様な農業戦略への対応が求められている

中で、地域の営農ビジョンに即し、農業経営戦略を展開するための基盤の整

備を産地づくり対策等の施策と一体的に実施。
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イ 農地・農業用水等を適切に更新・保全管理するための施策の展開

① 既存の農地・農業水利資産を適切かつ効果的に更新するための施策体系の充実

これまでも、基幹的水利施設の適切な更新・保全管理等の取組を行ってき

たところであるが、こうした農業水利資産の増大やその有効活用の要請に対

応し、農業水利資産のライフサイクルコストを低減する効率的な更新整備

（ストックマネジメント）の充実を図る。

また、整備された優良な農地ストックについても、農地に附帯する暗渠、

水路、農道等の老朽化に対応した適切な更新整備による機能の維持を図る。

② 基幹水利施設から地域の農地・農業用水等の資源まで一貫した保全管理施

策の確立

農地・農業水利システムは、水源から農地まで連続しており、システム全

体としての保全管理がなされてはじめて十全の機能を発揮するものであるこ

とから、基幹部分については、土地改良区の管理体制の整備により、基幹以

外の部分については、地域の農地・農業用水等の資源を適切に保全管理する

新たな資源保全施策により、基幹から末端まで一貫した保全管理施策の確立

を図る。

③ 中山間地域における立地条件に応じた保全整備の推進

中山間地域は、平地地域に比べて過疎化・高齢化が進んでおり、耕作放棄

の発生も増大するなど、農業生産条件や定住条件の不利性は依然として厳し

い状況にあることから、地域の創意工夫による農業戦略や振興構想の実現を

図るため、農業生産条件の改善に資する基盤の整備を、多面的機能の発揮や

定住条件の改善と併せ、立地条件に応じた整備水準の弾力化を図るなど低コ

ストに配慮しつつ実施。

④ 災害に強く、安全で安心な地域づくりに貢献する農地防災対策

想定を上回る集中豪雨の頻発や大規模地震の発生等にも対応し、災害に強

く、安全で安心な地域づくりに貢献するため、ため池改修や地すべり対策等の

整備と情報収集・伝達対策等との連携を図り、広域的な農地防災対策を推進。

ウ 環境保全等を重視した施策の展開

① 環境保全を一層重視する事業の展開

土地改良法の改正により環境との調和への配慮を原則化したところである

が、豊かな自然や美しい景観の保全を求める国民の要請に対応し、効率的な

農業と地域の個性や魅力を活かした美しい農村づくりを実現するため、農業

生産基盤の整備において農村地域の生態系・景観・歴史文化などの環境を総

合的に保全・形成。

② 農業用水の多様な機能の発揮と有効活用の促進

農業用水本来の適正な利用を確保しつつ、地域用水機能の増進や他種用水

（生活用水等）への有効活用を促進するとともに、農業用水の有する未利用

エネルギーの有効活用を図る小水力発電を促進。
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エ 効率性に配慮した事業の実施

効率的かつ効果的に事業を実施するため、費用対効果分析手法の改善など事

業評価の充実、調査・計画段階から維持管理に至る総合的なコスト縮減対策、

地方の自主性や裁量が発揮できるような仕組みの充実等を推進。

（参考）土地改良事業を含む農業農村整備事業の体系

農業農村整備事業
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３ 土地改良事業の特質

土地改良事業の仕組みは国土の自然的、社会・経済的な制約を受けながら形づくら

れ、歴史的な過程の中で制度化されたものであって、次のようないくつかの特質を

持っている。

（１）我が国農業（稲作）における土地・水利用等は歴史的に極めて強い集団性及び

地域一体性を有しており、その土地及び水を対象とする土地改良事業は地域社会

の共同事業としての性格を帯びている。また、国土が狭く耕作適地の少ない我が

国では土地・水資源の高度利用を図る必要があり、歴史のどの段階にあっても生

産性を高めるための基礎条件として生産基盤の整備が社会的に必要であった。こ

れに加えて、近年のように都市と農村の混住化が進んできた状況下においては、

土地改良事業は、地域社会の共同事業としてのみならず地域社会の振興という観

点に立った地域全体の環境整備として取り組むことが要請されている。

（２）土地改良事業は、零細分散的な土地所有の下での土地と水に着目した線と面と

の組合せ事業であり、工事実施面からも地域を単位とした取組が不可欠である。

このように属地性をもった事業であるので、事業に対し経済的に十分なインセン

ティブを持たない者をも含めて、地域社会の構成員の幅広い参加を求めて実施す

る必要がある。

（３）対象となる農地は、国民食料の生産を確保する場として、水利施設等と一体的

に形成されてきた国民的な半永久資産である。また、土地改良事業は、農地防災・保

全のための事業も実施しており、農業生産活動の維持強化を通じて国土保全に役

立っている。これらの点から、土地改良事業は国富を形成するという性格を持ち、

長期にわたり効用をもたらす事業である。このことは、その費用の全てを一定時

期、特定の農地を所有する者のみに負担させることは不公平なことになる。

（４）土地改良事業は各種の調整的機能を有しており、その機能の発揮を通じて地域

社会の調和ある発展に寄与している。

（５）土地改良事業は、その投資の効果を回収するまで相当長期間を要し、その間農

業生産技術、農産物の市場環境、農業経営事情の変化等、個別農家の経営の立場

から考えると不確実な要素が多く、それらについての危険負担を乗り越えながら

事業を進める必要がある。

４ 費用対効果分析の必要性

土地改良事業は、多大な投資額と長期間を要するものが多く、造成・整備された土

地改良施設は土地と合体した資本として、その働きも長期間に至るものが多い。

このため、土地改良投資に先立って、技術的可能性の検証はもちろん経済的な側面

からも投資主体としての立場及び受益者の立場に立ってその妥当性を検証し有効性を

十分確認する必要がある。

また、事業は必要性、効率性の高いものから重点的に行うことが求められており、

この観点からも費用対効果分析が必要である。
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５ 費用対効果分析の義務付け

法第８条第４項第１号により、土地改良事業の実施に当たって「基本的要件」を満

たすことが義務付けられており、この「基本的要件」については土地改良法施行令

（昭和24年政令第295号。以下「政令」という。）第２条に次のような内容が定めら

れている。

（１）土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済

的環境上、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び

農業構造の改善に資するために当該土地改良事業が必要なこと。

（２）技術的に施行が可能な土地改良事業であること。

（３）全ての効用が全ての費用を償う土地改良事業であること。

（４）受益者の土地改良事業に係る負担金が農業経営の状況からみて相当と認められ

る負担能力の限度を超えないこと。

（５）法第７条第４項に規定する土地改良事業である場合において、次に掲げる要件

に該当すること。

ア 当該土地改良事業の施行に係る地域が都市計画法（昭和43年法律第100号）

第７条第１項の市街化区域と定められた区域（同法第23条第１項の規定による

協議を要する場合にあっては、当該協議が整ったものに限る。）に含まれてい

ないこと。ただし、当該土地改良事業が農用地又は土地改良施設の災害復旧で

あるときその他当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域内にお

ける農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要である場合として農林

水産大臣が国土交通大臣と協議して定める場合に該当するものであるときは、

この限りでない。

イ 当該土地改良事業の計画のうち法第７条第４項の非農用地区域（その面積が

農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。）における工事に関する事

項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合していること。

ウ 当該土地改良事業の計画が、議会の議決を経て定められた関係市町村の建設

に関する基本構想に即するものであること。

（６） 環境との調和に配慮した土地改良事業であること。

（７） 森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合において、国民経済の

発展の見地から施行を相当とする土地改良事業であること。

法に基づく事業の経済的評価は、これらの要件のうち（３）及び（４）の２つ

の要件を満たしているかどうかについて行うこととしている。

ア 費用対効果分析（経済性の側面からの評価）

事業実施の基本的要件に、「全ての効用が全ての費用を償うこと。」が定め

られていることから、直接効果のみならず、事業の公益的な効果を含めた定量

化可能な全ての効果と土地改良施設の新設及び更新に必要な国・地方公共団体

の補助金等を含めた全ての費用を対比し、費用対効果分析を行い事業の効率性

を検証することとしている。

イ 受益者負担の可能性分析（負担能力の側面からの評価）

事業実施の基本的要件に「事業に要する費用について負担することとなる金

額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度

を超えないこと。」が定められており、農家負担金について償還の可能性を検

証することとしている。
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第２節 費用対効果分析に関する情勢の変化

１ 食料・農業・農村基本法の制定と食料・農業・農村基本計画の決定

我が国経済社会が急速な経済成長、国際化の著しい進展等により大きな変化を遂げ

る中で我が国食料・農業・農村をめぐる状況は大きく変化している。具体的には、食

料自給率の低下、農業従事者の高齢化と減少とが相まった農地面積の減少や耕作放棄

地が発生する中で、農村の多くでは、活力が低下し、地域社会の維持が困難な集落も

相当数増加する一方、健康な生活の基礎となる良質な食料を合理的価格で安定的に供

給する役割を果たすことや国土や環境の保全、文化の伝承などの多面的機能を十分に

発揮することなど、くらしといのちの安全と安心の礎として大きな役割を果たすもの

として農業・農村に対する期待が大きくなってきている。これに対応し、農政全般の

総合的な見直しを行うとともに全国各地でみられる新しい芽生えに未来を汲み取り、

食料・農業・農村政策に関する基本理念（「食料の安定供給の確保」、「多面的機能の

発揮」、「農業の持続的発展」、「農村の振興」）を明確にし、政策の再構築を行うため、

基本法が平成11年７月に制定された。

基本法の掲げる４つの基本理念や施策の基本方向を具体化し、それを的確に実施し

ていくため、基本計画を平成12年３月に決定しその後概ね５年毎に見直しを行っている。

この基本計画には、農業生産の基盤の整備が位置付けられ、地域の営農ビジョンに

即し、担い手の育成・確保の契機となる農業生産基盤の整備や農地・農業水利施設等

の適切な更新・保全管理等を推進することとしている。

２ 近年の土地改良事業の動向と土地改良制度の検証・検討

土地改良法施行以来、半世紀以上を経た現在、全国の農業用用排水施設は、ダム・

頭首工・用排水機場等の施設が約７千１百カ所、農業用用排水路が約40万キロメート

ルとなり、総資産額約25兆円（平成14年時点）に及ぶ膨大なストックを形成し、また

農用地についても区画整理等によって約150万ヘクタール（昭和39年～平成14年）が

整備され、農用地の汎用化が図られてきた。近年では、事業内容も、農業用用排水施

設については、新規の建設事業から施設の適切な維持管理の促進と効率的な更新へと

重心が移るとともに、農用地の整備についても、担い手を中心とする農用地の集団

化・連坦化（担い手が耕作するほ場が互いに隣接するようにすること）の促進に重点

化している。一方、事業によって整備された施設の管理については、農村の都市化・

混住化やその管理の多くを担う土地改良区の組合員の兼業化や高齢化により、管理作

業は一層の困難化が生じている。このような中で、基本計画に即しつつ引き続き農業

生産基盤の適切な整備を行うため、土地改良制度の検証・検討を進めてきている。
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３ 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の制定と他省庁の動き

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（以下「政策評価法」という。）は、

政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図ると

ともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に

資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされる

ようにすることを目的として平成13年６月に公布、平成14年４月に施行された。これ

により全ての公共事業で事前評価として費用対効果分析が実施されることとなった。

なお、農林水産省所管の国営等土地改良事業地区では、事前評価に加え再評価及び

事後評価においても費用対効果分析を行っており、事業によって発生している効果に

ついて定量化に向けた新たな算定手法の検討等を幅広い視点から試行錯誤しながら進

めることとしている。また、公共事業の費用対効果分析に当たっては「第６回 公共

事業の実施に関する連絡会議（平成11年３月30日開催）」（以下「連絡会議」とい

う。）において、「費用対効果分析の共通的な運用方針（試行案）」（以下「共通的な

運用方針」という。）が示され、この共通的な運用方針に則して、費用対効果分析が

取り組まれるよう求められている。

費用対効果分析の共通的な運用方針（試行案）

（１）費用対効果分析の実施時期

事業の新規採択段階において、総合的に行う評価の一環として、費用対効果分析

を実施する。

（２）事業の目的の明示

費用対効果分析を実施する場合においては、事業の目的を明示し、事業を実施す

る場合と実施しない場合を比較して行う。

（３）分析に当たっての基本的考え方

事業特性に応じた適切な手法を選択するとともに、可能な限り、費用・効果の発

生時期の相違を踏まえた現在価値化を行った上で分析する。

（４）分析の対象期間

分析の対象期間は、その対象となる施設の耐用年数等を考慮して定める。

（５）社会的割引率

社会的割引率は、４％とする。

（６）費用の計測

建設費等適切な費用の範囲を設定し、適切な手法に基づいて計測する。

（７）効果の計測

効果の計測に当たっては、強い外部性を有するとされているものも含めて事業実

施による効果を網羅的に整理し、これらの効果について、手法の特徴等を踏まえ

て、可能な限り貨幣化を行う。

貨幣化が困難な場合はできるだけ定量化し、定量化が困難な場合は定性的な記述

を行う。さらに、効果の計測に当たっては、可能な限り、公表されている一般的な

統計データ、客観的なデータ等を用いる。
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（８）感度分析等

費用・効果の計測に当たっては、事業特性を踏まえ、必要に応じ、設定された前

提条件を変えた場合の感度分析の実施等を検討する。

（９）分析結果を踏まえた事業の評価

事業の新規採択に当たっては、貨幣化による分析結果に加え、定量的又は定性的

記述にとどめた効果を含む分析結果を踏まえて、事業を総合的に評価する。

（10）分析結果の公表方法

費用対効果分析の結果は、新規採択事業の公表にあわせて公表する。

（11）分析結果の公表内容

費用対効果分析の結果として、

イ 事業の目的

ロ 計測した費用・効果

ハ 貨幣化による分析結果

ニ 社会的割引率及び現在価値化の基準年度

等の事項を公表する。
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４ 農林水産省における事業評価

農林水産省における政策評価のうち事業評価については、個々の事業についてその効

率性や事業実施過程の透明性の一層の向上を図る観点から、下図に示すとおり事前、期

中、完了後に評価・検証を行うこととしている。

事前評価

(結果の公表)

事業計画策定時
費用対効果分析

事業採択時
チェックリスト

事業の計画

事業採択・着工

事業に着手する妥当性がある

事業に着手す
る妥当性がない

事業を実施
しない

事業を継続

事業の完了

計画に沿って継続
する妥当性がある

計
画
変
更

事
業
の
中
止

計画の見直
しが必要

好事例として他の地区へ紹介

より一層の効果発現
、のため 完了地区をフ

ォローアップ

事業計画・事業評価
の手法の改良のた

、め フィードバック

※平成12年度よりチェックリストを導入

事業評価の流れ

事業採択後

再評価

(結果の公表)

事業完了後
一定期間後

事後評価

(結果の公表)

(

平
成
10
年
よ
り
実
施)

事
業
実
施
中
の
評
価

(

平
成
12
年
よ
り
実
施)

事
業
完
了
後
の
評
価

(

昭
和
24
年
よ
り
実
施)

事
業
実
施
前
の
評
価
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第３節 土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの位置付け

１ 位置付け

本マニュアルは、「土地改良事業の費用対効果分析に関する基本指針」（平成19年

３月28日付け18農振第1596号農村振興局長通知、以下「基本指針」という。）に基づ

き策定したものであり、土地改良事業の実施に当たって当該事業が基本的要件のうち

経済評価に係るものを満たしているか否かを判断するために用いるものとする。

なお、記述している算定手法については、現時点の農業情勢や事業内容を踏まえ定

量化が可能な効果について示しているものであり、土地改良事業の経済効果の測定に

ついては、できる限り定量化することを目的として常に試行錯誤しながら、的確かつ

厳格な事業評価につながるよう、算定手法の改善に適宜取り組む必要がある。

２ マニュアルの策定について

費用対効果分析に関する情勢の変化を踏まえ、新たに「土地改良事業の費用対効果

分析マニュアル」を策定することとした。

費用対効果分析の改善に向けた取り組み内容については、以下のとおりである。

（１）評価手法の変更

国営土地改良事業は、近年ではその約８割が既存施設の更新を行う事業であり、

新規整備から更新整備へ大きくシフトしていることから、既存施設の更新による

効果を適切に評価する手法を検討する必要がある。

また、公共事業に関し、「事業ごとに異なる効果の算定手法の統一化を求める

動き」があること等を踏まえ、現行の投資効率方式から新たに総費用総便益比方

式に変更するものである。

（２）効果体系の変更

基本法の４つの理念に則した体系に整理し、事業の政策効果を適切に評価する

観点から、新たな効果体系に整理することとした。（表－１）
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　※は参考値

多面的機能の発展
に関する効果

災害防止効果(公共資産)

水源かん養効果

景観・環境保全効果

都市・農村交流促進効果

農業の持続的発展
に関する効果

耕作放棄防止効果

災害防止効果(農業関係資産)

農業労働環境改善効果

事業効果

農村の振興
に関する効果

災害防止効果(一般資産)

地域用水効果

一般交通等経費節減効果

地籍確定効果

国土造成効果

非農用地等創設効果

地域経済への波及効果　※

新たな効果体系（表－１）

食料の安定供給の確保
に関する効果

食料の安定供給に関する効果　※

作物生産効果

品質向上効果

営農経費節減効果

維持管理費節減効果

営農に係る走行経費節減効果
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（３）各効果算定手法の改善

平成14年４月に政策評価法が施行され、個々の公共事業について費用対効果分

析等、客観的な手法によって政策効果を定量的に測定・把握し、事前評価を行う

ことと規定されたことから、事業に関する政策効果を幅広く把握することが必要

となっている。このため、事後評価結果の反映等を通じ、算定手法の改善に向け

て平成16年から17年度の２ヶ年をかけ「食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会企画小委員会」に諮り、検討を行った結果、次のとおりの

改善方向を定めた。

ア 更新事業が主体となっていることに対応した評価手法の見直し

イ 農村環境整備、農村定住化条件整備等に関する効果の算定手法の高度化

ウ 政策評価の観点から事業効果を幅広く算定するために新たに追加

効果項目

すべての効果

改善方向

（ ）事業を実施した場合 事業ありせば と事業を実施し
（ ）なかった場合 事業なかりせば とを比較する算定手

。法とする 

効果項目

災害防止効果

改善方向

過去の洪水被害額を基に被害軽減額を推計する現行の手
、法に加えて 氾濫シミュレーションによる被害軽減額を

。推計する手法を追加する 

景観・環境保全効果
、環境に配慮するために要する追加投資額や 水質を浄化

するための施設の事業費を基に効果を算定する簡便的な
、手法から CVM(仮想市場法)により環境の保全・向上の

。効果を測定する手法に改善する 

都市・農村交流促進効
果

、都市・農村交流に係る効果を測定するため TCM(トラベ
。ルコスト法)により測定する手法を追加する 

効果項目

耕作放棄防止効果

改善方向

耕作放棄発生シミュレーションを用いて推計した事業あ
、りせば耕作放棄が防止される農地面積に基づき 効果を

。算定する 

農業労働環境改善効果
、労働の質的改善(労働強度 危険労働の解消)に係る効果

。をCVM(仮想市場法)により算定する 
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エ 政策評価の観点から、費用対効果分析には入れないものの事業の幅広い効果

を説明するための項目を評価

オ 「食料・農業・農村基本法の理念」、「日本学術会議における農業の有する

多面的機能」、「ＯＥＣＤにおける農業の多面的機能」の趣旨を踏まえつつ、

効果の性格・算定手法の同一性等から大括り可能なものは統合し、必要に応じ

効果内容に即してわかりやすい名称に変更するなど、効果項目を再整理

効果項目

食料の安定供給に関す
る効果

改善方向

、事業実施により食料が安定的に供給され 消費者余剰が
「増大する効果について ほ場整備事業が実施されなかっ

た場合の米価上昇からほ場整備による消費者余剰が増加
」 「する効果 及び 農業水利施設が消滅した場合の水稲

」生産が維持される食料供給効果 の推計をマクロな視点
。で算定する 

地域経済への波及効果
事業を実施することによって生じる農業生産の増加に伴
う川上産業や川下産業の生産・雇用等が増加する効果に

。ついて算定する 

農業生産向上効果

地域資産保全・向上効果

景観保全効果

品質向上効果

営農経費節減効果

維持管理費節減効果

営農に係る走行経費節減効果

地下水かん養効果

一般交通等経費節減効果

河川流況安定効果

国土造成効果

非農用地等創設効果

水辺環境整備効果

農道環境整備効果

水質浄化効果

作物生産効果

保健休養機能向上効果

効     果    項    目

農業経営向上効果

更新効果

災害防止効果
生産基盤保全効果

洪水被害軽減効果

地域排水効果

水田貯留効果

地盤沈下軽減効果

被害軽減効果

安全性向上効果

生活環境整備効果

文化財発見効果

公共施設保全効果

地域用水効果

地籍確定効果

保健休養機能向上効果

食料の安定供給の確保
に関する効果

農村の振興に関する効
果

多面的機能の発揮に関
する効果

品質向上効果

営農経費節減効果

維持管理費節減効果

営農に係る走行経費節減効果

耕作放棄防止効果

災害防止効果(農業)

農業労働環境改善効果

地域用水効果

一般交通等経費節減効果

地籍確定効果

国土造成効果

非農用地等創設効果

災害防止効果(公共資産)

水源かん養効果

景観・環境保全効果

作物生産効果

災害防止効果(一般資産)

都市・農村交流促進効果

農業の持続的発展に関
する効果

効   果   項   目

１ 、注 )　 表の効果項目以外においても 地域の特性を考慮
、 （し 簡便的に必要な費用を効果として算定する手法 費
＝ ） 、用 効果 以外を用いて定量化が可能な場合 効果と

。して見込むことができることとする 
、　　　 ただし その算定手法については客観性及び妥当性

を確保するため学識経験者の意見を踏まえることとす
。る 

効   果   体   系

旧 新

(除外)

(除外)

(除外)

(除外)

(追加)

(追加)

(除外)

２ 、注 )　 国土造成効果については 干拓事業のみ該当す
。る 
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第４節 効果の捉え方

土地改良事業は、農業生産の面や国土資源の効率的利用の面で様々な効果の発現が期待

できるが、このような効果の全てを測定することは技術的に困難である。しかし、国民へ

の説明責任を果たすためにも、事業によってもたらされる多面的な効果をできるだけ定量

化し的確に捉える必要があり、そのための基本的な考え方を示すこととする。

１ 効果把握の視点

経済効果測定の視点としては、国民経済（国）の立場と私的経済（農家）の立場で

の効果測定が政令第２条第３号及び第４号において定められている。

土地改良事業は、国、地方公共団体からの投資と農家の負担金によって事業が実施

される。したがって、国、地方公共団体における投資の決定要因として、全体的な施

策に対するその計画の適合性あるいは効率が重要視される。すなわち、国民食料の安

定供給を図るとともに各産業部門や各地域間について相互に均衡のとれた発展を図り

つつ、国民経済全体の発展を意図する国の立場からは、土地改良部門においてこのよ

うな目的を達成しうるような事業に財政投資されているか、また、その投資は最も効

率的になるように配分されているかについての視点から効果を測定する必要がある。

一方、農家の立場においては、土地改良事業による所得の安定と所得の増大の観点

から効用をとらえるとともに、費用については農家の最大関心事である事業の農家負

担金に関する視点から分析する必要がある。

２ 効果の分類

（１）農業上の効果と公益的な効果

効果を測定する場合、効果把握の局面を直接的なものに限定するか、更に間接

的、波及的なものにまで及ぼすのか、その視点の置き方によって効果把握の仕方

は変わってくる。事業効果の範疇については多くの論者が様々な定義を与えてい

るが、現在における効果測定では、事業による農業上の効果と事業によって付随

的に発生する公益的な効果を算定することとしている。

（２）ストックの効果とフローの効果

事業の効果としては、

ア 事業の実施によって整備された農地やかんがい排水施設等が耐用年数に至り

その機能を失うまでの期間に発現する長期的な効果

イ 事業の実施それ自体が需要を誘発することによって国民所得の増大をもたら

す効果

がある。

アはストック効果、イはフロー効果といえるが、通常、事業計画時における効

果測定の対象はストックの効果であり、土地改良事業における効果測定も、スト

ックの効果を測定している。
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（３）事業の種類と効果の発生

発生する事業の効果は、土地改良事業の種類によって異なる。土地改良事業は、

かんがい排水事業、区画整理事業、農道整備事業、農地防災事業に大別すること

ができる。

かんがい排水事業は、ほ場に対する用水の供給あるいは湛水の排除等、水利施

設等の水利条件の整備を内容とするものであり、事業の効果はこのような水利に

関する側面から発生する。

区画整理事業は、区画形質の変更とともに換地処分を行って農地の集団化を図

る事業で、ほ場条件の整備をその内容としている。したがって、事業による効果

は、ほ場における労働の生産性に関する側面から発生する。

農道整備事業は、農道網の整備によって、ほ場への農業機械の進入を容易にし、

農産物や肥料等営農資材の運搬時間を節減する内容であり、食料の安定供給に関

する側面から発生する。

また、農地防災事業は、防災ため池、農地保全等で、効果は生産効果中心より

も、むしろ、農地及び施設等の保全的・機能回復的側面から発生する。

（４）投資の性格と効果

その事業が新しい機能を創出するものか、あるいは従来の施設機能を維持・存

続することを目的（施設の更新）としたものかによって、効果は次のように区分

できる。

ア 新規投資としては、ダム、取水施設、用排水路等の新設あるいは農地造成等

が挙げられる。これら新規投資によって発生する効果は、作物の変化及び生産

性の増大による所得の増大としてとらえられる。

イ 一方、更新投資は、従来の施設機能の維持を目的とするもので施設の老朽

化・陳腐化等に伴う施設の改修事業に対する投資であり、その効果は機能低下

の回復による所得の維持・安定としてとらえられる。

３ 効果測定の時期

経済効果を測定する場合、事業に対する投資の妥当性を検討するために効果を事前

にとらえる事前評価と事業の実績評価として実施中の点検あるいは事後的な検証によ

りとらえる事後評価とがある。

４ 効果測定の基本スタンス（比較検討の必要性）

各事業地区の計画策定の段階で行われる種々の比較検討は、最経済的な事業計画を

策定するために行うものであり、事業計画の経済性の評価に当たっては、事業計画策

定の各段階ごとにその内容を経済的視点からチェックする姿勢が重要である。

一般に、土地改良事業計画は部分計画の集合体と見ることができる。したがって、

部分計画の各々が経済的妥当性を持たなければならない。もし、一部分に極めて低い

経済効率を有する計画があり、全体の経済妥当性が左右されているとすれば、その部

分計画について更に検討を加え、より経済性を高めることや場合によってはその部分

を計画から除外する等の検討が必要となる。このように、事業計画の経済的妥当性の
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検討は、各部分計画の比較検討の中から、最も経済的な部分計画の集合体として事業

計画を作成することが重要である。事業計画の経済的妥当性の評価とは、このような

視点に立った検討がなされているかを検証することでもある。

また、一般的に事業計画を作成する場合、その計画対象について、事業の規模、整

備水準、施設計画、営農計画等によりいくつかの計画案が作成されるものである。

計画案ごとに事業費が異なり、また、発生する効果も異なってくる。このような計

画案の比較検討の中から、最経済的、合理的な事業計画を選択するための比較計画法

が用いられている。

この検討方法には、①求める効果を先に決定し、これに必要な費用を最小とする方

法、②投下しうる費用を先に決定し、これによって最大の効果を挙げる方法、③費用

及び効果を変化させて両者の関係から事業の経済的規模を決定する方法がある。
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第５節 費用対効果分析手法

１ 費用対効果分析手法について

各事業の便益と費用とが計測されると、それを使って各事業の経済的な望ましさの

程度を評価し、それに基づいて、その事業地区が事業の施行に関する基本的な要件を

具備しているか否かを判断することができる。その際の評価尺度を評価基準

（criteri-on）という。

評価基準には、率を用いる方法として、費用便益比率、内部収益率等があり、価額

を用いる方法として純経済価値、純終価等がある。

なお、土地改良事業の評価は、費用便益比率（総費用総便益比率）を基準とする。

費用便益比率（cost-benefit ratio）

便益の現在価値（終価又は等額年金でもよい。）を費用の現在価値で除した比率を

いい、その比率の高さで事業の経済的な望ましさが評価される。

その他の評価基準

① 内部収益率（internal rate of return）

内部収益率は、便益の現在価値と費用の現在価値を等しくするような割引率を

いう。

この率の高さで事業計画の経済的な望ましさが評価され、この率が高いほど経

済的に優れた事業計画であるということになる。

今、事業の評価期間ｎ年の便益をＢｔ、費用をＣｔとすれば、内部収益率ｒは次

式を満足させるものとして求められる。

内部収益率は、上式からも明らかなように、費用便益比率の一変形であること

を示している。

（なお、この方式は主に世界銀行、アジア開発銀行等の国際開発援助機関にお

いてプロジェクト評価に用いられている。）

② 純現在価値（net present value）

便益の現在価値と費用の現在価値との差をいい、その額の大きさで事業の望ま

しさが評価される。

具体的には、次式で表される。

純現在価値＝Ｂ－Ｃ

Ｂ：評価期間（工事期間＋40年）の総便益の現在価値

Ｃ：費用の現在価値

t=1

n

（１＋ｒ）ｔ

Ｂｔ
＝

n-1

t=0
（１＋ｒ）ｔ

Ｃｔ
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③ 純終価（net terminal value）

便益の終価と費用の終価の差をいい、その額の大きさで事業の経済的な望まし

さが評価される。

具体的には、次式で表される。

純終価＝ＢＴＶ －ＣＴＶ

ＢＴＶ ：評価期間（工事期間＋40年）の便益の終価

ＣＴＶ ：費用の終価

18



２ 費用対効果分析の経緯

年 代 及 び 事 項 経 済 効 果 測 定 方 法 、 時 代 背 景

昭和20年
緊急開拓事業実施要領 食糧生産の不足、復員等による人口増加

昭和24年
①開拓地区の経済効果の ドッジライン、シャウプ勧告
測定法を制度化 （指標）

開拓着手予定順位を決定するに当たり、次の２指標が採用された。
①開墾耕地面積／国家支出額
②入植戸数／国家支出額

②土地改良法の制定 25年着工のかんがい排水、農道、区画整理事業の地区から着工順位を
決定するに当たり、経済効果の指標が採用された。

（算定方法）

（作物増加総生産額＋施設維持管理費節減額－施設経常経費）

第１効果＝
（国家支出額）

又は
＝農道の延長／国家支出額（農道事業の場合）
＝区画整理施工面積／国家支出額（区画整理事業の場合）
第２効果＝（水量、面積、土量）／（国家支出額）
かん排事業は第１、第２効果を用いて判定し、その他は第２効果で判

定した。
また、食糧の絶対的な不足という要請に基づいて「米石当たり事業

費」が並行して算定されていた。

（事業費）
米石当たり事業費＝

（年増加生産物の米換算量）

昭和26年
国土総合開発審議会による 国土総合開発審議会が経済効果測定の基本方針を定めた。
経済効果測定基本方針を作
成 費用便益比率：年便益額／年支出額

投資所得比率：年国民所得増加額／投下資本総額

昭和28年
①小規模土地改良事業の経 暗渠、客土、区画整理等では事業費所得指数を指標とする。
済効果の測定

（年間所得増加額－年間所得減少額＋年間平均維持管理費節減額）

×1000
（事業費）

②電源開発促進法の制定 昭和27年７月の「電源開発促進法」の制定を受け「電源開発促進法第
６条第２項の規定による費用負担の方法及び割合の基準に関する政令」
（昭和28年政令104号）が制定された。
共同施設費に係る各部門事業の費用負担の方法を「身替り妥当支出

法」によることとした。
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年 代 及 び 事 項 経 済 効 果 測 定 方 法 、 時 代 背 景

③国県営事業効果算定方式 国土総合開発審議会方式を考慮して、また、共同費用の負担方法に関
の改善 する政令との関連から、妥当投資額・事業費比率（投資効率）方式に、

測定方式を改めた。
妥当投資額・事業費比率：妥当投資額／事業費

（年増加生産額－経営費増加分＋施設の運転・管理費節減額）

妥当投資額＝
（年賦金率〔資本還元率〕）

ただし、年増加生産額－経営費増加分は作物別の生産物価額に作物別
の純益率を乗じて求めた。
純益率＝（生産物価額－生産費）／生産物価額
資本還元率＝ｉ＋１／ｎ ｉ：０．０６

ｎ：建設施設の総合耐用年数

昭和31年
営農経費節減効果の導入 農業生産における投下労働力の変化を計測してこれの増減を効果額と

して計上するものであり、作物増加収量のみについて、一律に純益率、
所得率を乗じて効果とする従来の算定方式の不備を補う意味から導入さ
れた。

昭和32年
干拓事業の償還可能性の導 干拓事業についても国民経済的な立場から一定の効率が必要であり、
入 かつ、入植又は増反者の私経済的な立場からも負担金償還の可能性の検

討が行われるようになった。

（受益農家増加所得額×0.4）
償還可能率＝

（0.2818×補助事業負担金＋0.2216×非補助事業負担金）

※ 昭和34年度採択地区から適用

昭和33年
更新効果の導入 それまでの新規投資を主とした投資に加え、既存施設の老朽化部分の

改修を併せて行う事業が増加し始めた。新規投資分は従来の項目で評価
できたが、更新部分は評価できなかった。
このため、旧施設の下で行われていた農業生産が維持される効果を更

新効果として追加した。更新部分への投資の経済的妥当性は「更新第
１指標」「更新第２指標」をもって行われた。
更新第１指標＝更新妥当投資額／更新事業費
第１指標は、従前施設の建設事業費が受益地内の生産を維持するため

に投資が妥当であったという前提で単独で再建設するための最経済的事
業費をもって更新効果とするものである。
ただし、新旧施設の耐用年数が異なる場合もあり得るため、総合耐用

年数や利子率等で修正する仕組みとなっていた。
第２指標は、再建設せず施設機能が失われた場合の損害額をもって効

果としたものである。
更新第２指標

（現況純収益－施設機能喪失時純収益＋現況施設維持管理費）

＝ ÷更新事業費
１

利子率＋
更新事業総合耐用年数
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年 代 及 び 事 項 経 済 効 果 測 定 方 法 、 時 代 背 景

昭和36年

農業基本法の制定 農業と他産業の所得均衡、生産性の向上、選択的拡大、構造改善の推

進が新しい農業政策の目標となる。

昭和38年

①ほ場整備の創設 県営ほ場整備は投資効率方式、団体営は事業費所得指数方式を採用し

た。

②総合土地改良事業創設 農地開発、かんがい排水、ほ場整備事業の効果算定を合わせて行う。

昭和40年

走行費用節減効果の導入 農道事業が創設されたことに伴い、走行費用節減効果を算定すること

とした。

昭和42年

新アロケーション方式の採 身替り妥当支出法→分離費用身替り妥当支出法

用

昭和43年

土地改良事業の経済効果測 投資効率と所得償還率の概念

定方式の改訂 所得償還率によって地元負担償還の可能性について判定する。

また、効用発現期間内における価値の減少（物価上昇分等）を評価す

る方式が導入された。

投資効率＝妥当投資額／総事業費

所得償還率＝年償還額／年増加所得額

妥当投資額＝年効用／（資本還元率（１＋建設利息率））

ｉ（１＋ｉ）ｎ ｉ＝0.055

資本還元率＝ ｎ＝総合耐用年数

（１＋ｉ）ｎ －１ 建設利息率＝α×0.4×0.065×Ｔ

また、事業によって耐用年数を残して廃棄される施設等の残余価値を

廃用損失額として妥当投資額から控除することとした。

昭和60年

土地改良事業の経済効果測 経済効果関係の通達の整理統合、計測不可能な効果についても記述等

定方式の改訂 の手段をもって言及することとされた。

平成3年

①経済効果測定法の運用 農村の混住化、過疎化の進展等により土地改良事業がもたらす農村環

境の改善、農村地域の活性化、国土保全等に果たす役割が大きくなり、

これらの公益的な機能を評価することとした。

このときに示された効果算定項目は「洪水被害軽減」「レクリーショ

ン資源開発」「地域排水」等の６つである。

②ガイドラインの設定 土地改良事業の実施に伴う地元負担については、農業生産に必要な施

設の造成を目的としていながら、環境や生活上の安全性向上のために必

要となる工事等も増加して、費用負担のあり方について不公平感が生じ

ていたため、市町村が地域の受ける便益を限度として負担金を支払う目

安を設定したもの。
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年 代 及 び 事 項 経 済 効 果 測 定 方 法 、 時 代 背 景

平成6年 平成3年の運用が施行された後、経済的な条件変化、新政策の展開、
経済効果測定方法の改訂 ウルグアイ・ラウンドの最終合意等の新しい農業政策の展開が図られ

た。これに即した形で土地改良事業の経済効果の算定も名称、算定方法
及び算定様式の改訂を行った。従来からの農業生産に係わる効果に加え
て「被害軽減」「生活環境整備」「地域資産保全・向上」等が追加された。

平成10年
中央省庁等改革基本法 公共事業の決定過程の透明化及び評価の適正化を図るため、事業の前

後において、できる限り客観的な費用対効果分析を行うことが規定され
た。これにより、土地改良事業以外の公共事業関係省庁においても費用
対効果分析の導入が図られることとなった。

公共事業に関する連絡会議 上記の法律を受け、効率的で有効的な費用対効果分析の導入を図るた
の開催（平成11年3月） め、「費用対効果分析の共通的な運用方針（試行案）」を定めている。

その中で、費用便益比率方式（事業実施中の割引現在価値）や社会的
割引率を４％に統一化等が示された。

平成11年
食料農業農村基本法の制定 旧農業基本法の制定後の食料・農業・農村をめぐる情勢の変化や国民
（新基本法） から農業・農村に寄せられる新たな期待に的確に対応するため、40年振

りに農政の抜本的な見直しが行われた。

平成13年
土地改良法の改正 新基本法において、「農業の持続的発展」「農業の多面的機能の発揮

等」を図っていく上で、農業生産の基盤の整備に当たり、環境との調和
に配慮して事業を実施すべき旨が規定されたこと。土地改良事業の円滑
な実施のため非農家を含めた地域住民からの意見を反映させる機会を設
ける必要性が高まったこと。事業の再評価の結果、廃止すべきと判断さ
れる事業が生じた場合、その廃止の手続を明確化する必要があったこ
と。等の背景を受け改正を行っている。

平成14年
行政機関が行う政策の評価 政策評価法及び農林水産省政策評価基本計画によって、公共事業にお
に関する法律の施行（いわ ける事前評価、事後評価（再評価も含む）のシステムが明確化された。
ゆる政策評価法）
農林水産省政策評価基本計
画及び実施計画の決定

割引率の変更（0.055→0. 土地改良事業における費用対効果分析に用いる割引率について、「公
04） 共事業に関する連絡会議」で決定された「費用対効果分析の共通的な運

用方針（試行案）」に定められた社会的割引率４％に変更。

平成18年度
費用対効果分析に関する基 食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会企画小
本指針及びマニュアルの策 委員会の議論を踏まえ、従来の投資効率から総費用総便益比方式への変
定 更や効果算定手法の改善を実施し、基本指針及びマニュアルを策定。
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第６節 費用対効果分析の実際

１ 土地改良事業における費用対効果分析

土地改良事業における費用対効果分析は、基本指針に基づいて行うこととしている。

効果の測定項目は、基本指針第２の４「効果体系と事業目的別効果項目」に定めら

れており、作物生産効果、品質向上効果、営農経費節減効果、維持管理費節減効果、

営農に係る走行経費節減効果、耕作放棄防止効果、災害防止効果（農業）、農業労働

環境改善効果、災害防止効果（一般資産）、地域用水効果、一般交通等経費節減効果、

地籍確定効果、国土造成効果、非農用地等創設効果、災害防止効果（公共資産）、水

源かん養効果、景観・環境保全効果及び都市・農村交流促進効果である。

なお、測定項目以外で地域の特性に応じて、簡便的に必要な費用を効果として算定

する手法（費用＝効果）以外を用いて定量化が可能なものについては計上してもよい

こととする。ただし、効果の二重計上に注意するとともに、算定手法の客観性及び妥

当性を確保するため学識経験者の意見を踏まえることとする。

２ 「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について」の取扱い

具体的な効果算定に当たっては、別途定める「土地改良事業の費用対効果分析に必

要な諸係数について」（平成19年３月28日付け18農振第1598号農村振興局企画部長通

知。以下「諸係数通知」という。）に示された諸係数を活用し算定するものとする。

３ 「受益農家の意向を踏まえた営農計画の策定について」の取扱い

事業によって営農形態が大きく変化することが見込まれる地域を対象に、「受益農

家の意向を踏まえた営農計画の策定について」（平成６年11月16日付け６－10号構造

改善局計画部長通知）により、営農計画の策定段階において事業実施後の農業経営の

経営収支に基づき経営償還率を算定し、償還能力の妥当性について検討することとし

ている。

４ 効果（便益）の測定方法と評価基準

（１）総費用総便益比（経済性の側面からの評価）

一般的にある事業計画において、総費用（評価期間に要する全ての費用）とそ

れから生ずる総便益（評価期間に生ずる全ての効果額〔純益額〕）を比較し、

「総費用総便益比」が1.0以上であれば、事業計画は妥当性を有し、更にその大

きさは同事業種内において、経済的優位性を示すものである。

（２）所得償還率（負担能力の側面からの評価）

土地改良事業の実施によって、作物生産の維持又は増加、営農経費の節減、維

持管理費の節減等が図られ、農業所得が維持又は増加することとなる。

この農業所得のうち、一部は事業費の農家負担額の償還に向けられ、他の一部

は家計費や生活面及び営農面の向上などへの新たな投資財源として振り向けられ

ることになる。近年の土地改良事業は更新整備が主体となっていることから、現

況の農業所得のうち償還に振り向けられる額の割合が0.2（平均貯蓄性向：農家

の可処分所得のうち貯蓄に振り向けられる率である。）以下であれば受益者全体

として償還の可能性があるものとして負担能力の妥当性を判断することとする。
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ただし、土地改良施設の新設事業及び更新事業のうち施設の機能の向上に係る

事業部分については、年総増加農業所得額と新設事業及び更新事業のうち施設の

機能を向上させる部分に係る年償還額を対比し、農家負担金について償還の可能

性の分析に代えることができるものとし、事業による増加所得のうち償還に振り

向けられる額の割合が0.4（限界貯蓄性向：農家の増加可処分所得のうち償還に

振り向けられる率である。）以下であれば受益者全体として償還の可能性がある

ものとして負担能力の妥当性を判断することとする。

５ 効果（便益）測定の基本

事業計画の経済的妥当性の評価には、次の視点に立った検討が必要である。

（１）各地区の事業目的ごとの施設計画は、その効果が最大となり、かつ、費用を超過

するものであるかの検討がなされているか。（期待する効果と整備水準の比較）

（２）施設計画の各部分が同じ目的を達成するための複数計画案のなかで最経済的な

ものとなっているか。（水源施設等におけるダム又は頭首工案とポンプ計画等の

比較〔ランニングコストを含む〕）

（３）効果と費用は可能な限り全てが把握されているか等について、事業計画の内容

を検討すること。更に効果測定過程の検討事項として、次の点について十分な検

討を行う必要がある。

ア 事業費及び効果測定に用いる単価が全て同一時点の価格として評価されてい

ること。

イ 事業費とそれから発生する効果額は相互に見合ったものであること。（関連

事業 を有する場合の関連事業費、関連効果額が適正に評価されているか。）※

ウ 年度別効果額の計上については、当該事業の着工から関連事業の完了までの

期間については年総効果額を基に事業の進捗に対応した発現過程（発生割合）

を分析し、各年度別に効果額を設定する。また、当該事業と関連事業の整備完

了後については、年総効果額として計上することとしているが、この年総効果

額については、通常の農業生産過程によって実現可能なものであることとする。

（土地改良の効果は、受益者の営農技術の改善による効果と複合して実現され

るものであり、両者は一体不可分なものである。このため、計画内容は、通常

の農業生産により実現可能なものであり、特殊な営農技術を有する農家だけが

可能なものであってはならない。）

エ 関連する他事業との共同施設計画を有する場合、共同費用の振り分けについ

て相互の了解が成立し、費用支出が明確になっていること。

オ 改修（更新）を要する施設については、改修の時期が適当であるか、またそ

の緊急性があること。

等について十分な検討を行う必要がある。

※ 関連事業とは、当該事業によって発揮される効用と一体不可分な効用を発

揮する事業で当該事業計画に関連する事業として位置付けている事業をいう。
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第２章 費用対効果分析の具体的な算定方法

第１節 基本的な考え方

法においては、当該土地改良事業計画が事業の施行に関する基本的要件を具備してい

るか否かを判断することとしている。この一環として、総費用とそれから生じる総便益

（効果）を測定し、その比較により費用対効果分析を行うこととしている。

土地改良事業における費用対効果分析では、事業を実施した場合（以下「事業ありせ

ば」という。）と実施しなかった場合（以下「事業なかりせば」という。）に「農業生

産や営農がどのように変化するか。」、「維持管理がどうなるのか。」、「多面的機能がど

うなるのか。」等について将来予測される変化を捉えることとなる。

なお、事業ありせばにおける将来予測に当たっては、地元農家や関係機関等の意向を

踏まえた上で、実現性の高いものとすることが重要である。

また、農家負担金の償還の可能性については、農家負担年償還額と現況の年総農業所

得額との比較により検証を行うこととしている。ただし、土地改良施設の新設事業及び

更新事業のうち施設の機能を向上させる部分については、年総増加農業所得額と新設事

業及び更新事業のうち施設の機能を向上させる部分に係る年償還額を比較し、農家負担

金について償還の可能性の分析に代えることができるものとする。

土地改良事業は様々な事業種があり、また、事業内容も多種の工種によって構成される

ことが多い。したがって、効果を測定する場合は、事業種や工種によって効果の発現形態

が異なることから、対象事業の事業種及び工種に対応する効果について整理する必要が

ある。主な工種と効果項目との関係は主要工種別効果項目一覧表に示すとおりである。

ただし、この主要工種別効果項目一覧表は、概括的に整理したものであり、地域農業

の形態、事業に占める各工種の大きさによって、表で整理したとおりの効果項目が具現

化しないか、あるいは測定するに足りないなどのケースもあるので、この点に留意して

事業計画に沿って具体的に測定すべき効果項目を整理し、その効果項目ごとに効果を測

定する。

次に各効果を測定するに当たって、測定対象範囲を定めることが必要であり、その際

に農業振興地域との関連に留意することが重要である。農業振興地域とは農業の振興を

図るべき地域として、「農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）」（以

下「農振法」という。）第６条第１項に基づき指定された地域であり、土地改良事業の

実施は、当該地域のうち、原則として、農振法第８条第２項第１号の農用地区域（以下

「農振農用地区域」という。）を対象として実施されることから、土地改良事業による

効果の算定はこれと整合性を持たせる必要がある。

ただし、農業用用排水路、農業用道路（以下「農道」という。）等の線的な事業につ

いては、その対象となる地域の広がりによって不可避的に効果が発生すると認められる

場合は、上記以外の地域まで効果測定の対象となることに留意することが必要である。
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主要工種

効果項目

作物生産効果 ○ ○ ○ ○

品質向上効果 ○ ○

営農経費節減効果 ○ ○ ○

維持管理費節減効果 ○ ○ ○ ○

営農に係る走行経費節減効果 ○

耕作放棄防止効果 ○

災害防止効果(農業関係資産) ○ ○ ○

農業労働環境改善効果 ○ ○

災害防止効果(一般資産) ○ ○ ○

地域用水効果 ○

一般交通等経費節減効果 ○

地籍確定効果 ○

国土造成効果

非農用地等創設効果 ○

災害防止効果(公共資産) ○ ○ ○

水源かん養効果 ○ ○

景観・環境保全効果 ○ ○

都市・農村交流促進効果 ○ ○

注２）国土造成効果については、干拓事業のみ該当する。

【主要工種別効果項目一覧表】

注１）表の効果項目以外においても、地域の特性を考慮し、簡便的に必要な費用を効果と
　　して算定する手法（費用＝効果）以外を用いて定量化が可能な場合、効果として見込
　　むことができることとする。
　　　ただし、その算定方法については客観性及び妥当性を確保するため学識経験者の意
　　見を踏まえることとする。

多面的機能の発展
に関する効果

防災整備
用水・

排水整備
区画整理 農道整備

食料の安定供給の
確保に関する効果

農業の持続的発展
に関する効果

農村の振興
に関する効果

分析項目

効果項目

作物生産効果 ○ ○

品質向上効果 ○ ○

営農経費節減効果 ○ ○

維持管理費節減効果 ○ ○※１

営農に係る走行経費節減効果 ○ ○

耕作放棄防止効果 ○ －

災害防止効果(農業関係資産) ○ ○※１

農業労働環境改善効果 ○ －

災害防止効果(一般資産) ○ －

地域用水効果 ○ ○※２

一般交通等経費節減効果 ○ －

地籍確定効果 ○ －

国土造成効果 ○ －

非農用地等創設効果 ○ －

災害防止効果(公共資産) ○ －

水源かん養効果 ○ －

景観・環境保全効果 ○ －

都市・農村交流促進効果 ○ －

注）　※１　受益者に係る効果額を対象とする。

　　　※２　営農用水に係る効果額を対象とする。

【総費用総便益比及び増加所得償還率の効果算定項目】

多面的機能の発展
に関する効果

農村の振興
に関する効果

農業の持続的発展
に関する効果

食料の安定供給の
確保に関する効果

増加所得
償還率

総費用
総便益比
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第２節 総費用総便益比及び所得償還率

１ 考え方

総費用総便益比は、土地改良事業の経済性評価を行うもので、一定地域の範囲にお

いて評価期間（当該事業の工事期間＋40年）の下で必要な投下費用（総費用）とそれ

によって発現する総便益を対比することで測定を行う。この総費用総便益比が1.0以

上であれば土地改良法施行令第２条第３号において「全ての効用が全ての費用を償う

こと」とされている要件を満足するものとする。

また、所得償還率は、事業費の一部について農家負担を伴うことから、農家経済的

立場から経済性評価を行うもので、農家負担年償還額を現況年総農業所得額で除して

総所得償還率を求める。ただし、土地改良施設の新設事業及び更新事業のうち施設の

機能を向上させる部分については、新設事業及び更新事業のうち施設の機能を向上さ

せる部分に係る年償還額を年総増加農業所得額で除して増加所得償還率を求め、農家

負担金について償還の可能性の分析に代えることができるものとする。

この総所得償還率が0.2以下、増加所得償還率が0.4以下であれば政令第２条第４号

において「受益者の負担金が農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度

を超えないこと。」とされている要件を満足するものとする。

総便益
総費用総便益比 ＝ ≧ 1.0

総費用

当該事業及び関連事業に係る年償還額
総所得償還率 ＝ ≦ 0.2

現況年総農業所得額

新設事業及び更新事業のうち施設の機能を
向上させる部分に係る年償還額

増加所得償還率 ＝ ≦ 0.4
年総増加農業所得額

なお、総費用総便益比の算定に当たっては、原則として、各年度の費用及び効果

（便益）を、社会的割引率を用いて個別に現在価値化したものを合計する方法により

算定することとする。ただし、既存の土地改良施設の機能維持を目的とする当該施設

の更新の事業等で、以下の要件を全て満たすものは、総費用及び総便益を当該事業の

工事期間、再整備時期等に応じた換算係数を用いて現在価値化する方法により算定す

ることができるものとする。

① 当該事業に関連事業の位置付けがないこと

② 当該事業完了の翌年度から更新分に係る効果並びに新設及び機能向上分に係る効

果が全て発現すること

③ 当該事業の工事期間が10年を超えないこと
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また、ため池等の農業用用排水施設の耐震化を目的とする当該施設の更新の事業で、

以下の要件を全て満たすものは、その耐震化を行う施設のみを対象として総費用総便

益比の算定をすることができるものとする。

① 農業者の申請によらず、国又は地方公共団体が、農業者の費用負担や同意を求め

ずに事業を実施すること

② 当該事業の事業目的が耐震化による防災減災のみであること

③ 耐震化を行う施設とその他の施設を区分して総費用総便益比の算定ができること

【総費用総便益比及び償還率算定のフローチャート】

年総効果額の算定 必要な費用の積算

評価期間に発生す

る額を特定

現在価値化

総便益額 総費用

総費用総便益比≧１．０

現況年総農業所得額の算定

総所得償還率≦０．２ 増加所得償還率≦０．４

当該事業＋関連事業

の年償還額

年総増加農業所得額の算定

作物生産効果

品質向上効果

・

・

作物生産効果

品質向上効果

・

・

新設費用

更新費用

・

・

新設事業及び更新事業の

うち施設の機能を向上さ

せる部分に係る年償還額
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２ 具体的な算定方法

（１）総費用総便益比及び所得償還率の総括

（第１表）

〔記入方法等〕

項 目 記 入 方 法

総費用（現在価値化） 第２表から転記する。

なお、総費用は、一定地域において評価期間（当該事業の工

事期間＋40年）に必要な費用を全て見込むこと。

年償還額 第４表から転記する。

年総効果（便益）額 第３表から転記する。

現況年総農業所得額 第６表から転記する。

年総増加農業所得額 第３表から転記する。

評価期間（当該事業の 当該事業の工事期間は工事計画から転記する。

工事期間＋40年） なお、効果の発現過程を想定する際には、いつ、どのような

施設が整備されるのか等を示した工程管理表を整理する必要が

ある。

現在価値化に必要な割 ４％（国債、地方債の実質利率等を参考とした社会的割引率

引率（社会的割引率） ４％を用いる。）

総便益（現在価値化） 第５－１表又は第５－２表から転記する。

総費用総便益比

総所得償還率 本表（第１表）の算定式に基づき算定する。

増加所得償還率

区　　分 算定式 備考

総費用（現在価値化） ③＝①＋② 16,272,180 千円

当該事業による費用 ① 5,018,969 千円

その他費用（関連事業費＋資産価額＋再整備費） ② 11,253,211 千円

年償還額 ④ 19,838 千円/年

うち機能向上分 ④’ － 千円/年

⑤ 916,636 千円/年

⑥ 1,512,300 千円/年

⑦ 838,872 千円/年

49 年

0.04

⑧ 17,928,591 千円

⑨＝⑧÷③ 1.10

⑩＝④　÷⑥×100 1.3 ％

⑪＝④’÷⑦×100 － ％

評価期間（当該事業の工事期間＋40年）

数値

年総効果（便益）額

現況年総農業所得額

年総増加農業所得額

割引率

総便益額（現在価値化）

総費用総便益比

総所得償還率

増加所得償還率
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総費用総便益比方式のイメージ図

（模式図）

現在価値化（割引率 ４％）
α

年

事

業

総 費

費 （Ct）

用

着工 （工 事 期 間 ９ 年） 完了 β

評価期間（工事期間〈９年〉＋40年）

総

便

益

年

効

果

現在価値化（割引率 ４％）

※ 費用及び効果額の大きさに関係はない。

※ 維持管理費については、事業なかりせばと事業ありせばの差を効果として計上している。

※ 評価期間は、当該事業の工事期間＋40年に設定することとしている。

（算定式）

総便益（効果額の現在価値化）
総費用総便益比 ＝

総費用（事業費の現在価値化）

Bｔ
総 便 益 額 ＝ Σ

（１＋割引率）ｔ

（α） （β）
Ｃｔ 事業着工時点での全て 評価期間終了時点での全て

総 費 用 ＝ Σ ＋ －
（１＋割引率）ｔ の関連施設の資産価額※ の関連施設の資産価額※

Ｂt：年度別効果額

t ：基準年度を０とした経過年数

Ｃt：年度別事業費（当該事業費、関連事業費、受益地域内で一体的に効果を発現する施設の予防

保全費・再整備費に要する費用をそれぞれ年度別に計上）

※ 資産価額については、未減価償却資産額（減価償却資産の費用を耐用年数期間にわたり均等に

減価償却する方法（「定額法」という。）を用いて減価償却した残価額をいう。以下同じ。）とし、

基準年度に現在価値化する。なお、耐用年数を経過した施設の資産価額は１円とする。

将 来 の 更 新

整 備 に 要 す

る 想 定 費 用
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（２）総費用の総括

（第２表）

〔記入方法等〕

第２表の記入に当たっては、第３節の３の第４表から転記すること。

なお、換算係数を用いて算定する場合にあっては、第３節の５の（３）の第３表か

ら転記すること。

（３）年総効果額及び年総増加農業所得額の総括

（第３表）

〔記入方法等〕

年総効果額、年総増加農業所得額は、第４節から各効果項目で算定したそれぞれの

額を転記する。

（単位：千円）

区　　分

効果項目
うち

機能向上分

食料の安定供給の確保に関する効果 912,000 － －

作物生産効果 591,101 405,807 －

営農経費節減効果 427,000 427,000 －

維持管理費節減効果 △ 106,101 6,065 －

農業の持続的発展に関する効果 － － －

－ － － －

－ － －

－ － － －

4,636 － －

景観・環境保全効果 4,636 － －

916,636 838,872 －合　　計

多面的機能の発揮に関する効果

備　　考

年総増加農業所得額

農村の振興に関する効果

年総効果（便益）額

国
営
造
成
施
設

施設名
(又は工種)

当該事業費
②

事業着工時点
①の資産価額 

評価期間にお
ける再整備費
④

総費用
⑥ ① ② ③ ④ = + + + 

⑤　　- 

評価期間終了
時点の資産価
⑤額 

○○ダム

○○頭首工

○○揚水機場

・・・・

・・・・

・・・・

計

区
分

県
営
造
成
施
設

○○支線水路

・・・・

・・・・

・・・・

計

合計

7,885,373

：(単位 千円)

1,578,639 3,719,588

1,299,381

0

0

3,194,322

0

2,030,101

189,365

234,731672,469

9,049,594

5,108,862

1,737,119

0

0

9,464,012 5,018,969 3,866,791 2,454,197 15,895,575

376,60573,90265,854

65,854 73,902 376,605

16,272,1802,528,0993,932,6455,018,9699,464,012

そ
の
他
造
成
施
設

計

関連事業費
③

384,653

384,653

384,653
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（４）農家負担年償還額の総括

（第４表）

〔記入方法等〕

農家負担年償還額は、所得償還率を算定するときに必要なものである。

関連事業がある場合には、これを含めた全体で求める。

なお、関連事業については、事業種ごとに算定する。

また、新規事業及び更新事業のうち施設の機能を向上させる部分に係る増加所得償

還率を求める場合は、本表を基に別途整理する。

項 目 記 入 方 法

事業費 別途調査した設計積算の項より事業種、負担区分別に記入する。

負担率 国・都道府県及び市町村については、土地改良法施行令、事業毎

に定めている補助金交付要綱、都道府県及び市町村条例等に基づき

求め、農家については国・都道府県及び市町村の負担率を控除して

求める。

農家負担額 各事業費にそれぞれの農家負担率を乗じて求める。

なお、特別会計の特別型で事業を行う場合は、農家の借入利息を

含めて記入する。

年賦金率 国営土地改良事業にあっては、土地改良法施行令第53条及び第

53条の２等、県営・団体営土地改良事業等にあっては株式会社日本

政策金融公庫の国内金融業務方法書（沖縄県にあっては、沖縄振興

開発金融公庫の業務方法書）に定める利率、償還年限に基づき算定

する。

算定方法は次式による。

年賦金率 ＝
ｉ×（１＋ｉ）ｎ

（１＋ｉ）ｎ－１

ｉ：利子率

ｎ：支払い期間（据置期間を除く）

事業名

国営かんがい
排水

関
連
事
業

県営かん
がい排水

・・・・

計

合計

事業費
①

％負担率( )

国
都道
府県

市町
村　

農家
②

農家負担額
③＝① ②   × 

年賦金率
④

農家負担年償
還額

⑤＝③ ④   × 
備考

：(単位 千円)

6,115,000

505,000

2/3

50 25 10 15

23.4 8 2 122,300

75,750

0.09634

0.10635

11,782

8,056

505,000

6,620,000 198,050

75,750 8,056

19,838
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（５）総便益額の算定

総便益額の算定に当たって、各年度の便益を社会的割引率を用いて個別に現在

価値化する場合には、アの第５－１表を用いることとし、換算係数を用いて総便

益額を現在価値化する場合には、イの第５－２表を用いることとする。

ア 社会的割引率を用いた総便益額算定表

（第５－１表）

〔記入方法等〕

現在価値化する上での留意事項

① 効果項目は、第１節の「工種別効果項目一覧表」の効果項目とする。

② 各効果は更新分に係る効果（事業なかりせば効果）と新設及び機能向上分に係る

効果（ありせば効果）に分けて整理する。

③ なお災害防止効果等において、更新分と新設及び機能向上分の効果に分けること

が困難な場合については、通水量や排水量等の割合により効果を振り分ける。

④ 更新分に係る効果（事業なかりせば効果）については、年効果額が事業着工年度

から全て発現する。

⑤ 新設及び機能向上分に係る効果（事業ありせば効果）については、年効果額に効

果発生割合を乗じて、年発生効果額を算定する。

⑥ 事業期間中の新設又は機能向上に係る効果（事業ありせば効果）の効果発生割合

は、基本的に当該事業及び関連事業の年度別施行計画等を基に、年度別効果発生面

積割合を効果項目ごとに整理し、算定する。

⑦ 農業用用排水施設の整備と区画整理等面的整備を行う地区など、異種の事業を関

連事業として実施する場合は、それぞれの事業種ごとに便益を整理する。

○○効果
更新分に
係る効果

・・・

年効果額 年効果額
効果発
生割合

年発生
効果額

年効果額
同左

割引後

（千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②+⑤ ⑦＝⑥/①

1 H19 1.0400 1 456,716 134,385 0 0 456,716 439,150

2 H20 1.0816 2 456,716 134,385 0 0 456,716 422,260

3 H21 1.1249 3 456,716 134,385 0 0 456,716 406,006

4 H22 1.1699 4 456,716 134,385 0 0 456,716 390,389

5 H23 1.2167 5 456,716 134,385 0 0 456,716 375,373

6 H24 1.2653 6 456,716 134,385 55.0 73,912 530,628 419,369

7 H25 1.3159 7 456,716 134,385 77.5 104,148 560,864 426,221

8 H26 1.3686 8 456,716 134,385 87.9 118,124 574,840 420,021

9 H27 1.4233 9 456,716 134,385 100.0 134,385 591,101 415,303

10 H28 1.4802 10 456,716 134,385 100.0 134,385 591,101 399,339

49 H67 6.8333 49 456,716 134,385 100.0 134,385 591,101 86,503

11,934,035 17,928,591

作物生産効果

割引後
効果額
合　計
（千円）

新設及び機能向上分に係る効果 計

・・・

合計（総便益額）

評
価
期
間

年
度

割引率

（１＋割引率）
t

経
過
年

(t)
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⑧ 先行関連事業がある場合、先行関連事業で整備された施設の費用を資産価額とし

て、当該事業の総費用に見込むこととなるが、その際、先行関連事業で整備された

施設が供用開始されている場合は、供用開始年度から当該事業の着工前年度までの

期間において減価償却した残価額（つまり、当該事業着工時点の先行関連事業で整

備された施設としての未減価償却資産額）を見込むこととなる。したがって、当該

事業着工前における先行関連事業の効果は見込まず、当該事業着工以降から先行関

連事業の効果を見込むこととする。
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【工事期間中における効果発生割合のイメージ】

①新設整備事業の場合（新設分に係る効果のみ）

②単純更新事業の場合（更新分に係る効果のみ）

③機能向上を含む更新事業の場合（更新分に係る効果＋機能向上分に係る効果）

着工年度

工事期間 年度

効果額

更新による効果

旧施設の効果

、旧施設の担っている効果が 更新により
。維持されていく 

事業着手時点からすべて効果が発現す
。る 

完了年度

着工年度

工事期間 年度

効果額

更新による効果

旧施設の効果
機能向上による効果

完了年度

旧施設の担っている効果が更新により維
、持されるとともに 供用開始となった施設

。では機能向上の効果も新たに発現する 
、効果は 更新分と機能向上分に区分して
。算定する 

① 、 更新分については 事業着手時点から
。すべて効果が発現する 

② 、 機能向上分は効果項目毎に 効果が発
現する受益面積の割合等により算出す
。る 

着工年度

工事期間 年度

効果額

新規施設の効果

、事業により新設され 供用開始となった
。施設から順次効果が発現する 

、工事期間中における効果発生割合は 効
果が発現する受益面積の割合等により算出

。する 

完了年度

35



イ 換算係数を用いた総便益額算定表

（第５－２表）

〔記入方法等〕

項 目 記 入 方 法 等

事業工期 当該事業の工事期間を記入する。

評価期間 工事期間＋一定期間（40年）の年数を記入する。

効果項目 年効果額を算定した効果項目名を記入する。

事業工期中に発現する効果

新設及び機能向上分に係

る効果

年効果額（①） 効果項目ごとに新設及び機能向上分に係る効果の年効

果額を記入する。

便益換算係数（②） 「（参考）便益の現在価値化に用いる換算係数の算

式」の①の算式により、「新設及び機能向上分に係る効

果の係数」を算定して記入する。

現 在 価 値 化 効 果 額 効果項目ごとに年効果額（①）に便益換算係数（②）

（③） を乗じて、工事期間中の総便益を算定して記入する。

更新分に係る効果

年効果額（④） 効果項目ごとに更新分に係る効果の年効果額を記入する。

便益換算係数（⑤） 「（参考）便益の現在価値化に用いる換算係数の算

式」の②の算式により、「更新分に係る効果の係数」を

算定して記入する。

現 在 価 値 化 効 果 額 効果項目ごとに年効果額（④）に便益換算係数（⑤）

（⑥） を乗じて、工事期間中の総便益を算定して記入する。

事業工期 10 年 （評価期間： 50 年） （単位：千円）

① ②
③

=①＊②
④ ⑤

⑥
=④＊⑤

⑦
=①+④

⑧
⑨

=⑦＊⑧
⑩

=③+⑥+⑨

作物生産効果 0 3.3883 0 395,127 8.1109 3,204,836 395,127 13.3715 5,283,441 8,488,277

営農経費節減効果 0 3.3883 0 △ 105,486 8.1109 △ 855,586 △ 105,486 13.3715 △ 1,410,506 △ 2,266,092

維持管理費節減効果 2,500 3.3883 8,471 △ 15,021 8.1109 △ 121,834 △ 12,521 13.3715 △ 167,425 △ 280,788

国産農産物安定供給効果 0 3.3883 0 52,191 8.1109 423,316 52,191 13.3715 697,872 1,121,188

3.3883 0 8.1109 0 0 13.3715 0 0

3.3883 0 8.1109 0 0 13.3715 0 0

3.3883 0 8.1109 0 0 13.3715 0 0

3.3883 0 8.1109 0 0 13.3715 0 0

3.3883 0 8.1109 0 0 13.3715 0 0

3.3883 0 8.1109 0 0 13.3715 0 0

合　　計 8,471 2,650,732 4,403,382 7,062,585

総便益額
新設及び機能向上分並びに更新分に係る効果

現在価値化
効果額

年効果額
便益

換算係数
現在価値化

効果額
効果項目

新設及び機能向上分に係る効果 更新分に係る効果

事業工期中に発現する効果 一定期間(40年)中に発現する効果

年効果額
便益

換算係数
現在価値化

効果額
年効果額

便益
換算係数
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項 目 記 入 方 法 等

一定期間（40年）中に発現

する効果

新設及び機能向上分並び

に更新分に係る効果

年効果額（⑦） 効果項目ごとに新設及び機能向上分に係る効果と更新

分に係る効果の年効果額の合計額を記入する。

便益換算係数（⑧） 「（参考）便益の現在価値化に用いる換算係数の算

式」の③の算式により、「一定期間中における全ての効

果に係る係数」を算定して記入する。

現 在 価 値 化 効 果 額 効果項目ごとに年効果額（⑦）に便益換算係数（⑧）

（⑨） を乗じて、一定期間中の総便益を算定して記入する。

総便益額（⑩） 効果項目ごとに工事期間中の新設及び機能向上分に係

る効果、更新分に係る効果及び一定期間中に発現する効

果の「現在価値化効果額」の合計を記入する。

現在価値化する上での留意事項

１）各効果項目の年効果額の算定方法、評価期間の設定等については、各年度の便益

を社会的割引率を用いて個別に現在価値化する方法と同様の方法によるものとし、

評価期間中に発現する便益の現在価値化については、以下の効果区分に応じた換算

係数を用いて現在価値化を行い総便益額を算定する。

① 当該事業の工事期間中に発現する新設及び機能向上分に係る効果

当該事業の工事期間中の新設及び機能向上分に係る便益換算係数は、当該事業

の工事期間中に発現する新設及び機能向上分に係る効果が、事業着工の翌年度か

ら一定の増加割合（同率）で発現するものとして、年度ごとに現在価値化した年

効果額の合計と年効果額との比率（倍数）を係数化したものとする。

そして、新設及び機能向上分に係る年効果額に当該便益換算係数を乗じて得た

額を、当該事業の工事期間中の新設及び機能向上分に係る便益とする。

※ 工事期間中の新設及び機能向上分に係る便益（現在価値化後）＝新設及び機

能向上分に係る年効果額 ☓ 工事期間中の新設及び機能向上分に係る便益換算

係数

② 当該事業の工事期間中に発現する更新分に係る効果及び一定期間中に発現する

全ての効果（新設及び機能向上分並びに更新分に係る効果）

当該事業の工事期間中に発現する更新分に係る効果については事業着工年度か

ら完了年度までの間に、一定期間中に発現する全ての効果については事業完了の

翌年度から評価終了年度までの間に、それぞれの効果が全て発現することから、
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(ｱ) 当該事業の工事期間中に発現する更新分に係る便益換算係数は、当該事業の

工事期間中に発現する現在価値化後の年効果額の合計と年効果額との比率（倍

数）を係数化したものとし、

(ｲ) 一定期間中に発現する全ての効果（新設及び機能向上分並びに更新分に係る

効果）に係る便益換算係数は、一定期間中に発現する現在価値化後の年効果額

の合計と年効果額との比率（倍数）を係数化したものとする。

そして、更新分に係る年効果額及び一定期間中に発現する全ての効果額に、そ

れぞれ上記(ｱ)又は(ｲ)の便益換算係数を乗じて得た額を、当該事業の工事期間中

の更新分に係る便益及び一定期間中の全ての便益とする。

※ 工事期間中の更新分に係る便益（現在価値化後）＝更新分に係る年効果額

☓ 工事期間中の更新分に係る便益換算係数

一定期間中の全て（新設及び機能向上分並びに更新分）の便益（現在価値化

後）＝一定期間中に発現する全ての年効果額 ☓ 一定期間中の便益換算係数

２）現在価値化する上での留意事項は、上記ア（⑤、⑥、⑦及び⑧を除く。）と同様

とする。

３）新設及び機能向上分に係る効果（事業ありせば効果）の当該事業の工事期間中の

効果発生割合については、当該事業着工の翌年度から、工事期間に応じた一定の割

合（同率）で発現するものとして換算係数を算定し、当該事業完了の翌年度から評

価期間終了年度までの効果発生割合は、更新分に係る効果と同様に全て発現するこ

ととして換算係数を算定する。

ただし、新設及び機能向上分に係る効果が見込まれる場合であっても、工事期間

中に効果が発現しない場合は、工事期間中の現在価値化効果額は「０」とする。

４）更新分に係る効果（事業なかりせば効果）の発生割合は、年効果額が事業着工年

度から全て発現することとして換算係数を算定する。
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（参考）便益の現在価値化に用いる換算係数の算式

　①　当該事業の工事期間中に発現する新設及び機能向上分に係る効果

2 3

ｎ

※　ｎは、工事期間

　②　当該事業の工事期間中に発現する更新分に係る効果

2 3

ｎ

※　ｎは、工事期間

　③　一定期間中に発現する全ての効果（新設及び機能向上分並びに更新分）

※　ｎは、工事期間

工事期間中における現在価値化後の新設及び機能向上分に係る効果額の合計

新設及び機能向上分に係る年効果額
＝換算係数

＝ （
年効果額×効果発生割合(0/n)

(1+0.0400)
＋

年効果額×効果発生割合(1/n)

(1+0.0400)
＋

年効果額×効果発生割合(2/n)

(1+0.0400)

換算係数 ＝
工事期間中における現在価値化後の更新分に係る効果額の合計

更新分に係る年効果額

(1+0.0400)
… ＋ ) ／ 年効果額

年効果額×効果発生割合((n-1)/n)

＝ （
年効果額

(1+0.0400)
＋

年効果額

(1+0.0400)
＋

年効果額

(1+0.0400)

年効果額

換算係数 ＝

＝ （ ＋

… ＋
年効果額

(1+0.0400)
) ／

(n+1) (n+2)

年効果額

一定期間中における現在価値化後の新設及び機能向上分並びに更新分に係る効果額の合計

年効果額 年効果額

年効果額

新設及び機能向上分並びに更新分に係る年効果額

＋
(1+0.0400) (1+0.0400)

… ＋

(n+3)

(n+40)
年効果額

(1+0.0400)

(1+0.0400)

) ／
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（６）現況年総農業所得額の算定

（第６表）

〔記入方法等〕

項 目 記 入 方 法

現況作付面積

現況単収 作物生産効果の生産増減効果の算定表（第10表、第21表、第

生産量 23表）を基に記入する。

生産物単価

粗収益額 「生産量×生産物単価」により算定する。

所得率 所得率については、作付増減に係る所得率を使用する。

現況年総農業所得額 「粗収益額×所得率」により算定し、合計額を第１表に記載する。

地
目

水稲

現　況
作　付
面　積
①

現　況
単　収

②

生産量
③＝① ②   × 

生産物
単　価

④

粗収益額

⑤＝③ ④   × 

所得率

⑥

現況年
総農業
所得額

⑦＝⑤ ⑥   × 

作物名

大豆

トマト

ha
502

kg/10a
502

t
2,756

田
50

19

180

4,800

90

912

円/kg
280

千円
771,680

287

207

25,830

188,784

％
41

41

51

千円
316,388

10,590

96,280

小計
- - - -

畑

さといも

・・・

- - - -
小計

8 3,200 256 186 47,616 40 19,046

1,065 - - - 3,780,990 - 1,512,300
合計
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第３節 総費用の考え方

１ 総費用算定の考え方

（１）整理に当たっての基本的事項

ア 土地改良事業は、法第２条の規定により土地改良施設の新設、管理、変更等

に係るもの、区画整理、農用地の造成等面的整備に係るもの、農用地又は土地

改良施設の災害復旧に係るもの、客土、暗渠排水等その他農用地の改良又は保

全に係るもの等に分類されている。

イ このため、総費用の考え方は、以下のように分類して整理する。

① 土地改良施設の新設を行う整備及び面的整備（区画整理等）その他農用地

の改良のため必要な整備（暗渠、客土等）は、受益地域内の農用地の農業生

産性の更なる向上に関する整備として、「新設整備」で整理する。

② 既存の老朽化した土地改良施設の更新のために行う当該施設の変更の整備

のうち、現在の一般的な施工方法により施設を再建設し耐用年数が延長され、

施設の担う受益地域内の農用地の農業生産性の維持に関する整備は、「再建

設整備」で整理する。

③ 既存の老朽化した土地改良施設の更新のために行う当該施設の変更の整備

のうち、施設が担う受益地域内の農用地の農業生産性の維持と更なる向上を

組み合わせた整備及び農道の改良のための整備は、「更新整備」で整理する。

④ 災害復旧又は農用地の保全のために必要な整備は、農業生産基盤の保全に

よる農用地等の機能の回復に関する事業として、「防災整備」で整理するが、

その考え方は、新設整備、再建設整備又は更新整備の項目で整理する。

ウ なお、土地改良事業は、農業用ダム、頭首工、農業用用排水路、農業用用排

水機場、農道など耐用年数や機能が異なる施設の整備が実施され、これらの施

設の整備を一体的に実施する場合、新設及び更新の整備を組み合わせて実施す

る場合、又は、大規模な国営事業から団体営規模の小規模な事業まで様々な規

模の事業の組み合わせによって実施する場合が一般的であることを考慮し、事

業に関連する施設の費用を総合的に整理する必要がある。

（２）対象となる費用

土地改良事業の費用対効果分析に用いる費用は、事業を実施した場合（事業あ

りせば）に要する工事費、用地費及び補償費等の事業費であり、その対象は、

ア 当該事業及び関連事業の事業費

イ 当該事業及び関連事業により整備される施設並びに当該事業の受益地域内で

一体的に効用が発揮される施設の評価期間（当該事業の工事期間＋一定期間

（40年））において発生する再整備に要する事業費

の合計額とし、これらの事業費を基準年度（評価年度）に現在価値化したものを

用いるものとする。
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なお、事業着工年度において、当該事業の受益地域内で一体的に効果が発揮さ

れている施設の資産価額を費用に見込むこととする。

また、評価期間終了時点において、受益地域内で一体的に効果が発現する施設

（用地を含む。）の資産価額を費用から控除する。

ただし、事業費及び資産価額は、消費税相当額を控除する。

消費税が含まれる費用から消費税を除く式は以下のとおりである。

消費税を含まない費用の実質値＝（消費税を含む費用）÷（１＋消費税率）

消費税率＝０％：～1989年3月31日

３％：1989年4月1日～1997年3月31日

５％：1997年4月1日～2014年3月31日

８％：2014年4月1日～

（３）対象となる施設等

総費用の算定の対象となる施設等は、法に基づき整備される農用地及び土地改

良施設並びに既に整備され受益地域内で一体的に効果を発揮している土地改良施

設及びその他これと密接に関連し土地改良事業として費用の負担を伴う施設とし、

その対象範囲は、原則として、農振法第６条第１項により指定された農業振興地

域のうち、同法第８条第２項第１号に規定する農用地区域内の農用地を受益とす

るものとする。ただし、防災整備等の農業の生産性の向上を主な目的としない事

業については、農業振興地域内の農用地を受益とするものとする。

なお、各施設等の具体的な考え方については、以下のとおりとする。

ア 農業用用排水施設の整備（新設整備、再建設整備、更新整備、防災整備）に

ついては、当該事業及び関連事業により整備される施設及びこれと一体的に当

該事業及びその受益地域に対して効用を発揮させる全ての農業用用排水施設

（用水路の整備におけるダムや頭首工、排水路の整備における排水機場や排水

樋門など当該事業により整備される施設の上位施設を含む。）

イ 面的整備（基本的には、新設整備。ただし、地方公共団体や土地改良区等が

管理する施設を含む場合は、更新整備も含む。）については、当該事業の受益

地域における区画整理等の面的整備とこれと一体的に整備される土地改良施設

（関連事業によって整備される施設を含む。）。

ウ 農道整備（新設整備及び更新整備）については、当該事業及びその関連事業

における全ての区間

エ 上記ア～ウの関連事業については、

① 効用が当該事業と一体的に発生し分離が不可能なもの

② その事業を実施することにより初めて当該事業の効用が発生するもの

③ 土地改良事業以外の事業であって、当該事業と密接に関連し、計画時点に

おいて事業化の見込みが確実と認められるもの

を事業計画に位置付けるものとしている。
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（４）残存価値の取扱い

土地改良事業は、（１）のウのとおり耐用年数や機能の異なる複数の施設を一

体的に整備することが一般的であり、評価期間以降に発生する純便益（便益と費

用の差）を将来にわたって計測することが困難で、評価期間終了時点における残

存価値が比較的大きい場合が想定されることから、その時点における土地改良施

設等の残存価値を以下の考え方により資産価額として費用で整理する。また、更

新整備における既存施設の残存価値も同様とする。

ア 土地等の非償却資産については、一般的に評価期間後の価値の想定が困難で

あるため、その土地を取得した時点の価格に基づき資産価額を算定する。

イ 償却資産については、定額法を用いて算定した未減価償却資産額を償却資産

の資産価額とする。

ウ 土地改良事業によって整備される施設は、一般的には更新整備されない限り

は耐用年数満了後も供用し続けると考えられることから、評価期間終了時点に

おける施設の撤去費及び仮設費等は資産価額として考慮しないこととする。

エ 区画整理の整地工に係る費用については、当該資産が非償却資産として取り

扱うべきものであることから、評価期間終了時点の資産価額は計上しないこととする。

（５）評価期間における再整備に関する留意事項

評価期間における施設の再整備に要する事業費（以下「再整備費」という。）

については、標準耐用年数及び施設建設費（当初建設費又は施設を更新した場合

の事業費等）を用いて必要な時期（年度）に適正な費用を計上することとする。

ただし、予防保全対策等による施設の長寿命化も考慮した関係する施設のライ

フサイクルコスト（建設、維持管理等にかかる全てのコスト）を検討し、都道府

県、市町村、土地改良区等の関係機関との十分な調整を図った上で、より客観的

かつ適正な再整備の時期及び再整備費を整理する再整備計画を策定した場合、こ

の計画に基づいて計上してもよい。

また、当該事業完了までに標準耐用年数を超過し、評価期間内に改修の予定が

無い「当該事業の受益地域内で一体的に効用が発揮される施設」については、当

該事業完了年度に再整備費を計上することとする。

なお、これらの再整備費については、（４）のウの考え方により、原則として、

撤去費、仮設費等は考慮しないこととする。

（６）先行関連事業費の取扱い

当該事業の着工以前に支出された先行関連事業費のうち、当該事業着工時点で

供用開始している施設に係る費用については、供用開始年度から当該事業の着工

前年度までの期間において減価償却した残価額（つまり、当該事業着工時点の先

行関連事業で整備された施設としての未減価償却資産額）を当該事業着工年度に

計上する。また、当該事業着工時点で供用開始していない施設に係る費用につい

ては、支出済費用換算係数を用いて年度毎に評価年度価格に換算したうえで、当

該事業着工年度に一括計上する。
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（７）その他

土地改良事業により整備された施設の維持管理費は、主として、当該事業によ

り受益を受ける農家等の収益から支出されていることから、事業を実施した場合

（事業ありせば）、事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）における維持

管理費の差額を便益として計上する。

また、施設の補修費及び補強費については、耐用年数の延長をもたらす改良的

なもの（施設の長寿命化を目的とする予防保全対策等）は費用として計上し、そ

の他定期の修繕的なものは維持管理費として便益で計上する。
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（参考）

１ 新設整備の費用の算式

総費用＝当該事業費＋関連事業費＋再整備費－評価期間終了時点の関連する全ての

施設の資産価額

２ 更新整備の費用の算式

総費用＝当該事業費＋関連事業費＋関連する全ての既存施設の資産価額（時価）＋

再整備費－評価期間終了時点の関連する全ての施設の資産価額

３ 定額法による償却資産の資産価額（未減価償却資産額）の算式

経過年数
資産価額＝施設建設費×〔１－ 〕

標準耐用年数

※ 耐用年数を経過した施設の資産価額は１円とする。

４ 費用の現在価値化の算式

１年目の費用 ２年目の費用 ３年目の費用 ｎ年目の費用
現在価値 = ＋ ＋ ＋・・・ ＋

1+0.0400 (1+0.0400)2 (1+0.0400)3 (1+0.0400)n

※ ｎは、評価期間（計画変更の場合は、評価年度を基準年度とし、事業着工年度か

らの期間を含む。）
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総費用のイメージ（定額法及び標準耐用年数を用いた場合）

（新設整備）

新設整備費

耐用年数が満了

（減価償却） した一部施設の

再整備費

資

産

価

用地費 （用地費） 額

評 価 期 間
基準年度

(現在価値1.0000) （この間の全ての費用が総費用）

事業着工年度

（現在価値1.0400）

（更新整備）

耐用年数が満了

当初建設費 した一部施設の

再整備費

（減価償却） 更新整備費

（減価償却）

資

産

価

資産価額 額

用地費 （用地費） （用地費）

基準年度 評 価 期 間
（現在価値1.0000） （この間の全ての費用が総費用）

事業着工年度

（現在価値1.0400）

現在価値化(4%で割引)

現在価値化(4%で割引)
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２ 総費用の算定フロー

（１）対象施設の概要整理　　（第１表）

ア

イ

ウ

エ

（３）資産価額の整理及び現在価値化　（第３表）

ア

イ

（４）総費用の総括　（第４表）

　対象となるすべての既存施設について、事業着工時点における資産価額を定額
法を用いて算定し、基準年度（評価年度）に割引率を用いて現在価値化

　当該事業、関連事業、再整備及び予防保全の評価期間終了時点における資産価
額を定額法を用いて算定し、基準年度（評価年度）に割引率を用いて現在価値化

　第２表、第３表を基に当該事業費、関連事業費、再整備費、予防保全費及び事業
着工時点の資産価額（更新の場合）の合計額から、評価期間終了時点の資産価額を
減算して、総費用を整理

　当該事業費（新設、更新）及び関連事業費（新設、更新）を施設計画に基づき
施設別年度別に整理

　再整備費を標準耐用年数、予防保全費を予防保全対策等の検討結果から、施設
建設費を用いて整理

　ア～ウで整理した各費用（当該事業費、関連事業費、再整備費及び予防保全
費）を基準年度（評価年度）に割引率を用いて現在価値化

（２）施設建設費、当該事業費、関連事業費及び再整備費等の整理並びに現在価値化
　　（第２表）

　当該事業により整備される施設及びこれと一体的に当該事業の受益地において効
用を発揮させる全ての施設について、その名称、管理団体名、施設規模等の概要を
整理

　対象施設の施設建設費を事業計画書、事業成績書等に基づき対象となる施設ご
とに年度別事業費を整理し、基準年度（評価年度）に支出済費用換算係数を用い
て換算
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３
具

体
的

な
算
定
方
法

（
１
）

　
対

象
施
設

の
概

要
整
理

（
第

１
表

）

施
　

設
　

の
概

　
　

　
要

構
　

　
　

造
数

　
　

　
量

機
　

　
　

能

事
業

区
分

整
備

区
分

整
備

理
由

事
業

主
体

国
営

造
成

施
設

1

○
○

ダ
ム

だ
む

○
○

県

S
5
1

S
5
2

－

重
力

式
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ダ

ム
堤

高
：

6
5
.
5
m

堤
長

：
1
2
9
.
0
m

有
効

貯
水

量
=
3
,
0
0
0
千

㎥

8
0

－
○

・ ・ ・

国
営

造
成

施
設

3

○
□

頭
首

工
と
う
し
ゅ
こ
う

○
○

土
地

改
良

区

S
5
4

S
5
5

－

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

鋼
製

可
動

式
堰

タ
イ

プ
堤

高
：

5
.
5
m

堤
長

：
3
9
.
0
m

Q
=
1
2
.
3
㎥

/
s

5
0

当
該

更
新

老
朽

化
国

営
○

国
営

造
成

施
設

4
-
1

○
○

揚
水

よ
う
す
い

機
場

き
じ
ょ
う

－
１

○
○

土
地

改
良

区

S
5
2

S
5
3

H
1
3

渦
巻

ポ
ン

プ
φ

4
0
0
×

2
Q
=
1
.
2
㎥

/
s

2
0

当
該

再
建

設
老

朽
化

国
営

－

・ ・ ・

県
営

造
成

施
設

1
3

○
□

支
線

し
せ
ん

用よ
う

水
路

す
い
ろ

○
○

土
地

改
良

区
H
4
1

H
4
2

－
L
=
3
,
8
1
5
m

開
渠

工
4
0

関
連

新
設

用
水

系
統

の
再

編
県

営
－

区
分

予
防

保
全

対
策

整
備

区
分

及
び

内
容

施
設

番
号

（
ふ

り
が

な
）

施
設

名

管
理

団
体

名

設
置

年
度

供
用

開
始

年
度

改
修

年
度

耐
用

年
数
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〔
第

１
表

の
記

入
方

法
等

〕

全
般

区
分

施
設

番
号

施
設

名
（

ふ
り

が
な

）

管
理

団
体

名
　

施
設

を
管

理
し

て
い

る
又

は
管

理
を

予
定

し
て

い
る

団
体

の
名

称
を

記
入

す
る

。

設
置

年
度

　
施

設
の

工
事

完
了

年
度

又
は

工
事

完
了

の
予

定
年

度
を

記
入

す
る

。

　
な

お
、

設
置

年
度

が
不

明
な

場
合

は
「

不
明

」
と

記
入

す
る

。

供
用

開
始

年
度

　
施

設
の

供
用

開
始

年
度

又
は

供
用

開
始

の
予

定
年

度
を

記
入

す
る

。

　
な

お
、

供
用

開
始

年
度

が
不

明
な

場
合

は
「

不
明

」
と

記
入

す
る

。

改
修

年
度

施
設

の
概

要

構
造

・
数

量
・

機
能

耐
用

年
数

　
「

土
地

改
良

事
業

の
費

用
対

効
果

分
析

に
必

要
な

諸
係

数
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
9
年

３
月

2
8
日

付
け

1
8
農

振
第

1
5
9
8
号

農
林

水
産

省
農

村
振

興
局

企
画

部
長

通
知

）
に

定
め

ら
れ

た
標

準
耐

用
年

数
等

を
記

入
す

る
。

　
施

設
の

構
造

、
数

量
、

機
能

の
内

容
を

記
入

す
る

。
　

例
え

ば
、

数
量

、
機

能
は

、
た

め
池

は
有

効
貯

水
量

及
び

利
用

回
数

、
揚

水
機

は
揚

水
量

、
排

水
機

は
排

水
量

、
用

排
水

路
は

通
水

能
力

、
頭

首
工

は
取

水
能

力
等

を
中

心
に

記
入

す
る

。

項
　

目
記

　
入

　
方

　
法

　
等

　
施

設
毎

に
施

設
番

号
を

記
入

す
る

。

　
○

○
頭

首
工

、
○

○
揚

水
機

場
な

ど
、

施
設

の
名

称
と

ふ
り

が
な

を
記

入
す

る
。

　
土

地
改

良
事

業
等

と
し

て
施

設
の

改
修

、
補

強
等

が
行

わ
れ

た
年

度
（

工
事

完
了

年
度

）
を

記
入

す
る

。

　
新

設
す

る
施

設
、

更
新

す
る

施
設

及
び

こ
れ

と
一

体
的

に
当

該
事

業
の

受
益

地
域

に
お

い
て

、
効

用
を

発
揮

さ
せ

る
全

て
の

施
設

を
整

理
す

る
。

　
１

行
に

つ
き

１
施

設
を

基
本

と
し

て
、

一
連

の
施

設
番

号
を

つ
け

て
施

設
名

、
管

理
団

体
名

、
供

用
開

始
年

度
等

を
整

理
す

る
。

　
総

費
用

の
対

象
と

な
る

各
施

設
を

｢
国

営
造

成
施

設
｣
、

｢
県

営
造

成
施

設
｣
、

｢
そ

の
他

造
成

施
設

｣
に

区
分

し
て

記
入

す
る

。
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整
備

区
分

及
び

内
容

　
当

該
事

業
及

び
関

連
事

業
に

よ
る

整
備

区
分

及
び

内
容

を
整

理
す

る
。

事
業

区
分

整
備

区
分

整
備

理
由

　
整

備
理

由
を

簡
潔

に
記

入
す

る
。

事
業

主
体

　
当

該
事

業
及

び
関

連
事

業
の

事
業

主
体

の
区

分
と

し
て

「
国

営
」

、
「

県
営

」
等

と
記

入
す

る
。

予
防

保
全

対
策

（
補

足
説

明
）

３
）

供
用

開
始

年
度

は
施

設
の

一
部

で
も

供
用

が
開

始
さ

れ
た

年
度

と
し

、
供

用
開

始
年

度
が

整
理

で
き

な
い

場
合

は
工

事
完

了
年

度
の

翌
年

度
と

す
る

。

５
）

農
業

用
用

排
水

施
設

の
整

備
の

場
合

は
、

対
象

施
設

に
係

る
用

排
水

系
統

図
を

添
付

す
る

。

　
当

該
事

業
及

び
関

連
事

業
を

含
め

、
評

価
期

間
中

に
施

設
の

長
寿

命
化

を
図

る
た

め
の

予
防

保
全

対
策

等
を

実
施

す
る

場
合

は
「

○
」

と
記

入
す

る
。

１
）

事
業

実
施

期
間

中
に

施
設

の
一

部
の

区
間

に
お

い
て

供
用

開
始

が
予

定
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

供
用

開
始

さ
れ

る
区

間
ご

と
に

施
設

を
区

分
し

て
整

理
　

す
る

。

４
）

管
理

団
体

の
範

囲
及

び
そ

の
団

体
の

管
理

し
て

い
る

施
設

及
び

管
理

を
予

定
し

て
い

る
施

設
の

位
置

図
（

団
体

名
、

施
設

番
号

を
付

す
。

）
を

添
付

す
る

。
　

　
な

お
、

縮
尺

は
任

意
と

し
、

凡
例

は
当

該
事

業
の

事
業

計
画

書
添

付
図

面
に

用
い

た
凡

例
を

準
用

す
る

こ
と

。

２
）

過
去

に
当

初
建

設
時

の
施

設
を

撤
去

し
て

更
新

整
備

を
実

施
し

て
い

る
場

合
又

は
、

施
設

機
能

の
向

上
を

も
た

ら
す

改
良

的
な

整
備

が
実

施
さ

れ
て

い
る

　
場

合
に

は
、

当
初

建
設

時
と

は
別

の
施

設
名

（
記

入
例

：
○

○
用

水
路

－
２

）
に

よ
り

費
用

を
整

理
す

る
。

　
　

ま
た

、
過

去
に

実
施

さ
れ

た
更

新
整

備
又

は
施

設
機

能
の

向
上

を
も

た
ら

す
整

備
が

当
該

施
設

の
一

部
を

対
象

と
し

た
も

の
で

あ
る

場
合

に
も

、
そ

の
　

整
備

の
対

象
と

な
っ

た
一

部
施

設
又

は
区

間
に

か
か

る
費

用
を

同
様

に
別

の
施

設
名

に
よ

り
整

理
す

る
。

　
当

該
事

業
は

「
当

該
」

と
、

関
連

事
業

は
「

関
連

」
と

記
入

す
る

。

　
整

備
す

る
施

設
は

、
「

新
設

」
、

「
再

建
設

」
、

「
更

新
」

等
の

整
備

内
容

を
記

入
す

る
。

　
ま

た
、

一
部

の
み

の
場

合
は

、
「

一
部

更
新

」
等

と
記

入
す

る
。

　
な

お
、

更
新

整
備

に
よ

り
既

存
施

設
を

撤
去

す
る

場
合

は
、

既
存

施
設

を
「

撤
去

」
、

更
新

後
の

施
設

を
「

更
新

」
と

記
入

す
る

。

項
　

目
記

　
入

　
方

　
法

　
等
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（
２

）
施

設
建

設
費

、
当

該
事

業
費

、
関

連
事

業
費

及
び

再
整

備
費

等
の

整
理

及
び

現
在

価
値

化
（

第
２

表
）

（
単

位
：

千
円

）

事
業

着
工

年
度

評
価
終

了
年

度

S
5
0

S
5
1

S
5
2

・
・
・

H
1
2

H
1
3

・
・
・

H
2
9

H
3
0

H
3
1

H
3
2

H
3
3

・
・
・

H
3
8

H
3
9

H
4
0

H
4
1

・
・
・

H
5
8

・
・
・

H
7
7

H
7
8

H
7
9

1
9
7
5

1
9
7
6

1
9
7
7

・
・
・

2
0
0
0

2
0
0
1

・
・
・

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

・
・
・

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

・
・
・

2
0
4
6

・
・
・

2
0
6
5

2
0
6
6

2
0
6
7

1
.9
4
1

1
.8
3
8

1
.7
5
0

・
・
・

1
.1
1
4

1
.1
2
8

・
・
・

1
.0
0
0

1
.0
0
0

1
.0
0
0

1
.0
0
0

1
.0
0
0

・
・
・

1
.0
0
0

1
.0
0
0

1
.0
0
0

1
.0
0
0

・
・
・

1
.0
0
0

・
・
・

1
.0
0
0

1
.0
0
0

1
.0
0
0

割
引

率
1
.0
0
0
0

1
.0
4
0
0

1
.0
8
1
6

1
.1
2
4
9

・
・
・

1
.3
6
8
6

1
.4
2
3
3

1
.4
8
0
2

1
.5
3
9
5

・
・
・

2
.9
9
8
7

・
・
・

6
.3
1
7
8

6
.5
7
0
5

6
.8
3
3
3

経
過

年
数

-
4
3

-
4
2

-
4
1

・
・
・

-
1
8

-
1
7

・
・
・

-
1

0
1

2
3

・
・
・

8
9

1
0

1
1

・
・
・

2
8

・
・
・

4
7

4
8

4
9

1
施

設
建

設
施
設

建
設

再
整
備

○

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）

3
0
0
,0
0
0

3
0
0
,0
0
0

5
,1
0
0
,0
0
0

2
,8
0
0
,0
0
0

0
0

0
5
,1
0
0
,0
0
0

用
地

費
1
0
,0
0
0

0
0

0
0

そ
の

他
2
0
,0
0
0

0
0

0
0

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）

5
8
2
,3
0
0

5
5
1
,4
0
0

0
・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

0
・
・
・

0
0

0
0

・
・
・

5
,1
0
0
,0
0
0

・
・
・

0
0

0
7
,5
5
0
,1
0
0

0
0

0
5
,1
0
0
,0
0
0

用
地

費
0

0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

0
・
・
・

0
0

0
0

・
・
・

0
・
・
・

0
0

0
3
6
,1
0
0

0
0

0
0

そ
の

他
0

0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

0
・
・
・

0
0

0
0

・
・
・

0
・
・
・

0
0

0
7
1
,2
3
0

0
0

0
0

決
算

額
3
0
0
,0
0
0

3
0
0
,0
0
0

0
・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

0
・
・
・

0
0

0
0

・
・
・

5
,1
0
0
,0
0
0

・
・
・

0
0

0
2
,8
3
0
,0
0
0

0
0

0
5
,1
0
0
,0
0
0

計
換

算
額

5
8
2
,3
0
0

5
5
1
,4
0
0

0
・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

0
・
・
・

0
0

0
0

・
・
・

5
,1
0
0
,0
0
0

・
・
・

0
0

0
7
,6
5
7
,4
3
0

0
0

0
5
,1
0
0
,0
0
0

割
引

後
0

0
0

0
・
・
・

0
0

0
0

・
・
・

1
,7
0
0
,7
3
7

・
・
・

0
0

0
0

0
1
,7
0
0
,7
3
7

・ ・ 3
施

設
建

設
施
設

建
設

施
設
建

設
当

該
事

業
・
・
・

当
該

事
業

再
整
備

○
・
・
・

○

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）

1
5
0
,0
0
0

2
0
0
,0
0
0

1
5
0
,0
0
0

3
0
0
,0
0
0

・
・
・

3
0
0
,0
0
0

4
,2
3
6
,0
0
0

1
,5
0
0
,0
0
0

0
3
,0
0
0
,0
0
0

0
4
,2
3
6
,0
0
0

用
地

費
5
,0
0
0

0
0

0
0

そ
の

他
2
,0
0
0

・
・
・

8
,0
0
0

3
,0
0
0

0
1
0
,0
0
0

0
0

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）

2
9
1
,1
5
0

3
6
7
,6
0
0

2
6
2
,5
0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

3
0
0
,0
0
0

・
・
・

3
0
0
,0
0
0

0
0

0
・
・
・

4
,2
3
6
,0
0
0

・
・
・

0
0

0
3
,5
1
8
,3
0
0

0
3
,0
0
0
,0
0
0

0
4
,2
3
6
,0
0
0

用
地

費
0

0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

0
・
・
・

0
0

0
0

・
・
・

0
・
・
・

0
0

0
1
8
,0
5
0

0
0

0
0

そ
の

他
0

0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

2
,0
0
0

・
・
・

8
,0
0
0

0
0

0
・
・
・

0
・
・
・

0
0

0
1
0
,2
4
8

0
1
0
,0
0
0

0
0

決
算

額
1
5
0
,0
0
0

2
0
0
,0
0
0

1
5
0
,0
0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

3
0
2
,0
0
0

・
・
・

3
0
8
,0
0
0

0
0

0
・
・
・

4
,2
3
6
,0
0
0

・
・
・

0
0

0
1
,5
0
8
,0
0
0

0
3
,0
1
0
,0
0
0

0
4
,2
3
6
,0
0
0

計
換

算
額

2
9
1
,1
5
0

3
6
7
,6
0
0

2
6
2
,5
0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

3
0
2
,0
0
0

・
・
・

3
0
8
,0
0
0

0
0

0
・
・
・

4
,2
3
6
,0
0
0

・
・
・

0
0

0
3
,5
4
6
,5
9
8

0
3
,0
1
0
,0
0
0

0
4
,2
3
6
,0
0
0

割
引

後
0

0
0

2
6
8
,4
6
8

・
・
・

2
2
5
,0
4
7

0
0

0
・
・
・

1
,4
1
2
,6
1
2

・
・
・

0
0

0
2
,4
2
6
,3
8
7

0
1
,4
1
2
,6
1
2

4
-
1

施
設
建

設
施
設

建
設

施
設
建

設
施
設

整
備

施
設

整
備

当
該
事

業
当

該
事
業

当
該
事

業
・
・
・

当
該

事
業

再
整
備

再
整
備

○
○

・
・
・

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）

1
4
0
,0
0
0

1
2
0
,0
0
0

6
0
,0
0
0

6
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0

2
0
0
,0
0
0

2
5
0
,0
0
0

・
・
・

1
0
0
,0
0
0

1
,6
0
0
,0
0
0

1
,6
0
0
,0
0
0

7
7
0
,0
0
0

1
5
0
,0
0
0

1
,6
0
0
,0
0
0

0
3
,2
0
0
,0
0
0

用
地

費
2
,0
0
0

0
0

0
0

そ
の

他
5
,0
0
0

0
0

5
,0
0
0

0
0

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）

2
7
1
,7
4
0

2
2
0
,5
6
0

1
0
5
,0
0
0

・
・
・

6
6
,8
4
0

5
6
,4
0
0

・
・
・

0
0

5
0
,0
0
0

2
0
0
,0
0
0

2
5
0
,0
0
0

・
・
・

1
0
0
,0
0
0

0
0

0
・
・
・

1
,6
0
0
,0
0
0

・
・
・

0
1
,6
0
0
,0
0
0

0
1
,8
2
3
,1
2
0

1
6
7
,9
6
0

1
,6
0
0
,0
0
0

0
3
,2
0
0
,0
0
0

用
地

費
0

0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

0
・
・
・

0
0

0
0

・
・
・

0
・
・
・

0
0

0
6
,8
3
2

0
0

0
0

そ
の

他
0

0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

5
,0
0
0

0
0

・
・
・

0
0

0
0

・
・
・

0
・
・
・

0
0

0
0

0
5
,0
0
0

0
0

決
算

額
1
4
0
,0
0
0

1
2
0
,0
0
0

6
0
,0
0
0

・
・
・

6
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0

・
・
・

0
0

5
5
,0
0
0

2
0
0
,0
0
0

2
5
0
,0
0
0

・
・
・

1
0
0
,0
0
0

0
0

0
・
・
・

1
,6
0
0
,0
0
0

・
・
・

0
1
,6
0
0
,0
0
0

0
7
7
2
,0
0
0

1
5
0
,0
0
0

1
,6
0
5
,0
0
0

0
3
,2
0
0
,0
0
0

計
換

算
額

2
7
1
,7
4
0

2
2
0
,5
6
0

1
0
5
,0
0
0

・
・
・

6
6
,8
4
0

5
6
,4
0
0

・
・
・

0
0

5
5
,0
0
0

2
0
0
,0
0
0

2
5
0
,0
0
0

・
・
・

1
0
0
,0
0
0

0
0

0
・
・
・

1
,6
0
0
,0
0
0

・
・
・

0
1
,6
0
0
,0
0
0

0
1
,8
2
9
,9
5
2

1
6
7
,9
6
0

1
,6
0
5
,0
0
0

0
3
,2
0
0
,0
0
0

割
引

後
0

5
2
,8
8
5

1
8
4
,9
1
1

2
2
2
,2
4
2

・
・
・

7
3
,0
6
7

0
0

0
・
・
・

5
3
3
,5
6
5

・
・
・

0
2
4
3
,5
1
3

0
1
,3
4
6
,1
5
8

0
7
7
7
,0
7
8

・ ・ 1
3

関
連

事
業

関
連
事

業
関
連

事
業

関
連
事

業

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

0
0

0
5
0
0
,0
0
0

0

用
地

費
0

0
0

5
,0
0
0

0

そ
の

他
0

0
0

0
0

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）

0
0

0
・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

0
・
・
・

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

・
・
・

0
・
・
・

0
0

0
0

0
0

5
0
0
,0
0
0

0

用
地

費
0

0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

0
・
・
・

0
0

0
0

・
・
・

0
・
・
・

0
0

0
0

0
0

5
,0
0
0

0

そ
の

他
0

0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

0
・
・
・

0
0

0
0

・
・
・

0
・
・
・

0
0

0
0

0
0

0
0

決
算

額
0

0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

0
・
・
・

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

・
・
・

0
・
・
・

0
0

0
0

0
0

5
0
5
,0
0
0

0

計
換

算
額

0
0

0
・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

0
0

0
・
・
・

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

・
・
・

0
・
・
・

0
0

0
0

0
0

5
0
5
,0
0
0

0

割
引

後
0

0
0

0
・
・
・

7
3
,0
6
7

7
0
,2
5
9

6
7
,5
5
8

6
4
,9
5
6

・
・
・

0
・
・
・

0
0

0
0

3
5
5
,6
3
3

0

決
算

額
5
9
0
,0
0
0

6
2
0
,0
0
0

2
1
0
,0
0
0

・
・
・

6
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0

・
・
・

0
0

2
0
8
,0
0
0

5
2
0
,0
0
0

1
,0
6
4
,0
0
0

・
・
・

1
,3
9
1
,0
0
0

6
7
5
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

・
・
・

11
,4
3
6,
00
0

・
・
・

0
2
,1
0
0
,0
0
0

2
2
5
,0
0
0

5
,1
9
2
,0
0
0

1
7
5
,0
0
0
1
0
,2
2
3
,0
0
0
1
,3
3
3
,0
0
0

1
5
,0
6
2
,0
0
0

換
算

額
1
,1
4
5
,1
9
0

1
,1
3
9
,5
6
0

3
6
7
,5
0
0

・
・
・

6
6
,8
4
0

5
6
,4
0
0

・
・
・

0
0

2
0
8
,0
0
0

5
2
0
,0
0
0

1
,0
6
4
,0
0
0

・
・
・

1
,3
9
1
,0
0
0

6
7
5
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

・
・
・

11
,4
3
6,
00
0

・
・
・

0
2
,1
0
0
,0
0
0

2
2
5
,0
0
0

1
3
,3
3
0
,0
0
0

1
9
3
,4
1
0
1
0
,2
2
3
,0
0
0
1
,3
3
3
,0
0
0

1
5
,0
6
2
,0
0
0

割
引

後
0

0
0

・
・
・

0
0

・
・
・

0
0

2
0
0
,0
0
0

4
8
0
,7
6
9

9
4
5
,8
6
1

・
・
・

1
,0
1
6
,3
6
6

4
7
4
,2
5
0

6
7
,5
5
8

6
4
,9
5
6

・
・
・

3
,8
1
3
,6
5
3

・
・
・

0
3
1
9
,6
1
1

3
2
,9
2
7

8
,2
9
6
,3
7
7

9
6
1
,0
4
4

4
,5
4
3
,8
3
0

決 算 額 換 算 額

○ ○ 揚 水 機 場 － １

予
防

保
全

決 算 額 換 算 額

施
設

番
号

施
設

名

費
用

区
分

合
　

　
　

　
　

　
計費

用
区

分

○ □ 支 線 用 水 路

予
防

保
全

○ ○ ダ ム ○ □ 頭 首 工

費
用

区
分

決 算 額 換 算 額 決 算 額 換 算 額

関
　
連

事
業
費

評
価
期

間
に
お
け
る

再
整
備

費

施
　
設

整
備
費

施
　
設

建
設

費
当
　
該

事
業

費

合
　
　
計

基
準

年
度

＝

平
成

2
8
年

度

予
防

保
全

費
用

区
分

予
防

保
全

和
　

暦

西
　

暦

支
出

済
費

用
換

算
係

数

項
　

目
基
準

年
度

(評
価

年
度

)

評
価
期

間
（
一

定
期

間
（
4
0
年

）
）

評
価

期
間

（
当

該
事

業
の

工
事

期
間

）
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〔
第

２
表

の
記

入
方

法
等

〕

全
般

　
第

１
表

を
基

に
各

施
設

の
費

用
を

以
下

の
区

分
で

整
理

し
、

現
在

価
値

化
を

行
う

。

・
施

設
建

設
費

　
　

当
初

の
施

設
を

建
設

し
た

事
業

に
係

る
費

用
を

計
上

す
る

。

・
施

設
整

備
費

　
　

施
設

建
設

後
か

つ
当

該
事

業
実

施
前

に
施

設
の

改
修

、
補

強
等

に
着

手
し

た
事

業
に

係
る

費
用

を
計

上
す

る
。

・
当

該
事

業
費

　
　

当
該

事
業

に
係

る
費

用
を

計
上

す
る

。

・
関

連
事

業
費

　
　

関
連

事
業

に
係

る
費

用
を

計
上

す
る

。

・
再

整
備

費

　
　

当
該

事
業

完
了

年
度

以
降

で
、

評
価

期
間

中
の

改
修

、
補

強
等

に
係

る
費

用
を

計
上

す
る

。

施
設

番
号

、
施

設
名

　
第

１
表

を
基

に
、

施
設

番
号

及
び

施
設

名
を

記
入

す
る

。

費
用

区
分

予
防

保
全

決
算

額

　
な

お
、

事
業

費
の

年
度

別
の

各
費

用
か

ら
消

費
税

相
当

額
を

除
い

た
額

と
す

る
。

　
工

事
費

の
う

ち
償

却
施

設
に

係
る

費
用

を
記

入
す

る
。

用
地

費

そ
の

他

項
　

目
記

　
入

　
方

　
法

　
等

　
「

施
設

建
設

」
、

「
施

設
整

備
」

、
「

当
該

事
業

」
、

「
関

連
事

業
」

、
「

再
整

備
」

と
記

入
す

る
。

　
な

お
、

費
用

区
分

毎
に

異
な

る
色

を
用

い
て

、
該

当
す

る
費

用
区

分
及

び
予

防
保

全
欄

を
着

色
す

る
。

　
施

設
用

地
の

取
得

等
に

係
る

費
用

を
記

入
す

る
。

　
な

お
、

用
地

費
に

は
補

償
費

及
び

補
償

工
事

費
を

含
め

な
い

も
の

と
す

る
。

工
事
費

（
償

却
施

設
費

）

　
費

用
区

分
毎

に
施

設
の

各
費

用
（

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）

、
用

地
費

、
そ

の
他

）
に

配
分

し
た

積
算

額
又

は
決

算
額

を
記

入
す

る
。

　
　

評
価

期
間

中
に

お
け

る
再

整
備

費
は

、
予

防
保

全
対

策
等

の
実

施
に

よ
る

施
設

の
長

寿
命

化
を

考
慮

し
て

、
予

防
保

全
計

画
等

で
　

想
定

さ
れ

て
い

る
再

整
備

を
実

施
す

る
年

度
に

費
用

を
計

上
す

る
。

　
　

予
防

保
全

対
策

等
の

実
施

を
考

慮
し

な
い

場
合

は
、

標
準

耐
用

年
数

に
基

づ
き

再
整

備
を

実
施

す
る

年
度

に
費

用
を

計
上

す
る

。

　
費

用
区

分
（

施
設

整
備

、
当

該
事

業
、

関
連

事
業

、
再

整
備

）
の

う
ち

、
予

防
保

全
対

策
等

を
実

施
す

る
も

の
は

「
○

」
と

記
入

す
る

。

　
区

画
整

理
の

整
地

工
、

仮
設

費
（

工
事

用
道

路
、

仮
回

し
水

路
の

整
備

等
）

、
撤

去
費

（
旧

施
設

の
撤

去
等

）
、

補
償

費
及

び
補

償
工

事
等

の
費

用
を

記
入

す
る

。
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換
算

額
　

決
算

額
に

支
出

済
費

用
換

算
係

数
を

乗
じ

て
、

基
準

年
度

（
評

価
年

度
）

に
換

算
し

た
額

を
記

入
す

る
。

計

決
算

額
、

換
算

額
　

決
算

額
、

換
算

額
の

計
を

記
入

す
る

。

割
引

後

合
計

　
施

設
建

設
費

、
施

設
整

備
費

、
当

該
事

業
費

、
関

連
事

業
費

及
び

再
整

備
費

の
合

計
額

を
記

入
す

る
。

（
補

足
説

明
）

２
）

測
量

設
計

費
、

工
事

諸
費

等
の

経
費

は
、

施
設

別
の

各
費

用
に

配
分

す
る

。

１
）

施
設

建
設

費
が

不
明

な
場

合
は

、
現

在
の

一
般

的
な

施
工

方
法

及
び

施
工

単
価

に
よ

り
再

建
設

す
る

場
合

の
事

業
費

を
算

定
す

る
か

、
又

は
構

造
、

規
模

　
等

が
類

似
す

る
施

設
の

事
業

費
等

を
参

考
に

し
て

計
上

す
る

。

４
）

再
整

備
で

は
、

原
則

と
し

て
、

仮
設

費
等

は
考

慮
し

な
い

。
　

　
た

だ
し

、
評

価
期

間
中

に
予

防
保

全
計

画
等

で
、

現
実

的
・

具
体

的
に

そ
の

費
用

を
整

理
し

て
い

る
場

合
は

計
上

す
る

。

５
）

関
連

事
業

の
再

整
備

は
、

機
能

診
断

調
査

結
果

等
を

基
に

事
業

実
施

主
体

と
調

整
し

て
策

定
す

る
。

３
）

費
用

の
そ

の
他

の
う

ち
、

補
償

工
事

は
、

そ
の

対
象

と
な

る
公

共
施

設
の

費
用

を
更

新
整

備
と

同
様

（
補

償
の

対
象

と
な

る
施

設
ご

と
の

資
産

価
額

）
に

　
整

理
し

て
も

よ
い

（
補

償
施

設
は

、
一

代
限

り
の

も
の

で
あ

り
再

整
備

で
は

考
慮

し
な

い
。

）
 
。

　
換

算
額

を
支

出
年

度
の

割
引

率
（

（
１

＋
0
.
0
4
0
0
）

n
）

で
除

し
て

、
現

在
価

値
化

し
た

額
を

記
入

す
る

（
n
：

基
準

年
度

（
評

価
年

度
）

を
０

と
し

た
経

過
年

数
）

。

　
な

お
、

計
画

変
更

地
区

の
場

合
は

事
業

着
工

後
に

評
価

を
行

う
た

め
、

支
出

年
度

の
割

引
率

（
（

１
＋

0
.
0
4
0
0
）

n ）
を

用
い

て
基

準
年

度
（

評
価

年
度

）
ま

で
の

期
間

に
要

し
た

費
用

（
換

算
額

）
を

割
り

増
し

し
て

、
現

在
価

値
化

し
た

額
を

記
入

す
る

。

項
　

目
記

　
入

　
方

　
法

　
等
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（
３
）
資

産
価
額

の
整

理
及

び
現
在

価
値

化
（

第
３

表
）

（
単

位
：

千
円

）

事
業
着

工
年
度

評
価
終
了

年
度

S
5
1

S
5
2

S
5
3

S
5
4

・
・
・

H
1
2

H
1
3

H
1
4

・
・
・

H
2
9

H
3
0

H
3
1

H
3
2

・
・
・

H
3
8

H
3
9

H
4
0

H
4
1

・
・
・

H
5
8

H
5
9

H
6
0

・
・
・

H
7
7

H
7
8

H
7
9

1
9
7
6

1
9
7
7

1
9
7
8

1
9
7
9

・
・
・

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

・
・
・

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

・
・
・

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

・
・
・

2
0
4
6

2
0
4
7

2
0
4
8

・
・
・

2
0
6
5

2
0
6
6

2
0
6
7

割
引
率

1
.0
0
0
0

1
.0
4
0
0

1
.0
8
1
6

・
・
・

1
.3
6
8
6

1
.4
2
3
3

1
.4
8
0
2

1
.5
3
9
5

・
・
・

2
.9
9
8
7

3
.1
1
8
7

3
.2
4
3
4

・
・
・

6
.3
1
7
8

6
.5
7
0
5

6
.8
3
3
3

経
過

年
数

-
4
2

-
4
1

-
4
0

-
3
9

・
・
・

-
1
8

-
1
7

-
1
6

・
・
・

-
1

0
1

2
・
・
・

8
9

1
0

1
1

・
・
・

2
8

2
9

3
0

・
・
・

4
7

4
8

4
9

1
　
　
　
　
　
費
　
用
　
区
　
分

施
設
建

設
再
整

備

耐
用
年
数

8
0
年

8
0

7
9

7
8

7
7

・
・
・

5
6

5
5

5
4

・
・
・

3
9

3
8

3
7

3
6

・
・
・

3
0

2
9

2
8

2
7

・
・
・

1
0

9
8

・
・
・

償
却
施
設
費

換
算
額

7
,5
5
0
,1
0
0

7
,4
5
5
,7
2
4

7
,3
6
1
,3
4
8

7
,2
6
6
,9
7
1

・
・
・

5
,2
8
5
,0
7
0

5
,1
9
0
,6
9
4

5
,0
9
6
,3
1
8

・
・
・

3
,6
8
0
,6
7
4

3
,5
8
6
,2
9
8

3
,4
9
1
,9
2
1

3
,3
9
7
,5
4
5

・
・
・

2
,8
3
1
,2
8
8

2
,7
3
6
,9
1
1

2
,6
4
2
,5
3
5

2
,5
4
8
,1
5
9

・
・
・

9
4
3
,7
6
3

8
4
9
,3
8
6

7
5
5
,0
1
0

・
・
・

0
0

0

耐
用
年
数

4
0
年

4
0

3
9

3
8

・
・
・

2
1

2
0

1
9

予
防
保
全
費

換
算
額

5
,1
0
0
,0
0
0

4
,9
7
2
,5
0
0

4
,8
4
5
,0
0
0

・
・
・

2
,6
7
7
,5
0
0

2
,5
5
0
,0
0
0

2
,4
2
2
,5
0
0

換
算
額

3
6
,1
0
0

3
6
,1
0
0

3
6
,1
0
0

（
割

引
後

）

換
算
額

7
,5
8
6
,2
0
0

7
,4
5
5
,7
2
4

7
,3
6
1
,3
4
8

7
,2
6
6
,9
7
1

・
・
・

5
,2
8
5
,0
7
0

5
,1
9
0
,6
9
4

5
,0
9
6
,3
1
8

・
・
・

3
,6
8
0
,6
7
4

3
,6
2
2
,3
9
8

3
,4
9
1
,9
2
1

3
,3
9
7
,5
4
5

・
・
・

2
,8
3
1
,2
8
8

2
,7
3
6
,9
1
1

2
,6
4
2
,5
3
5

2
,5
4
8
,1
5
9

・
・
・

6
,0
4
3
,7
6
3

5
,8
2
1
,8
8
6

5
,6
0
0
,0
1
0

・
・
・

2
,6
7
7
,5
0
0

2
,5
5
0
,0
0
0

2
,4
5
8
,6
0
0

3
,
4
8
3
,
0
7
5

3
5
9
,
7
9
7

・ ・ 3
　
　
　
　
　
費
　
用
　
区
　
分

施
設
建

設
施
設

建
設

施
設

建
設

施
設
建
設

・
・
・

当
該
事

業
再
整

備

耐
用
年
数

5
0
年

5
0

・
・
・

2
9

2
8

2
7

・
・
・

1
2

1
1

1
0

9
・
・
・

3
2

1
5
0

4
9

4
8

・
・
・

3
1

3
0

2
9

償
却
施
設
費

換
算
額

3
,5
1
8
,3
0
0

・
・
・

2
,0
4
0
,6
1
4

1
,9
7
0
,2
4
8

1
,8
9
9
,8
8
2

・
・
・

8
4
4
,3
9
2

7
7
4
,0
2
6

7
0
3
,6
6
0

6
3
3
,2
9
4

・
・
・

2
1
1
,0
9
8

1
4
0
,7
3
2

7
0
,3
6
6

4
,2
3
6
,0
0
0

4
,1
5
1
,2
8
0

4
,0
6
6
,5
6
0

・
・
・

2
,6
2
6
,3
2
0

2
,5
4
1
,6
0
0

2
,4
5
6
,8
8
0

耐
用
年
数

2
0
年

2
0

1
9

1
8

1
7

・
・
・

予
防
保
全
費

換
算
額

3
,0
0
0
,0
0
0

2
,8
5
0
,0
0
0

2
,7
0
0
,0
0
0

2
,5
5
0
,0
0
0

・
・
・

0
0

0
・
・
・

0
0

0

換
算
額

1
8
,0
5
0

1
8
,0
5
0

1
8
,0
5
0

（
割

引
後

）

換
算
額

0
0

0
3
,5
3
6
,3
5
0

・
・
・

2
,0
4
0
,6
1
4

1
,9
7
0
,2
4
8

1
,8
9
9
,8
8
2

・
・
・

8
4
4
,3
9
2

7
9
2
,0
7
6

7
0
3
,6
6
0

6
3
3
,2
9
4

・
・
・

3
,2
1
1
,0
9
8

2
,9
9
0
,7
3
2

2
,7
7
0
,3
6
6

2
,5
5
0
,0
0
0

・
・
・

4
,2
3
6
,0
0
0

4
,1
5
1
,2
8
0

4
,0
6
6
,5
6
0

・
・
・

2
,6
2
6
,3
2
0

2
,5
4
1
,6
0
0

2
,4
7
4
,9
3
0

7
6
1
,
6
1
2

3
6
2
,
1
8
7

4
-
1

　
　
　
　
　
費
　
用
　
区
　
分

施
設
建

設
施
設

建
設

施
設
整

備
施
設

整
備

当
該

事
業

当
該
事
業

・
・
・

当
該
事

業
再
整

備
再
整
備

耐
用
年
数

2
0
年

2
0

1
9

1
8

・
・
・

2
0

1
9

1
8

1
7

・
・
・

2
0

1
9

1
8

・
・
・

1
2
0

1
9

償
却
施
設
費

換
算
額

1
,8
2
3
,1
2
0

1
,7
3
1
,9
6
4

1
,6
4
0
,8
0
8

・
・
・

1
,6
0
0
,0
0
0

1
,5
2
0
,0
0
0

1
,4
4
0
,0
0
0

1
,3
6
0
,0
0
0

・
・
・

1
,6
0
0
,0
0
0

1
,5
2
0
,0
0
0

1
,4
4
0
,0
0
0

・
・
・

8
0
,0
0
0

1
,6
0
0
,0
0
0

1
,5
2
0
,0
0
0

耐
用
年
数

-
1
0

9
・
・
・

予
防
保
全
費

換
算
額

1
6
7
,9
6
0

1
5
1
,1
6
4

・
・
・

0
0

換
算
額

6
,8
3
2

6
,8
3
2

0
6
,8
3
2

（
割

引
後

）

換
算
額

0
1
,8
2
9
,9
5
2

1
,7
3
1
,9
6
4

1
,6
4
0
,8
0
8

・
・
・

0
1
6
7
,9
6
0

1
5
1
,1
6
4

・
・
・

0
6
,8
3
2

0
0

・
・
・

1
,6
0
0
,0
0
0

1
,5
2
0
,0
0
0

1
,4
4
0
,0
0
0

1
,3
6
0
,0
0
0

・
・
・

1
,6
0
0
,0
0
0

1
,5
2
0
,0
0
0

1
,4
4
0
,0
0
0

・
・
・

8
0
,0
0
0

1
,6
0
0
,0
0
0

1
,5
2
6
,8
3
2

6
,
5
6
9

2
2
3
,
4
4
0

・ ・ 1
3

　
　
　
　
　
費
　
用
　
区
　
分

関
連
事

業
関
連

事
業

関
連
事
業

関
連
事
業

耐
用
年
数

4
0
年

4
0

・
・
・

2
3

2
2

2
1

・
・
・

4
3

2

償
却
施
設
費

換
算
額

5
0
0
,0
0
0

・
・
・

2
8
7
,5
0
0

2
7
5
,0
0
0

2
6
2
,5
0
0

・
・
・

5
0
,0
0
0

3
7
,5
0
0

2
5
,0
0
0

耐
用
年
数

-

予
防
保
全
費

換
算
額

換
算
額

0
5
,0
0
0

5
,0
0
0

（
割

引
後

）

換
算
額

0
0

0
0

・
・
・

0
0

0
・
・
・

0
0

0
0

0
0

0
5
0
5
,0
0
0

・
・
・

2
8
7
,5
0
0

2
7
5
,0
0
0

2
6
2
,5
0
0

・
・
・

5
0
,0
0
0

3
7
,5
0
0

3
0
,0
0
0

0
4
,
3
9
0

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計
　
（
　
割

　
引
　
後
　
）

4
,4
4
1
,0
3
0

8
,5
6
0
,4
1
2

4
,
2
7
0
,
2
2
1

1
,
2
5
2
,
7
4
9

○ ○ 揚 水 機 場 － １

用
地
費

計

○ □ 頭 首 工

予
防
保
全

全
体

用
地
費

計

予
防
保
全

全
体

○ ○ ダ ム

予
防
保
全

評
価

期
間

終
了

時
点

（
工

期
＋

4
0

年
）

の
資

産
価

額

施
設

番
号

施
設
名

和
　
暦

西
　
暦

基
準

年
度
＝

平
成
2
8
年
度

事
業

着
工

時
点

の
資

産
価

額

全
体

用
地
費

計

項
　
目

基
準

年
度

(評
価

年
度
)

評
価

期
間
（
当

該
事
業

の
工
事

期
間
）

評
価
期
間
（
一
定
期
間

（
4
0
年
）
）

○ □ 支 線 用 水 路

用
地
費

計

全
体

予
防
保
全
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〔
第

３
表

の
記

入
方

法
等

〕

全
般

　
減

価
償

却
の

開
始

年
度

は
、

施
設

の
供

用
開

始
年

度
と

す
る

。

　
な

お
、

第
２

表
の

費
用

の
「

そ
の

他
」

は
、

資
産

価
額

の
整

理
に

は
計

上
し

な
い

も
の

と
す

る
。

施
設

番
号

、
施

設
名

　
第

１
表

を
基

に
施

設
番

号
及

び
施

設
名

を
記

入
す

る
。

費
用

区
分

全
体 耐

用
年

数

償
却

施
設

費

予
防

保
全

　
予

防
保

全
対

策
等

を
複

数
実

施
す

る
場

合
は

、
「

耐
用

年
数

」
欄

及
び

「
予

防
保

全
費

」
欄

を
追

加
し

て
記

入
す

る
。

耐
用

年
数

予
防

保
全

費

　
第

１
、

２
表

を
基

に
各

施
設

の
償

却
施

設
費

、
予

防
保

全
費

及
び

用
地

費
の

資
産

価
額

を
整

理
し

、
現

在
価

値
化

す
る

。

　
工

事
完

了
年

度
に

、
費

用
区

分
ご

と
に

工
事

完
了

年
度

ま
で

要
し

た
「

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）

」
の

合
計

額
を

記
入

す
る

（
第

２
表

に
お

い
て

予
防

保
全

を
「

○
」

と
し

た
費

用
を

除
く

。
）

。
　

ま
た

、
費

用
区

分
の

う
ち

「
再

整
備

」
は

、
各

施
設

の
再

整
備

を
実

施
す

る
年

度
に

「
工

事
費

（
償

却
施

設
費

）
」

を
記

入
す

る
。

　
各

施
設

の
耐

用
年

数
の

期
間

に
わ

た
り

均
等

に
減

価
償

却
さ

れ
る

よ
う

計
算

し
、

年
度

別
に

減
価

償
却

後
の

額
（

期
末

の
資

産
価

額
）

を
記

入
す

る
。

　
予

防
保

全
対

策
等

の
実

施
に

よ
る

施
設

の
長

寿
命

化
を

考
慮

し
て

、
予

防
保

全
計

画
等

で
想

定
さ

れ
て

い
る

耐
用

年
数

を
記

入
す

る
。

　
各

年
度

の
耐

用
年

数
は

、
当

該
施

設
の

工
事

完
了

年
度

に
予

防
保

全
計

画
等

で
想

定
さ

れ
て

い
る

耐
用

年
数

を
記

入
し

、
翌

年
度

以
降

１
年

ず
つ

減
算

し
た

耐
用

年
数

を
記

入
す

る
。

　
第

２
表

に
お

い
て

予
防

保
全

を
「

○
」

と
し

た
費

用
を

対
象

と
し

て
、

工
事

完
了

年
度

に
、

費
用

区
分

ご
と

に
工

事
完

了
年

度
ま

で
要

し
た

「
工

事
費

（
償

却
施

設
費

）
」

の
合

計
額

を
記

入
す

る
。

　
ま

た
、

費
用

区
分

の
う

ち
「

再
整

備
」

は
、

各
施

設
の

再
整

備
を

実
施

す
る

年
度

に
「

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）

」
を

記
入

す
る

。
　

各
施

設
の

予
防

保
全

計
画

等
で

想
定

さ
れ

て
い

る
耐

用
年

数
の

期
間

に
わ

た
り

、
均

等
に

減
価

償
却

さ
れ

る
よ

う
計

算
し

、
年

度
別

に
減

価
償

却
後

の
額

（
期

末
の

資
産

価
額

）
を

記
入

す
る

。

項
　

目
記

　
入

　
方

　
法

　
等

　
第

２
表

を
基

に
「

施
設

建
設

」
、

「
施

設
整

備
」

、
「

当
該

事
業

」
、

「
関

連
事

業
」

、
「

再
整

備
」

と
記

入
す

る
。

　
な

お
、

費
用

区
分

毎
に

異
な

る
色

を
用

い
て

、
該

当
す

る
費

用
区

分
欄

を
着

色
す

る
。

　
第

１
表

を
基

に
各

施
設

の
耐

用
年

数
を

記
入

す
る

。

　
各

年
度

の
耐

用
年

数
は

、
供

用
開

始
年

度
の

前
年

度
に

当
該

施
設

の
耐

用
年

数
を

記
入

し
、

翌
年

度
以

降
１

年
ず

つ
減

算
し

た
耐

用
年

数
を

記
入

す
る

。
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用
地

費

事
業

着
工

時
点

、
評

価
期

間
終

了
時

点
の

資
産

価
額

（
割

引
後

）

　
各

施
設

の
当

該
事

業
の

事
業

着
工

時
点

及
び

評
価

期
間

終
了

時
点

の
２

つ
の

時
点

の
「

償
却

施
設

費
」

、
「

予
防

保
全

費
」

及
び

「
用

地
費

」
の

換
算

額
の

合
計

を
支

出
年

度
の

割
引

率
（

（
１

＋
0
.
0
4
0
0
）

n ）
で

除
し

て
現

在
価

値
化

し
た

額
（

資
産

価
額

）
を

記
入

す
る

（
n
：

基
準

年
度

を
０

と
し

た
経

過
年

数
）

。
　

な
お

、
事

業
着

工
時

点
の

資
産

価
額

は
、

年
度

期
首

の
価

額
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
事

業
着

工
前

年
度

の
各

費
用

の
換

算
額

の
合

計
を

事
業

着
工

年
度

の
割

引
率

（
1
.
0
4
0
0
）

で
除

し
て

、
現

在
価

値
化

し
た

額
（

資
産

価
額

）
を

も
っ

て
整

理
す

る
。

　
計

画
変

更
地

区
の

場
合

は
、

事
業

着
工

後
に

評
価

を
行

う
た

め
、

支
出

年
度

の
割

引
率

（
（

１
＋

0
.
0
4
0
0
）

n ）
を

用
い

て
基

準
年

度
（

評
価

年
度

）
ま

で
の

期
間

に
要

し
た

費
用

（
換

算
額

）
を

割
り

増
し

し
て

、
現

在
価

値
化

し
た

額
（

資
産

価
額

）
を

記
入

す
る

。

　
費

用
区

分
ご

と
に

各
施

設
の

工
事

完
了

年
度

ま
で

要
し

た
「

用
地

費
」

の
合

計
額

を
記

入
す

る
と

と
も

に
、

当
該

事
業

の
事

業
着

工
年

度
及

び
評

価
期

間
終

了
年

度
ま

で
に

計
上

し
た

費
用

区
分

ご
と

の
「

用
地

費
」

の
合

計
額

の
合

計
を

計
上

す
る

。
　

用
地

費
は

、
非

償
却

資
産

で
あ

る
こ

と
か

ら
減

価
償

却
し

な
い

。

項
　

目
記

　
入

　
方

　
法

　
等
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（
４

）
総

費
用

の
総

括
（

第
４

表
）

（
単

位
：

千
円

）

費
用

区
分

　
事

業
着

工
時

点
当

該
事

業
費

関
連

事
業

費
評

価
期

間
評

価
期

間

に
お

け
る

終
了

時
点

の

の
資

産
価

額
再

整
備

費
資

産
価

額
（

①
＋

②
＋

③
　

　
区

分
・

施
設

番
号

・
施

設
名

①
②

③
④

⑤
　

＋
④

－
⑤

）

国
　

営
造

成
施

設
1

○
○

ダ
ム

3
,
4
8
3
,
0
7
5

0
0

1
,
7
0
0
,
7
3
7

3
5
9
,
7
9
7

4
,
8
2
4
,
0
1
5

・ ・
国

　
営

造
成

施
設

3
○

□
頭

首
工

7
6
1
,
6
1
2

2
,
4
2
6
,
3
8
7

0
1
,
4
1
2
,
6
1
2

3
6
2
,
1
8
7

4
,
2
3
8
,
4
2
4

国
　

営
造

成
施

設
4
-
1

○
○

揚
水

機
場

－
１

－
1
,
3
4
6
,
1
5
8

0
7
7
7
,
0
7
8

2
2
3
,
4
4
0

1
,
8
9
9
,
7
9
6

・ ・

計
4
,
2
4
4
,
6
8
7

7
,
8
9
6
,
3
4
2

0
4
,
2
1
9
,
9
6
5

1
,
1
4
2
,
2
5
4

1
5
,
2
1
8
,
7
4
0

・ ・
県

　
営

造
成

施
設

1
3

○
□

支
線

用
水

路
－

0
3
5
5
,
6
3
3

0
4
,
3
9
0

3
5
1
,
2
4
3

・ ・

計
1
8
,
9
6
5

4
0
0
,
0
3
5

9
6
1
,
0
4
4

3
2
3
,
8
6
5

1
1
0
,
4
9
5

1
,
5
9
3
,
4
1
4

そ
の

他
造

成
施

設
・ ・

計
0

0
0

0
0

0

4
,
2
6
3
,
6
5
2

8
,
2
9
6
,
3
7
7

9
6
1
,
0
4
4

4
,
5
4
3
,
8
3
0

1
,
2
5
2
,
7
4
9

1
6
,
8
1
2
,
1
5
4

合
　

　
　

　
　

計

総
費

用
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〔
第

４
表

の
記

入
方

法
等

〕

　
第

１
表

を
基

に
、

区
分

、
施

設
番

号
及

び
施

設
名

を
記

入
す

る
。

費
用

区
分

　
第

２
、

３
表

を
基

に
、

各
費

用
を

記
入

す
る

。

項
　

目
記

　
入

　
方

　
法

　
等

区
分

･
施

設
番

号
･
施

設
名
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４ 事例を用いた総費用算定の流れ

（１）新設整備の場合

ア 対象施設の概要の整理（第１表）

新設整備事業の施設計画を基に対象施設の概要を整理する。

例：頭首工、幹線水路、支線水路、末端水路を新設する計画の場合、各施設の

名称、管理団体名（予定）、設置年度（予定）、施設概要等を整理し、また、

施設の位置図を作成する。

イ 当該事業及び関連事業の事業費の整理及び算定（第２表）

当該事業及び関連事業の工種別事業計画を基に、年度別事業費を費用算定項

目別（工事費（償却施設費）、用地費、その他）に整理し、算定する。

例：当該事業及び関連事業について、かんがい排水事業計画を基に、事業費を

費用算定項目別に施設造成主体別、年度別、施設別（頭首工、幹線用水路

等）等に整理し、現在価値化する。

①事業計画

：国営頭首工
（新設）

：国営用水路
（新設）

：県営用水路
（新設）

：団体営用水路
（新設）

凡例

末端水路

支線水路
幹線水路

河川

②当該事業及び関連事業の事業費 工期　Ｈ３０～４０

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H８0

県営事業費

国営事業費

団体営事業費
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ウ 各施設の再整備費の整理及び算定（第２表）

当該事業及び関連事業で整備する各施設について、評価期間における再整備

年度を定め、費用算定項目別に再整備費を整理し、算定する。

例：再整備計画を基に、評価期間（当該事業の工事期間＋40年）における再整

備が必要と認められる施設について、イと同様にその事業費を整理し、費用

算定項目別に再整備が必要な年度（標準耐用年数を用いる場合は、耐用年数

が満了する年度）に一括して計上し、現在価値化する。

エ 評価期間終了時点の資産価額の整理及び算定（第３表）

評価期間（当該事業の工事期間＋40年）終了時点の各施設の資産価額を整理

し、算定する。

例：各施設の事業費を定額法を用いて算定した評価期間終了時点における未減

価償却資産額及び用地費の合計を資産価額として整理し、現在価値化する。

③再整備費 耐用年数満了後

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

：国営頭首工
（既設利用）

：国営用水路
（改修）

：県営用水路
（改修）

：団体営用水路
（改修）

凡例

河川

耐用年数

頭首工以外改修

評価期間

工期 一定期間（40年）

④評価期間終了時点の資産価額

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

工期 一定期間（40年）

評価期間

資産価額

耐用年数 耐用年数
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オ 総費用の算定（第４表）

イ、ウ、エの現在価値化した施設別の事業費及び資産価額を整理し、評価期

間内の当該事業費、関連事業費及び再整備費の合計額からエの資産価額を差し

引いて総費用を算定する。

〔総費用 ＝ 当該事業費 ＋ 関連事業費 ＋ 再整備費 － 評価期間終了時点の

資産価額〕

例：イ、ウ、エで算定された各費用を基に当該事業費及び関連事業費に再整備

費を加えた額から、評価期間終了時点の資産価額を差し引いて総費用を算定

する。

⑤総費用の算定

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H８0

工期 一定期間（40年）

評価期間

＋ －

当該事業 再整備 資産価額
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（２）更新整備の場合

ア 対象施設の概要の整理（第１表）

当該事業の対象施設及びこれと一体的に当該事業の受益地域において効果を

発揮する全ての農業用用排水施設を整理する。

例：頭首工、幹線水路の一部、支線水路の一部を更新する計画の場合、当該事

業により整備される農業用用排水施設及びこれと一体的に当該事業の受益地

域において効果を発揮する全ての農業用用排水施設の名称、管理団体名、設置

年度、施設概要等を整理し、また、施設の位置図を作成する。

イ 施設建設時の事業費の整理及び算定（第２表）

施設建設費を費用算定項目別（工事費（償却施設費）、用地費、その他）に

整理し、算定する。

例：施設建設費について、事業計画書、事業成績書等を基に、事業費を費用算

定項目別に施設造成主体別、年度別、施設別（頭首工、幹線用水路等）等に

整理し、支出済費用換算係数で時価換算する。

①更新整備の事業計画

：国営頭首工
（改修）

：国営用水路
（改修）

：県営用水路
（改修）

：用水路
（既設利用）

凡例

末端水路

支線水路
幹線水路

河川

②当初建設時の事業費

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

：国営頭首工
（新設）

：国営用水路
（新設）

：県営用水路
（新設）

：団体営用水路
（新設）

凡例

末端水路

支線水路
幹線水路

河川

県営事業費

国営事業費

団体営事業費

前歴事業
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ウ 当該事業及び関連事業の事業費の整理及び算定（第２表）

当該事業及び関連事業の工種別事業計画を基に、年度別事業費を費用算定項

目別に整理し、算定する。

例：当該事業及び関連事業の施設計画を基に、事業費を費用算定項目別に、施

設造成主体別、年度別、施設別等に整理し、現在価値化する。

エ 各施設の再整備費の整理及び算定（第２表）

対象となる全ての施設について、評価期間における再整備年度を定め、費用

算定項目別に再整備費を整理し、算定する。

例：対象となる全ての施設について、施設機能診断調査の結果等を踏まえつつ、

各施設の再整備年度を定め、再整備の対象となる幹線水路、支線水路の再整

備費を整理して、再整備が必要な年度に一括計上し、現在価値化する。

③当該事業及び関連事業の事業費

工期　Ｈ３０～４０

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

支線水路
：国営頭首工

頭首工 （改修）

：国営用水路
（改修）

幹線水路
：県営用水路
（改修）

：用水路
（既設利用）

凡例

河川

耐用年数

当該事業及び関連事業

④再整備費

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

耐用年数満了後

：国営頭首工
（既設利用）

：国営用水路
幹線水路 （改修）

支線水路 ：県営用水路
（改修）

：用水路
（既設利用）

凡例

河川

耐用年数

再整備
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オ 着工時点及び評価期間終了時点の資産価額の整理及び算定（第３表）

当該事業の着工時点の既存施設の資産価額（撤去する施設の廃用損失額相当

分を含む。）を整理し、算定する。

次に、評価期間（当該事業の工事期間＋40年）終了時点の各施設の資産価額

を整理し、算定する。

例：当該事業の受益地域内で一体的に効果が発揮されている全ての既存施設に

ついて、各施設の事業費を定額法を用いて算定した事業着工時点の資産価額

を整理し、着工年度に一括計上する。

次に、各施設の事業費を定額法を用いて算定した評価期間終了時点の未減

価償却資産額及び用地費の合計を資産価額として整理し、現在価値化する。

カ 総費用の算定（第４表）

ウ、エ、オの現在価値化した施設別の事業費及び資産価額を整理し、評価期

間内の当該事業費、関連事業費、既存施設の資産価額、対象施設の再整備費の

合計額からオの評価期間終了時点の資産価額を差し引いて、総費用を算定する。

〔総費用 ＝ 当該事業費 ＋ 関連事業費 ＋ 既存施設の資産価額 ＋ 再整備費 －

評価期間終了時点の資産価額〕

例：ウ、エ、オで算定された各費用を基に、当該事業費、関連事業費に既存施

設の資産価額、対象施設の再整備費を加えた額から、評価期間終了時点の資

産価額を差し引いて総費用を算定する。

⑤着工時点及び評価期間終了時点の資産価額

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

工期 一定期間（40年）

評価期間

資産価額

耐用年数

資産価額（廃用損失相当額を含む）

⑥総費用の算定

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

工期 一定期間（40年）

評価期間

＋ －

当該事業 再整備 資産価額
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（３）複合（新設整備＋更新整備）事業の場合

河川の左岸側で更新整備を行い、また、右岸側で既存施設の頭首工から取水し、

新たに幹線水路、支線水路、末端水路を建設する新設整備を行う計画の場合、上

記の（１）の新設整備と、（２）の更新整備の算定方法を組み合わせて整理する。

○当該事業の整備計画

国営頭首工

国営用水路

県営用水路

団体営用水路

用水路（既設利用）

凡例

末端水路

支線水路
幹線水路

河川 更新地区

新規地区
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５ 換算係数を用いた総費用の算定方法

（１）基本的な考え方

対象となる施設の整備費（総費用）の把握、評価期間の設定並びに事業着工時

点及び評価終了時点の資産価額等の考え方については各年度の費用を社会的割引

率を用いて個別に現在価値化する方法と同様の方法によるものとし、基準年度

（評価年度）の翌年度以降の各費用（当該事業費、再整備費等）については、以

下の整備区分に応じた換算係数を用いて現在価値化を行い総費用を算定する。

ア 当該事業費

事業費換算係数は、当該事業の工事期間中に支出される費用が年度ごとに一

定（同額）とし、年度ごとに現在価値化した事業費の合計と当該事業費との比

率（倍数）を係数化したものとする。

そして、当該事業費に当該事業費換算係数を乗じて得た額を、現在価値化後

の当該事業費とする。

※ 当該事業費（現在価値化後）＝当該事業費☓事業費換算係数

イ 再整備費（予防保全計画等に基づく場合も含む。）

再整備パターンに応じた更新換算係数は、再整備の時期を耐用年数の周期に

よる場合と予防保全計画等による場合等に分類し、当該事業完了年度から評価

終了年度まで（一定期間中）に要する現在価値化後の再整備費の合計と１回当

たりに要する再整備費との比率（倍数）を係数化したものとする。

そして、１回当たりの再整備費に当該再整備パターンに応じた更新換算係数

を乗じて得た額を、現在価値化後の再整備費とする。

※ 再整備費（現在価値化後）＝１回当たりの再整備費 ☓ 再整備パターンに

応じた更新換算係数

注：統廃合等により再整備を要しない場合は、基本、評価終了年度の用地費の

み算定
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（参考）費用の現在価値化に用いる換算係数の算式

　①　当該事業費

2 3

ｎ

※　ｎは、工事期間

　②　再整備費（予防保全計画等に基づく場合も含む）

※　ｔは、一定期間終了年度までに再整備を行う回数

換算係数 ＝
現在価値化後の年度別当該事業費の合計

当該事業費

＝ （ ＋
当該事業費／ｎ当該事業費／ｎ 当該事業費／ｎ

換算係数 ＝
１回当たり再整備費

＋
(1+0.0400) (1+0.0400) (1+0.0400)

… ＋ ) ／

＝ （ ＋

当該事業費
(1+0.0400)

(初回再整備年度の経過年数)

(ｔ回目再整備年度の経過年数)

(２回目再整備年度の経過年数)

１回当たり再整備費
(1+0.0400)

当該事業費／ｎ

一定期間中における現在価値化後の再整備費の合計

１回当たり再整備費 １回当たり再整備費

１回当たり再整備費

(1+0.0400) (1+0.0400)

… ＋ ) ／
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（２）換算係数を用いた場合の総費用算定フロー

ア　事業着工時点の資産価額及び当該事業費の算定　（第１表）

①　対象施設の整理

②　事業着工時点の資産価額

③　当該事業費

イ　再整備費及び評価終了時点の資産価額の算定

(ｱ) 再整備費

(ｲ) 評価終了時点の資産価額

(ｱ) 再整備費

(ｲ) 評価終了時点の資産価額

ウ　総費用の総括（第３表）

　当該事業で整備する施設の整備費に工期に応じた係数を乗じて現在価値化を行い
当該事業費を算定

②　予防保全計画等に基づき再整備を行う場合の再整備費及び評価終了時点の資産
　価額の算定　（第２－２表）

　支出済費用換算係数によって評価時点に換算した当初建設費又は施設整備費、供
用開始年度、当該事業開始までの経過年数、施設の耐用年数等から事業着工時点の
残存価額（資産価額）を算定し、その額を現在価値化

　各施設の耐用年数の周期で再整備を行う施設（予防保全計画等によらない場
合）を対象に、１回当たりの再整備費に各施設の供用開始年度や耐用年数等に基
づく再整備年度に応じた係数を乗じて現在価値化を行い再整備費を算定

　１回当たりの再整備費に各施設の供用開始年度や耐用年数に基づく最終の再整
備年度に応じた残存率を乗じて評価終了時点の資産価額を算定し、併せてその額
を現在価値化

①　耐用年数の周期で再整備を行う場合の再整備費及び評価終了時点の資産価額の
　算定　（第２－１表）

　当該事業により整備される施設及びこれと一体的に当該事業の受益地において効
用を発揮させる全ての施設について、その名称、管理団体名等を整理

　１回当たりの再整備費に各施設の供用開始年度や耐用年数に基づく最終の再整
備年度に応じた残存率を乗じて評価終了時点の資産価額を算定し、併せてその額
を現在価値化

　対象施設ごとに第１表から対象となる施設名、事業着工時点の資産価額及び当該事
業費を、第２－１表又は第２－２表から再整備費及び評価終了時点の資産価額を転記
し、事業着工時点の資産価額、当該事業費及び再整備費の合計額から、評価終了時点
の資産価額を減算して、総費用を整理

　予防保全計画等に基づき再整備を行う施設を対象に、１回当たりの再整備費に
初回の再整備年度や再整備の周期（耐用年数）等に基づく再整備年度に応じた係
数を乗じて現在価値化を行い再整備費を算定
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そ
の
整

備
の

対
象
と
な
っ
た
一
部
施
設
に
つ
い
て

は
、
別
の

施
設

名
と

し
て

整
理

す
る

。
（

例
:
○

○
幹

線
水

路
－

２
）

管
理

団
体

（
④
）

施
設
の

管
理

団
体

名
を

記
入

す
る

。

整
備

区
分

及
び
内
容

事
業

区
分

（
⑤
）

当
該

事
業

に
よ

る
整

備
の

有
無

に
つ

い
て

、
当

該
事

業
で

整
備

を
行
う

場
合

は
「
当

該
」

を
記
入
す
る
。

整
備

区
分

（
⑥
）

当
該

事
業

で
整

備
す

る
施

設
の

整
備

の
内

容
に

つ
い

て
、
「

新
設
」
、
「
改
修
」
、
「
廃
止

」
等
を
記
入
す
る
。

事
業

主
体

（
⑦
）

当
該

事
業

で
整

備
す

る
施

設
は

「
国

営
」

を
記

入
す

る
。

予
防

保
全

対
策
（
⑧
）

予
防
保

全
計

画
等

に
基

づ
き

再
整

備
を

行
う

施
設

は
「

○
」
、

そ
れ
以
外
の
施
設

は
「

－
」
を
記
入
す
る
。

当
初

・
更

新
整
備
（
⑨
）

当
初

建
設

は
施

設
の

新
設

、
更

新
１

は
当

初
建

設
後

の
最

初
の

更
新

整
備

、
更

新
２

は
更

新
１

の
後

の
更

新
整

備
に

対
応

し
て
、
該
当

す
る

年
度

、
費

用
等

を
記

入
す

る
。

事
業

着
工

時
点
の
資
産
価
額

供
用

開
始

年
度
（
工
事
完
了
の

施
設
名

（
③

）
で

整
理

し
た

施
設

の
う

ち
、

新
設

以
外

の
施

設
に
つ
い

て
は

、
当
初

・
更

新
整
備
の
供
用
開
始
年
度
を
西
暦
で

翌
年

度
）
（
⑩
）

記
入
す

る
。

な
お

、
こ

こ
で

整
理

す
る

年
度

は
、

事
業

着
工

時
点

の
資

産
価

額
の
算

定
の

際
、
減

価
償

却
１
年
目
と
な
る
。
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項
目

記
入

方
法

等

事
業

着
工

年
度
ま
で
の
年
数

供
用
開

始
年

度
（

⑩
）

か
ら

事
業

着
工

年
度

ま
で

の
経

過
年

数
を
記
入

す
る

。
（

⑪
）

耐
用

年
数

（
⑫
）

各
施

設
の

耐
用

年
数

を
記

入
す

る
。

な
お

、
当

初
建

設
以

降
に

再
整

備
（

更
新

１
、

更
新

２
）

が
行

わ
れ
、

そ
れ

に
よ
っ

て
再

整
備
の
年
度
（
耐
用
年
数
）
が
再
設

定
さ
れ

る
場

合
は

、
更

新
１

、
更

新
２

の
区

分
ご

と
に

耐
用

年
数

を
記
入

す
る

。

当
初

・
更

新
整
備
費
（
⑬
）

当
初
建

設
、

更
新

１
、

更
新

２
の

区
分

ご
と

に
工

事
費

（
償

却
施
設
費

）
の

決
算
額

を
支

出
済
費
用
換
算
係
数
を
用
い
て
評
価

年
度
に

換
算

し
た

額
を

記
入

す
る

。

用
地

費
（

⑭
）

当
初

建
設

、
更

新
１

、
更

新
２

の
区

分
ご

と
に

用
地

費
の

決
算

額
を
支

出
済

費
用
換

算
係

数
を
用
い
て
評
価
年
度
に
換
算
し
た

額
を
記

入
す

る
。

現
在

価
値

化
資
産
価
額

当
初

・
更
新
整
備
費
（
⑮
）

事
業

着
工

年
度

ま
で

の
年

数
（

⑪
）
、

耐
用

年
数

（
⑫

）
及

び
当

初
・
更
新
整
備

費
（

⑬
）
を
用
い
て
算
定
し
た
評
価
年
度
の

残
存
価
額

を
事

業
着

工
年

度
の

割
引

率
を

用
い

て
現

在
価

値
化

し
た

額
を

記
入

す
る
。

用
地

費
（
⑯
）

用
地

費
（

⑭
）

を
評

価
年

度
の

割
引

率
を

用
い

て
現

在
価

値
化

し
た
額

を
記

入
す
る

。

計
（

⑰
）

現
在

価
値

化
し

た
当

初
・

更
新

整
備

費
（

⑮
）

と
用

地
費

（
⑯

）
の
計

を
記

入
す
る

。

当
該

事
業

費

当
該

事
業

費
（
⑱
）

工
事

計
画

に
基

づ
く

各
施

設
の

事
業

費
を

記
入

す
る

。

事
業

費
換

算
係
数
（
⑲
）

「
（

参
考

）
費

用
の

現
在

価
値

化
に

用
い

る
換

算
係

数
の

算
式

」
の

①
の

算
式
に

よ
り

、
当

該
事

業
費

の
換

算
係
数

を
算

定
し

て
記
入
す

る
。

現
在

価
値

化
当

該
事

業
費

当
該
事

業
費

（
⑱

）
を

事
業

費
換

算
係

数
（

⑲
）

を
用

い
て

現
在

価
値

化
し

た
額
を

記
入

す
る
。

（
⑳

）
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イ
　

耐
用

年
数

の
周

期
で

再
整

備
を

行
う

場
合

の
再

整
備

費
及

び
評

価
終

了
時

点
の

資
産

価
額

の
算

定

事
業

着
工

年
度

20
1
8

年
度

（
第

２
－

１
表

）
事

業
工

期
1
0

年
（
評

価
期

間
5
0

年
）

施
設

番
号

初
回

再
整

備
年

度
の

経
過

年
数

再
整

備

回
数

再
整

備

換
算

係
数

再
整

備
費

①
②

③
④

⑤

=
事

業
着

工
年

度
-

④

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩

=⑧
/完

了
年

度
の

割
引

率

⑪
⑫

⑬
⑭

=⑧
*⑬

⑮

=
⑩

+
⑭

⑯
⑰

⑱

=
⑰

/
⑥

⑲

=⑧
*⑱

/1
00

⑳

21

=Σ
⑲

⑳
/評

価
終

了
年

度

の
割

引
率

（
年

度
）

（年
）

（年
）

（
千

円
）

（千
円

）
（千

円
）

（年
）

（回
）

（千
円

）
（
千

円
）

（
年

）
（
年

）
（％

）
（千

円
）

（千
円

）
（
千

円
）

国
営

3
×

×
揚

水
機

場
2
02

8
△

 1
0

20
69

8
,5

18
6
98

,5
18

1
- 

30
2

0
.4

49
0

31
3,

63
5

31
3
,6

35
50

20
10

0.
0

69
8,

51
8

0
98

,2
90

国
営

4
△

△
揚

水
機

場
2
02

8
△

 1
0

20
6
,8

83
0

4
- 

-
0

0
.0

00
0

0
0

-
-

-
0

0
0

国
営

5
○

○
幹

線
用

水
路

1
98

0
3
8

40
0

3
,0

73
,2

8
7

1
2,

07
6,

26
5

 
50

1
0
.1

40
7

43
2,

41
1

2,
50

8
,6

76
50

40
10

0.
0

3,
07

3,
28

7
63

1,
50

0
52

1
,3

09

県
営

6
×

×
支

線
用

水
路

2
01

6
2

30
0

1
52

,7
91

2
- 

28
1

0
.3

33
5

5
0,

95
6

50
,9

56
28

8
2
6.

7
4
0,

79
5

9,
95

5
7
,1

41

県
営

7
水

管
理

施
設

（シ
ス

テ
ム

）
2
01

7
1

10
0

1
20

,4
22

1
8
1,

35
5

 
20

4
1
.1

13
7

13
4,

11
4

21
5
,4

69
50

10
10

0.
0

12
0,

42
2

0
16

,9
45

そ
の

他
8

団
ほ

 □
□

地
区

末
端

水
路

　
1
98

2
3
6

40
0

0
4

- 
-

0
0
.0

00
0

0
0

-
-

-
0

0
0

区
分

施
設

名

供
用

開
始

年
度

事
業

着
工

年
度

ま
で

の
年

数

耐
用

年
数

当
該

事
業

費

再
　

　
整

　
　

備
　

　
費

評
価

終
了

時
点

の
資

産
価

額

1回
当

た
り

の
再

整
備

費

再
整

備

の
パ

タ
ー

ン

残
存

率

評
価

終
了

時
点

の

資
産

価
額

事
業

完
了

年
度

の

再
整

備
費

事
業

完
了

翌
年

度
以

降
の

再
整

備

現
在

価
値

化

再
整

備
費

最
終

整

備
年

度

の
経

過

年
数

資
産

の

残
存

年
数

用
地

費
現

在
価

値
化

資
産

価
額
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〔
第

２
－

１
表

の
記
入
方
法
等
〕

項
目

記
入

方
法

等

事
業

着
工

年
度

当
該
事

業
の

着
工

年
度

を
西

暦
で

記
入

す
る

。

事
業

工
期

当
該
事

業
の

工
事

期
間

を
記

入
す

る
。

評
価

期
間

当
該
事

業
の

工
事

期
間

＋
一

定
期

間
（

4
0
年

）
の

年
数

を
記

入
す

る
。

区
分

（
①

）
総
費
用

の
算

定
対

象
と

な
る

各
施

設
の

当
初

建
設

時
点

の
事

業
区
分
を

「
国

営
」
、
「
県
営
」
、
「
そ
の
他
」
の
い
ず
れ
か
を
記
入

す
る
。

施
設

番
号

（
②
）

総
費
用

の
算

定
対

象
と

な
る

施
設

名
及

び
施

設
番

号
を

記
入

す
る
。

施
設

名
（

③
）

な
お

、
事

業
着

工
年

度
以

前
に

実
施

さ
れ

た
更

新
整

備
又

は
施

設
機
能

の
向

上
を
も

た
ら

す
整
備
が
当
該
施
設
の
一
部
を
対
象

と
し
て

行
わ

れ
、

以
降

の
再

整
備

年
度

が
他

の
部

分
と

異
な

る
場

合
等
に

は
、

そ
の
整

備
の

対
象
と
な
っ
た
一
部
施
設
に
つ
い
て

は
、
別

の
施

設
名

と
し

て
整

理
す

る
。
（

例
:
○

○
幹

線
水

路
－

２
）

供
用

開
始

年
度
（
④
）

施
設
名

（
③

）
で

整
理

し
た

施
設

に
つ

い
て

、
当

初
建

設
、

更
新
１
、

更
新

２
、
当

該
事

業
の
供
用
開
始
年
度
の
う
ち
、
最
新

の
供
用
開

始
年

度
を

西
暦

で
記

入
す

る
。

事
業

着
工

年
度
ま
で
の
経
過
年
数

供
用
開

始
年

度
（

④
）

か
ら

事
業

着
工

年
度

ま
で

の
経

過
年

数
を
記
入

す
る

。
（

⑤
）

耐
用

年
数

（
⑥
）

各
施
設

の
耐

用
年

数
を

記
入

す
る

。
な
お
、

当
初

建
設

以
降

に
再

整
備

（
更

新
１

、
更

新
２

）
が

行
わ
れ
、

そ
れ

に
よ
っ

て
再

整
備
の
年
度
（
耐
用
年
数
）
が
再
設

定
さ
れ
る

場
合

は
、

更
新

１
、

更
新

２
の

区
分

ご
と

に
耐

用
年

数
を
記
入

す
る

。

当
該

事
業

費
（
⑦
）

第
１
表

の
当

該
事

業
費

（
⑱

）
で

記
入

し
た

費
用

を
記

入
す

る
。

再
整

備
費

１
回

当
た

り
の
再
整
備
費

当
該

事
業

で
整

備
す

る
施

設
は

、
当

該
事

業
費

（
⑦

）
を

記
入

し
、
当

該
事

業
で
整

備
し

な
い
施
設
に
つ
い
て
は
、
事
業
完
了

（
⑧

）
年
度
か

ら
評

価
終

了
年

度
ま

で
の

期
間

内
に

行
う

再
整

備
の

１
回

当
た
り

の
費

用
を
記

入
す

る
。

再
整

備
の

パ
タ
ー
ン
（
⑨
）

施
設
ご
と
に
次
の
再
整
備
パ
タ
ー
ン
か
ら
、
該
当
す
る
も
の
を
選
択
し
、
そ
の
番
号
を
記
入
す
る
。（

再
整
備
パ
タ
ー
ン
３
以
外
）

・
再
整

備
パ

タ
ー

ン
１

耐
用

年
数

の
周

期
で

再
整

備
を
行

う
施
設

の
う

ち
、

当
該

事
業

で
整
備
す
る
施
設
又
は
当
該
事
業
完
了
年
度
ま
で
に
当
初
整

備
・
更

新
整

備
施

設
の

耐
用

年
数

が
満

了
す

る
施

設
※

耐
用

年
数

の
周

期
で

再
整

備
年

度
が

設
定

さ
れ

て
い

る
施

設
の
う

ち
、

初
回
の

再
整

備
の
年
度
が
評
価
終
了
年
度
の
翌
年

度
以

降
と

な
る

施
設

は
、

評
価
期

間
内
に

再
整

備
は

行
わ

れ
な

い
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
は
パ
タ
ー
ン
４
と
は
せ
ず
、

パ
タ

ー
ン

１
と

し
て

取
り

扱
う
。

・
再
整

備
パ

タ
ー

ン
２

耐
用

年
数

の
周

期
で

再
整

備
を
行

う
施
設

の
う

ち
、

当
該

事
業

完
了
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
当
初
整
備
・
更
新
整
備
施
設
の

耐
用
年

数
が

満
了

す
る

施
設
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項
目

記
入

方
法

等

・
再
整
備

パ
タ

ー
ン

３
再

整
備

年
度

が
各

施
設

の
耐

用
年

数
の
周

期
に

よ
ら

ず
、

予
防

保
全
計
画
等
に
基
づ
き
再
整
備
を
行
う
施
設

・
再
整
備

パ
タ

ー
ン

４
施

設
の

統
廃

合
な

ど
に

よ
り

、
再

整
備
を

要
し

な
い

施
設

（
償

却
施
設
は
計
上
し
な
い
が
、
用
地
費
は
計
上
）

※
耐

用
年

数
の

周
期

で
再

整
備

年
度

が
設

定
さ

れ
て

い
る

施
設
の
う

ち
、

初
回
の

再
整

備
の
年
度
が
評
価
終
了
年
度
の
翌
年

度
以

降
と

な
る

施
設

は
、

評
価
期

間
内
に

再
整

備
は

行
わ

れ
な

い
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
は
パ
タ
ー
ン
４
と
は
せ
ず
、

パ
タ

ー
ン

１
と

し
て

取
り

扱
う
。

事
業

完
了

年
度
の
再
整
備
費

再
整
備

の
パ

タ
ー

ン
（

⑨
）

で
選

択
し

た
、

再
整

備
パ

タ
ー

ン
１
の
施

設
の

う
ち
、

当
該

事
業
で
整
備
を
行
わ
な
い
施
設
に
つ

（
⑩

）
い
て
は

、
１

回
当

た
り

の
再

整
備

費
（

⑧
）

を
当

該
事

業
完

了
年

度
の
割

引
率

を
用
い

て
現

在
価
値
化
し
た
額
を
記
入
す
る
。

事
業

完
了

翌
年
度
以
降
の
再
整

備
費 初
回

再
整
備
年
度
の
経
過
年

基
準

年
度

（
評

価
年

度
）

を
０

と
し

て
、

そ
こ

か
ら

起
算

し
た

事
業
完

了
の

翌
年
度

以
降

に
行
う
初
回
の
再
整
備
年
度
ま
で
の

数
（

⑪
）

経
過
年

数
を

記
入

す
る

。

再
整

備
回
数
（
⑫
）

事
業
完

了
の

翌
年

度
か

ら
評

価
終

了
年

度
ま

で
の

間
に

お
け

る
再
整
備

回
数

を
記
入

す
る

。

再
整

備
換
算
係
数
（
⑬
）

「
（
参

考
）

費
用

の
現

在
価

値
化

に
用

い
る

換
算

係
数

の
算

式
」
の
②
の
算
式
に

よ
り

、
初
回
再
整
備
年
度
の
経
過
年
数

（
⑪
）
、

再
整

備
回

数
（

⑫
）

等
を

基
に

再
整

備
換

算
係

数
を

算
定
し
て
記
入
す
る

。

再
整

備
費
（
⑭
）

１
回

当
た

り
の

再
整

備
費

（
⑧

）
を

再
整

備
換

算
係

数
（

⑬
）

を
用
い

て
現

在
価
値

化
し

た
額
を
記
入
す
る
。

現
在

価
値

化
再
整
備
費
（
⑮
）

事
業
完

了
年

度
の

再
整

備
費

（
⑩

）
と

（
事

業
完

了
翌

年
度

以
降
の
）

再
整

備
費
（

⑭
）

計
を
記
入
す
る
。

評
価

終
了

時
点
の
資
産
価
額

最
終

整
備

年
度
の
経
過
年
数

基
準
年

度
（

評
価

年
度

）
を

０
と

し
て

、
そ

こ
か

ら
起

算
し

た
評
価
期

間
内

に
行
う

最
終

の
再
整
備
年
度
ま
で
の
経
過
年
数
を

（
⑯

）
記
入
す

る
。

資
産

の
残

存
年
数
（
⑰
）

施
設

ご
と

に
評

価
期

間
（

年
数

）
、

耐
用

年
数

（
⑥

）
及

び
最

終
整

備
年

度
の
経

過
年

数
（

⑯
）

を
用

い
て

評
価
終

了
年

度
の

資
産
の

残
存

年
数

を
記

入
す

る
。

残
存

率
（

⑱
）

施
設

ご
と

に
耐

用
年

数
（

⑥
）

及
び

資
産

の
残

存
年

数
（

⑰
）

を
用
い

て
評

価
終
了

年
度

の
残
存
率
を
算
定
し
て
記
入
す
る
。

評
価

終
了

時
点

の
資

産
価

額
施
設

ご
と

に
資

産
の

残
存

年
数

（
⑰

）
及

び
１

回
当

た
り

の
再

整
備
費

（
⑧

）
を
用

い
て

評
価
終
了
時
点
の
資
産
価
額
を
算
定

（
⑲

）
し
て
記

入
す

る
。

用
地

費
（

⑳
）

施
設

ご
と

に
第

１
表

の
用

地
費

（
⑭

）
の

小
計

を
記

入
す

る
。

現
在

価
値

化
資
産
価
額
（
㉑
）

評
価
終

了
時

点
の

資
産

価
額

（
⑲

）
と

用
地

費
（

⑳
）

の
計

を
評
価
終

了
年

度
の
割

引
率

を
用
い
て
現
在
価
値
化
し
た
額
を
記

入
す
る

。
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ウ
　

予
防

保
全

計
画

等
に

基
づ

き
再

整
備

を
行

う
場

合
の

再
整

備
費

及
び

評
価

終
了

時
点

の
資

産
価

額
の

算
定

事
業

着
工

年
度

2
0
1
8

年
度

（
第

２
－

２
表

）
事

業
工

期
1
0

年
（
評

価
期

間
5
0

年
）

区
分

施
設

番
号

施 設 部 位 数

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

=
④

*
⑧

⑩
⑪

⑫
⑬

⑭

=
⑫

/
1
0
0
*
⑬

⑮

⑯

=
Σ

⑭
⑮

/
評

価

終
了

年
度

の
割

引
率

⑰

=
施

設
毎

の
計

↓
（
千

円
）

（
年

）
（
年

）
（
回

）
（
千

円
）

（
年

）
（
年

）
（
％

）
（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

5
国

営
1

○
○

頭
首

工
（
本

体
）

2
2
4
,4

4
7

1
0

1
0

2
0
.0

6
9
1
,7

8
5

1
3
8
,3

5
7

1
0
,6

2
0

2
0
,9

6
3

4
1
,9

9
0

1
-
1

　
予

防
保

全
１

4
6
,2

2
7

1
2

1
5

3
1
.1

6
4
0

5
3
,8

0
8

4
2

7
4
6
.7

4
6
,2

2
7

2
1
,5

8
8

3
,0

3
8

1
-
2

　
予

防
保

全
２

4
8
,8

9
6

1
4

1
0

3
1
.2

3
1
2

6
0
,2

0
1

3
4

△
 6

0
.0

4
8
,8

9
6

0
0

1
-
3

　
予

防
保

全
３

1
0
3
,9

3
7

2
0

3
0

2
0
.5

9
7
1

6
2
,0

6
1

5
0

3
0

1
0
0
.0

1
0
3
,9

3
7

1
0
3
,9

3
7

1
4
,6

2
5

1
-
4

　
予

防
保

全
４

4
6
,2

2
7

3
1

1
0

2
0
.4

9
6
8

2
2
,9

6
6

4
1

1
1
0
.0

4
6
,2

2
7

4
,6

2
3

6
5
1

1
-
5

　
予

防
保

全
５

9
6
,4

0
0

3
4

2
0

1
0
.2

6
3
6

2
5
,4

1
1

3
4

4
2
0
.0

9
6
,4

0
0

1
9
,2

8
0

2
,7

1
3

2
国

営
2

○
○

揚
水

機
場

1
0
4
,3

0
1

1
0

△
 2

0
0
.0

2
4
5
,9

3
0

0
0

0
8
,6

7
1

2
-
1

　
予

防
保

全
１

9
0
,8

0
8

2
0

2
0

2
0
.6

6
4
7

6
0
,3

6
0

4
0

1
0

5
0
.0

9
0
,8

0
8

4
5
,4

0
4

6
,3

8
9

2
-
2

　
予

防
保

全
２

3
2
,4

2
9

1
5

1
0

4
1
.3

5
5
0

4
3
,9

4
1

4
5

5
5
0
.0

3
2
,4

2
9

1
6
,2

1
5

2
,2

8
2

計

評
価

終
了

時
点

の
資

産
価

額

最
終

整
備

年
度

の

経
過

年
数

用
地

費
現

在
価

値
化

資
産

価
額

③

資
産

の

残
存

年
数

残
存

率
資

産
価

額

評
価

終
了

時
点

の

資
産

価
額

施
　

設
　

名

（
施

設
部

位
）

再
　

　
整

　
　

備
　

　
費

１
回

当
た

り
の

再
整

備
費

初
回

再
整

備

年
度

の

経
過

年
数

再
整

備
の

周
期

年
数

再
整

備

回
数

再
整

備

換
算

係
数

現
在

価
値

化
再

整
備

費
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〔
第

２
－

２
表

の
記
入
方
法
等
〕

項
目

記
入

方
法

等

事
業

着
工

年
度

当
該
事

業
の

着
工

年
度

を
西

暦
で

記
入

す
る

。

事
業

工
期

当
該
事

業
の

工
事

期
間

を
記

入
す

る
。

評
価

期
間

当
該
事

業
の

工
事

期
間

＋
一

定
期

間
（

4
0
年

）
の

年
数

を
記

入
す

る
。

区
分

（
①

）
総
費
用

の
算

定
対

象
と

な
る

各
施

設
の

当
初

建
設

時
点

の
事

業
区
分
を

「
国

営
」
、
「
県
営
」
、
「
そ
の
他
」
の
い
ず
れ
か
を

記
入
す
る

。

施
設

番
号

（
②
）

総
費
用

の
対

象
と

な
る

施
設

名
及

び
施

設
番

号
を

記
入

す
る

。
施

設
名

（
施
設
部
位
）
（
③
）

な
お
、

予
防

保
全

計
画

等
に

基
づ

き
、

施
設

の
部

位
ご

と
に

細
分
化
し

て
再

整
備
を

行
う

場
合
は
、
同
一
の
再
整
備
の
周
期
等

ご
と
に

グ
ル

ー
プ

化
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

施
設

部
位

名
や

対
策

区
分

（
補
修

、
改

修
等
）

を
記

入
す
る
と
と
も
に
、
枝
番
号
を
付
し

て
整
理

す
る

。

再
整

備
費

１
回

当
た

り
の
再
整
備
費

施
設

名
（

施
設

部
位

）
（

③
）

で
整

理
し

た
施

設
部

位
等

（
枝

番
号

の
施

設
部
位

）
ご

と
に

、
事

業
完

了
の

翌
年
度

か
ら

評
価

（
④

）
終
了
年

度
ま

で
の

期
間

内
に

行
う

再
整

備
の

１
回

当
た

り
の

費
用

を
記
入

す
る

。

初
回

再
整

備
年
度
の
経
過
年
数

施
設
名

（
施

設
部

位
）
（

③
）

で
整

理
し

た
施

設
部

位
等

（
枝

番
号
の
施
設
部
位

）
ご

と
に
、
基
準
年
度
（
評
価
年
度
）
を

（
⑤

）
０
と
し

て
、

そ
こ

か
ら

起
算

し
た

事
業

完
了

の
翌

年
度

以
降

に
行

う
初
回

の
再

整
備
年

度
ま

で
の
経
過
年
数
を
記
入
す
る
。

再
整

備
の

周
期
年
数
（
⑥
）

施
設
名
（
施
設
部
位
）（

③
）
で
整
理
し
た
施
設
部
位
等
（
枝
番
号
の
施
設
部
位
）
ご
と
に
、
再
整
備
を
行
う
周
期
を
記
入
す
る
。

再
整

備
回

数
（
⑦
）

施
設

名
（

施
設

部
位

）
（

③
）

で
整

理
し

た
施

設
部

位
等

（
枝

番
号

の
施

設
部
位

）
ご

と
に

、
事

業
完

了
の

翌
年
度

か
ら

評
価

終
了
年

度
ま

で
の

期
間

内
に

お
け

る
再

整
備

回
数

を
記

入
す

る
。

再
整

備
換

算
係
数
（
⑧
）

「
（
参

考
）

費
用

の
現

在
価

値
化

に
用

い
る

換
算

係
数

の
算

式
」

の
②
の
算
式
に

よ
り

、
初
回
再
整
備
年
度
の
経
過
年
数

（
⑤
）
、

再
整

備
の

周
期

年
数

（
⑥

）
、

再
整

備
回

数
（

⑦
）

等
を

基
に
再

整
備

換
算
係

数
を

算
定
し
て
記
入
す
る
。

現
在

価
値

化
再
整
備
費
（
⑨
）

施
設
名

（
施

設
部

位
）
（

③
）

で
整

理
し

た
施

設
部

位
等

（
枝

番
号
の
施
設
部
位

）
ご

と
に
、
１
回
当
た
り
の
再
整
備
費

（
④
）

を
再

整
備

換
算

係
数

（
⑧

）
を

用
い

て
現

在
価

値
化

し
た

額
を
記

入
し

、
施
設

単
位

ご
と
に
該
当
す
る
各
施
設
部
位
の
再

整
備
費

の
合

計
を

記
入

す
る

。
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項
目

記
入

方
法

等

評
価

終
了

時
点
の
資
産
価
額

最
終

整
備

年
度
の
経
過
年
数

予
防
保

全
計

画
等

に
基

づ
き

再
整

備
を

行
う

施
設

部
位

等
（

枝
番
号
の

施
設

部
位
）

に
つ

い
て
は
、
基
準
年
度
（
評
価
年
度
）

（
⑩

）
を

０
と

し
て

、
そ

こ
か

ら
起

算
し

た
評

価
期

間
内

の
最

終
の

再
整

備
年

度
ま

で
の

経
過

年
数

を
記

入
し

、
施

設
全

体
に

つ
い

て
は
、
評

価
終

了
年

度
ま

で
の

間
で

最
後

に
行

う
整

備
年

度
ま

で
の

経
過
年

数
を

記
入
す

る
。

資
産

の
残

存
年
数
（
⑪
）

予
防

保
全

計
画

等
に

基
づ

き
再

整
備

を
行

う
施

設
部

位
等

（
枝

番
号

の
施

設
部

位
）

に
つ

い
て

は
、

最
終

の
再
整

備
年

度
を

０
と
し

て
、

そ
こ

か
ら

起
算

し
た

評
価

終
了

年
度

の
資

産
の

残
存

年
数
を

、
施

設
全
体

に
つ

い
て
は
、
評
価
終
了
年
度
ま
で
の
間

に
行
う

最
終

の
整

備
年

度
を

０
と

し
て

、
そ

こ
か

ら
起

算
し

た
評

価
終
了

年
度

の
資
産

の
残

存
年
数
を
記
入
す
る
。

残
存

率
（

⑫
）

予
防

保
全

計
画

等
に

基
づ

き
再

整
備

を
行

う
施

設
部

位
等

（
枝

番
号

の
施

設
部

位
）

に
つ

い
て

は
、

再
整

備
の

周
期

年
数

（
⑥
）
及

び
資

産
の

残
存

年
数

（
⑪

）
を

用
い

て
、

施
設

全
体

に
つ

い
て

は
、

再
整
備

の
周

期
年
数
（
⑥
）
及
び
第
１
表
の
耐
用

年
数
（
⑫

）
を

用
い

て
残

存
率

を
算

定
し

て
記

入
す

る
。

資
産

価
額

（
⑬
）

予
防

保
全

計
画

等
に

基
づ

き
再

整
備

を
行

う
施

設
部

位
等

（
枝

番
号
の

施
設

部
位
）

に
つ

い
て
は
、
１
回
当
た
り
の
再
整
備
費

（
④
）

を
、

施
設

全
体

に
つ

い
て

は
、

評
価

終
了

年
度

ま
で

に
行

う
最
終

の
整

備
に
要

す
る

費
用
を
記
入
す
る
。

評
価

終
了

時
点
の
資
産
価
額

施
設

全
体

又
は

施
設

部
位

等
（

枝
番

号
の

施
設

部
位

）
ご

と
に

残
存

率
（

⑫
）
、

資
産

価
額

（
⑬

）
を

用
い

て
評
価

終
了

時
点

（
⑭

）
の
資
産

価
額

を
算

定
し

て
記

入
す

る
。

用
地

費
（

⑮
）

施
設

ご
と

に
第

１
表

の
用

地
費

（
⑭

）
の

小
計

を
記

入
す

る
。

現
在

価
値

化
資
産
価
額
（
⑯
）

評
価
終

了
時

点
の

資
産

価
額

（
⑭

）
と

用
地

費
（

⑮
）

の
計

を
評
価
終

了
年

度
の
割

引
率

を
用
い
て
現
在
価
値
化
し
た
額
を
記

入
す
る

。

計
（

⑰
）

施
設

単
位

ご
と

に
施

設
部

位
等

（
枝

番
号

の
施

設
部

位
）

の
現

在
価
値

化
資

産
価
額

（
⑯

）
の
合
計
を
記
入
す
る
。
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エ
　

総
費

用
の

総
括

（
第

３
表

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

=
Σ

④
⑤

⑥
-
⑦

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

国
営

1
○

○
頭

首
工

（
本

体
）

4
9
3
,6

3
9

5
6
1
,2

4
5

2
2
4
,4

4
7

4
1
,9

9
0

1
,2

3
7
,3

4
1

国
営

2
○

○
揚

水
機

場
0

2
0
6
,5

4
3

1
0
4
,3

0
1

8
,6

7
1

3
0
2
,1

7
3

国
営

3
×

×
揚

水
機

場
0

5
6
6
,7

0
8

3
1
3
,6

3
5

9
8
,2

9
0

7
8
2
,0

5
3

国
営

4
△

△
揚

水
機

場
0

5
,5

8
4

0
0

5
,5

8
4

国
営

5
○

○
幹

線
用

水
路

7
5
4
,9

6
6

0
2
,5

0
8
,6

7
6

5
2
1
,3

0
9

2
,7

4
2
,3

3
3

県
営

6
×

×
支

線
用

水
路

1
4
6
,6

9
2

0
5
0
,9

5
6

7
,1

4
1

1
9
0
,5

0
7

県
営

7
水

管
理

施
設

（
シ

ス
テ

ム
）

1
0
4
,2

1
1

0
2
1
5
,4

6
9

1
6
,9

4
5

3
0
2
,7

3
5

そ
の

他
8

団
ほ

 □
□

地
区

末
端

水
路

　
2
,0

0
9

0
0

0
2
,0

0
9

9 1
0

合
計

1
,5

0
1
,5

1
7

1
,3

4
0
,0

8
0

3
,4

1
7
,4

8
4

6
9
4
,3

4
6

5
,5

6
4
,7

3
5

施
設

名
施

設
番

号
区

分
総

費
用

評
価

終
了

時
点

の
資

産
価

額
再

整
備

費
当

該
事

業
費

事
業

着
工

時
点

の
資

産
価

額
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〔
第

３
表

の
記

入
方
法
等
〕

項
目

記
入

方
法

等

区
分

（
①

）
総
費
用

の
算

定
対

象
と

な
る

施
設

に
つ

い
て

、
当

初
建

設
時

点
の
事
業

区
分

を
「
国

営
」
、
「
県
営
」
、
「
そ
の
他
」
の
い
ず
れ
か

を
記
入
す

る
。

施
設

番
号

（
②
）

総
費
用

の
対

象
と

な
る

施
設

名
及

び
施

設
番

号
を

記
入

す
る

。
施

設
名

（
③
）

な
お

、
事

業
着

工
年

度
以

前
に

実
施

さ
れ

た
更

新
整

備
又

は
施

設
機
能

の
向

上
を
も

た
ら

す
整
備
が
当
該
施
設
の
一
部
を
対
象

と
し
て

行
わ

れ
、

以
降

の
再

整
備

年
度

が
他

の
部

分
と

異
な

る
場

合
等
に

は
、

そ
の
整

備
の

対
象
と
な
っ
た
一
部
施
設
に
つ
い
て

は
、
別

の
施

設
名

と
し

て
整

理
す

る
。
（

例
:
○

○
幹

線
水

路
－

２
）

事
業

着
工

時
点
の
資
産
価
額

第
１

表
の

計
（

⑰
）

か
ら

各
施

設
の

事
業

着
工

時
点

の
資

産
価

額
を
記

入
す

る
。

（
④

）

当
該

事
業

費
（
⑤
）

第
１
表

の
現

在
価

値
化

当
該

事
業

費
（

⑳
）

か
ら

各
施

設
の

当
該
事
業

費
を

記
入
す

る
。

再
整

備
費

（
⑥
）

第
２
－

１
表

の
現

在
価

値
化

再
整

備
費

（
⑮

）
又

は
第

２
－

２
表
の
現

在
価

値
化
再

整
備

費
（
⑨
）
か
ら
各
施
設
の
再
整
備
費

を
記
入
す

る
。

評
価

終
了

時
点
の
資
産
価
額

第
２

－
１

表
の

現
在

価
値

化
資

産
価

額
（

㉑
）

又
は

第
２

－
２

表
の
計

（
⑰

）
か
ら

各
施

設
の
評
価
終
了
時
点
の
資
産
価
額
を

（
⑦

）
記
入
す

る
。

総
費

用
（

⑧
）

事
業
着

工
時

点
の

資
産

価
額

（
④

）
か

ら
評

価
終

了
時

点
の

資
産
価
額

（
⑦

）
で
整

理
し

た
各
費
用
を
用
い
て
、
総
費
用
を
算

定
し
て
記

入
す

る
。
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オ
　

当
初

・
更

新
整

備
費

及
び

当
該

事
業

費
並

び
に

整
備

時
期

、
評

価
期

間
中

の
整

備
年

度
の

整
理

（参
考

表
１

）

和
暦

・
・
・

S
52

S
53

S
54

S
55

S
56

S
57

・
・
・

H
7

H
8

H
9

・
・
・

H
27

H
28

H
29

H
30

H
31

・
・
・

H
38

H
39

H
40

H
41

H
42

H
43

H
44

・
・
・

H
53

H
54

H
55

H
56

H
57

H
58

H
59

H
60

H
61

・・
・

H
77

H
78

H
79

西
暦

・
・
・

19
7
7

19
78

19
7
9

19
80

19
8
1

19
82

・
・
・

19
9
5

19
96

19
9
7

・
・
・

20
15

20
1
6

20
17

20
1
8

20
19

・
・
・

20
2
6

20
27

20
2
8

20
29

20
30

20
31

20
32

・
・
・

20
41

20
42

20
43

20
44

20
45

20
46

20
47

20
48

20
49

・・
・

20
65

20
66

20
67

(千
円

)
(千

円
)

(千
円

)
(千

円
)

(千
円

)
(千

円
)

(千
円

)
(千

円
)

経
過

年
数

・
・
・

-4
0

-3
9

-3
8

-3
7

-3
6

-3
5

・
・
・

-2
2

-2
1

-2
0

・
・
・

-2
-1

0
1

2
・
・
・

9
10

11
12

1
3

14
1
5

・
・
・

24
2
5

26
2
7

28
2
9

30
3
1

32
・・

・
4
8

49
50

1
○

○
頭

首
工

（
本

体
）

当
初

建
設

19
65

19
76

19
77

35
3
,7

83
2,

95
6

1
8
3
,1

2
2

5
39

,8
61

1
,0

3
5
,6

0
5

9,
82

3
5
8
7
,7

5
0

1,
63

3
,1

78
50

・
・
・

1
2

3
4

5
6

・
・
・

19
20

21
・
・
・

39
40

41
42

43
・
・
・

50

更
新

１
19

89
19

95
19

96
48

7
,3

86
70

5
2
0
5
,8

2
7

6
93

,9
18

5
64

,9
2
3

79
7

2
3
9
,5

6
7

80
5
,2

87
50

1
2

・
・
・

20
21

22
23

24
・
・
・

31
32

33
34

3
5

36
3
7

・
・
・

46
4
7

48
4
9

50

更
新

２

当
該

事
業

20
18

20
27

20
28

69
1
,7

85
0

0
6
91

,7
85

6
91

,7
8
5

0
0

69
1
,7

85
50

・
・
・

予
防

保
全

１
15

1
2

3
・
・
・

12
1
3

14
1
5

1
2

3
4

5
・・

・
6

7
8

予
防

保
全

２
10

1
・
・
・

10
1

2
3

4
5

6
7

8
・・

・

予
防

保
全

３
30

・
・
・

4
5

6
7

8
9

10
1
1

12
・・

・
2
8

29
30

予
防

保
全

４
10

1
・・

・
7

8
9

予
防

保
全

５
20

・・
・

1
4

15
16

2
○

○
揚

水
機

場
当

初
建

設
19

74
19

80
19

81
10

8
,0

60
0

76
1
08

,1
36

1
87

,5
6
0

0
13

3
18

7
,6

93
20

・
・
・

1
2

・
・
・

15
16

17
・
・
・

更
新

１

更
新

２

当
該

事
業

20
18

20
27

20
28

24
5
,9

30
0

8,
65

3
2
54

,5
83

2
45

,9
3
0

0
8,

6
53

25
4
,5

83
20

・
・
・

予
防

保
全

１
20

・
・
・

4
5

6
7

8
9

10
1
1

12
・・

・
8

9
10

予
防

保
全

２
10

・
・
・

9
1
0

1
2

3
4

5
6

7
・・

・
3

4
5

3
×

×
揚

水
機

場
当

初
建

設

更
新

１

更
新

２

当
該

事
業

20
18

20
27

20
28

69
8
,5

18
0

0
6
98

,5
18

6
98

,5
1
8

0
0

69
8
,5

18
20

・
・
・

1
2

3
4

5
・
・
・

14
1
5

16
1
7

18
1
9

20
1

2
・・

・
1
8

19
20

4
△

△
揚

水
機

場
当

初
建

設
19

76
19

77
19

78
89

1
,6

42
0

1
7,

68
5

9
09

,3
27

1
,5

9
1
,8

4
3

0
32

,1
9
8

1,
62

4
,0

41
20

・
・
・

1
2

3
4

5
・
・
・

18
19

20

更
新

１

更
新

２

当
該

事
業

20
18

20
27

20
28

0
0

6,
88

3
6,

88
3

0
0

6,
8
83

6
,8

83
20

・
・
・

5
○

○
幹

線
用

水
路

当
初

建
設

19
68

19
79

19
80

1
,4

1
1
,3

6
5

3
5
8
,8

1
7

0
1
,7

7
0
,1

8
2

3
,0

7
3
,2

8
7

6
3
1
,5

00
0

3,
70

4
,7

87
40

・
・
・

1
2

3
・
・
・

16
17

18
・
・
・

36
37

38
39

40
1

2
3

4
5

・
・
・

14
15

16
17

18
19

20
21

22
・・

・
38

39
40

更
新

１

更
新

２

当
該

事
業

0
0

0
0

6
×

×
支

線
用

水
路

当
初

建
設

19
76

19
81

19
82

11
4
,9

77
5,

93
3

0
1
20

,9
10

1
93

,8
3
5

9,
95

5
0

20
3
,7

90
30

・
・
・

1
・
・
・

14
15

16
・
・
・

更
新

１
20

13
20

15
20

16
15

7
,4

34
0

0
1
57

,4
34

1
52

,7
9
1

0
0

15
2
,7

91
30

1
2

3
4

・
・
・

11
12

13
14

1
5

16
1
7

・
・
・

26
2
7

28
2
9

30
1

2
3

4
・・

・
20

21
22

更
新

２

当
該

事
業

0
0

0
0

7
水

管
理

施
設

（
シ

ス
テ

ム
）

当
初

建
設

20
15

20
16

20
17

12
1
,1

22
0

0
1
21

,1
22

1
20

,4
2
2

0
0

12
0
,4

22
10

1
2

3
・
・
・

10
1

2
3

4
5

・
・
・

4
5

6
7

8
9

10
1

2
・・

・
8

9
10

更
新

１

更
新

２

当
該

事
業

0
0

0
0

8
団

ほ
 □

□
地

区
末

端
水

路
　当

初
建

設
19

80
19

81
19

82
15

,0
05

0
20

7
15

,2
12

20
,8

9
6

0
28

9
21

,1
85

40
・
・
・

1
・
・
・

14
15

16
・
・
・

34
35

36
37

38
・
・
・

更
新

１

更
新

２

当
該

事
業

0
0

0
0

整
備

区
分

施
設

番
号

・
施

設
名

（
施

設
部

位
）

小
計

そ
の

他
小

計

工
事

費

(償
却

施
設

費
)

用
地

費
そ

の
他

決
算

額
換

算
額

工
事

費

(償
却

施
設

費
)

用
地

費
耐

用

年
数

整
　

　
　

備
　

　
　

年
　

　
　

度

供
用

開
始

年
度

事
業

(工
事

)

完
了

年
度

事
業

(工
事

)

着
工

年
度
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〔
参

考
表

１
の

記
入
方
法
等
〕

項
目

記
入

方
法

等

施
設

番
号

・
施
設
名
（
施
設
部

第
１
表

の
施

設
番

号
（

②
）
、

施
設

名
（

③
）

か
ら

、
施

設
番

号
と
施
設
名
を
記

入
す

る
。

位
）

な
お
、

予
防

保
全

計
画

等
に

基
づ

き
施

設
を

部
位

ご
と

に
細

分
化
し
て

再
整

備
費
等

を
整

理
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
２
－

２
表
の

施
設

番
号

（
②

）
、

施
設

名
（

施
設

部
位

）
（

③
）

か
ら

、
施

設
番

号
と

施
設
名

等
を

記
入
す
る
。

整
備

区
分

当
初

建
設

は
施

設
の

新
設

、
更

新
１

は
当

初
建

設
後

の
最

初
の

更
新

整
備

、
更

新
２

は
更

新
１

の
後

の
更

新
整

備
に

対
応

し
て
、
該
当

す
る

年
度

、
費

用
等

を
記

入
す

る
。

事
業

（
工

事
）
着
工
年
度

当
初

建
設

は
各

施
設

の
当

初
建

設
、

更
新

１
は

当
初

建
設

後
の

最
初
の

更
新

整
備
、

更
新

２
に
は
更
新
１
の
後
の
更
新
整
備
の

工
事
着

工
年

度
、

当
該

事
業

に
は

当
該

事
業

の
着

工
年

度
を

西
暦

で
記
入

す
る

。
※

当
該

事
業

の
着

工
年

度
は

、
各

施
設

の
工

事
着

工
年

度
で

は
な
く
、

当
該

事
業
の

着
工

年
度
を
記
入
す
る
。

事
業

（
工

事
）
完
了
年
度

当
初

建
設

は
各

施
設

の
当

初
建

設
、

更
新

１
は

当
初

建
設

後
の

最
初
の

更
新

整
備
、

更
新

２
に
は
更
新
１
の
後
の
更
新
整
備
の

工
事
完

了
年

度
、

当
該

事
業

に
は

当
該

事
業

の
完

了
年

度
を

西
暦

で
記
入

す
る

。
※

当
該

事
業

の
完

了
年

度
は

、
各

施
設

の
工

事
完

了
年

度
で

は
な
く
、

当
該

事
業
の

完
了

年
度
を
記
入
す
る
。

供
用

開
始

年
度

当
初
建

設
、

更
新

整
備

、
当

該
事

業
の

供
用

開
始

年
度

を
西

暦
で
記
入

す
る

。

決
算

額

工
事

費
（

償
却
施
設
費
）

当
初

建
設

、
更

新
１

、
更

新
２

に
つ

い
て

は
参

考
表

２
よ

り
各

費
用
の

決
算

額
を
、

当
該

事
業
に
つ
い
て
は
工
事
計
画
よ
り
、

用
地

費
決
算
額

か
ら

消
費

税
相

当
額

を
除

い
た

各
費

用
の

額
を

記
入

す
る

。
そ

の
他

小
計

各
費

用
を

用
い

て
、

当
初

建
設

、
更

新
１

、
更

新
２

、
当

該
事

業
の

区
分

ご
と

に
工

事
費

（
償

却
施

設
費

）
、

用
地

費
、

そ
の

他
の
決

算
額

の
計

を
記

入
す

る
。

換
算

額

工
事

費
（

償
却
施
設
費
）

当
初

建
設

、
更

新
１

、
更

新
２

に
つ

い
て

は
参

考
表

２
よ

り
各

費
用
の

換
算

額
を
、

当
該

事
業
に
つ
い
て
は
各
費
用
の
決
算
額

用
地

費
を
記
入

す
る

。
そ

の
他

小
計

各
費

用
を

用
い

て
、

当
初

建
設

、
更

新
１

、
更

新
２

、
当

該
事

業
の

区
分

ご
と

の
工

事
費

（
償

却
施

設
費

）
、

用
地

費
、

そ
の

他
の
換

算
額

の
計

を
整

理
す

る
。
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項
目

記
入

方
法

等

耐
用

年
数

各
施
設

の
耐

用
年

数
を

記
入

す
る

。
な
お
、

当
初

建
設

以
降

に
再

整
備

（
更

新
１

、
更

新
２

）
が

行
わ
れ
、

そ
れ

に
よ
っ

て
再

整
備
の
年
度
（
耐
用
年
数
）
が
再
設

定
さ
れ
る

場
合

は
、

更
新

１
、

更
新

２
の

区
分

ご
と

に
耐

用
年

数
を
記
入

す
る

。
ま
た
、

予
防

保
全

計
画

に
基

づ
き

再
整

備
を

行
う

場
合

は
、

施
設
部
位

等
に

グ
ル
ー

プ
化

し
た
再
整
備
の
周
期
を
記
入
す
る
。

整
備

年
度

表
頭
に

対
象

施
設

の
当

初
建

設
か

ら
評

価
終

了
年

度
ま

で
の

年
度
を
和

暦
・

西
暦
で

記
入

す
る
と
と
も
に
、
基
準
年
度
（
評
価

年
度
）
を

０
と

し
て

、
そ

こ
か

ら
起

算
し

た
経

過
年

数
を

記
入

す
る
。

次
に
施

設
ご

と
に

当
初

建
設

か
ら

評
価

終
了

年
度

ま
で

に
行

う
整
備
の

年
度

を
着
色

し
て

表
示
し
、
予
防
保
全
計
画
等
に
基
づ

き
再
整
備

を
行

う
場

合
は

、
施

設
部

位
等

ご
と

に
グ

ル
ー

プ
化

し
た
再
整

備
年

度
を
表

示
す

る
と
と
も
に
、
整
備
完
了
の
翌
年
度

か
ら
の
次

の
整

備
ま

で
の

経
過

年
数

を
記

入
す

る
。
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カ
　

当
初

・
更

新
整

備
費

の
現

在
価

値
化

（
参

考
表

２
）

　
　

（単
位

：
千

円
）

1
19

65
1
96

6
19

67
1
96

8
19

69
1
97

0
19

71
1
97

2
19

73
1
97

4
19

75
1
97

6

4.
85

3
4
.6

20
4.

38
7

4
.1

54
3.

88
2

3
.6

10
3.

41
6

3
.1

83
2.

65
9

2
.0

57
1.

94
1

1
.8

38

工
事

費
（
償

却
施

設
費

）
2
93

2
,1

5
3

3,
1
42

0
0

0
0

1
75

,1
7
2

16
1,

6
73

8
,9

2
9

9
90

1
,4

3
1

35
3,

78
3

用
地

費
0

0
0

23
2

22
0

1,
4
90

88
8

3
19

0
0

5
2,

95
6

そ
の

他
0

0
5
51

24
1

0
50

4
10

0,
7
51

48
,2

5
3

2
8,

8
65

2
,7

2
6

9
80

25
1

18
3,

12
2

小
計

2
93

2
,1

5
3

3,
6
93

47
3

22
50

4
10

2,
2
41

2
24

,3
1
3

19
0,

8
57

11
,6

5
5

1,
9
70

1
,6

8
7

0
0

0
0

0
0

53
9,

86
1

工
事

費
（
償

却
施

設
費

）
1,

4
22

9
,9

4
6

1
3,

7
83

0
0

0
0

5
57

,6
1
5

42
9,

9
16

18
,3

7
1

1,
9
22

2
,6

3
0

1
,0

3
5,

60
5

用
地

費
0

0
0

96
4

85
0

5,
0
90

2
,8

2
7

8
48

0
0

9
9,

82
3

そ
の

他
0

0
2,

4
17

1
,0

0
1

0
1
,8

2
0

34
4,

1
82

1
53

,6
0
1

7
6,

7
57

5
,6

0
9

1,
9
02

46
1

58
7,

75
0

小
計

1,
4
22

9
,9

4
6

1
6,

2
00

1
,9

6
5

85
1
,8

2
0

34
9,

2
72

7
14

,0
4
3

50
7,

5
21

23
,9

8
0

3,
8
24

3
,1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
,6

3
3,

17
8

19
89

1
99

0
19

91
1
99

2
19

93
1
99

4
19

95

1.
26

2
1
.2

12
1.

16
3

1
.1

45
1.

13
5

1
.1

31
1.

11
4

工
事

費
（
償

却
施

設
費

）
7,

1
44

88
,9

7
4

11
5,

1
40

1
24

,1
7
1

11
7,

6
08

13
,9

1
3

2
0,

4
36

48
7,

38
6

用
地

費
0

0
0

0
0

70
5

0
70

5

そ
の

他
0

59
,3

4
0

3
9,

9
75

43
,2

6
8

5
1,

2
96

4
,8

5
2

7,
0
96

20
5,

82
7

小
計

7,
1
44

1
48

,3
1
4

15
5,

1
15

1
67

,4
3
9

16
8,

9
04

19
,4

7
0

2
7,

5
32

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
69

3,
91

8

工
事

費
（
償

却
施

設
費

）
9,

0
16

1
07

,8
3
6

13
3,

9
08

1
42

,1
7
6

13
3,

4
85

15
,7

3
6

2
2,

7
66

56
4,

92
3

用
地

費
0

0
0

0
0

79
7

0
79

7

そ
の

他
0

71
,9

2
0

4
6,

4
91

49
,5

4
2

5
8,

2
21

5
,4

8
8

7,
9
05

23
9,

56
7

小
計

9,
0
16

1
79

,7
5
6

18
0,

3
99

1
91

,7
1
8

19
1,

7
06

22
,0

2
1

3
0,

6
71

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
80

5,
28

7

2
19

74
1
97

5
19

76
1
97

7
19

78
1
97

9
19

80

2.
05

7
1
.9

41
1.

83
8

1
.7

50
1.

67
9

1
.5

40
1.

39
4

工
事

費
（
償

却
施

設
費

）
1
60

56
1

0
85

,4
0
5

2
1,

4
29

0
5
05

10
8,

06
0

用
地

費
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
0

0
0

7
6

0
0

0
7
6

小
計

1
60

56
1

0
85

,4
8
1

2
1,

4
29

0
5
05

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
10

8,
13

6

工
事

費
（
償

却
施

設
費

）
3
29

1
,0

8
9

0
1
49

,4
5
9

3
5,

9
79

0
7
04

18
7,

56
0

用
地

費
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
0

0
0

13
3

0
0

0
13

3

小
計

3
29

1
,0

8
9

0
1
49

,5
9
2

3
5,

9
79

0
7
04

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
18

7,
69

3

4
19

76
1
97

7

1.
83

8
1
.7

50

工
事

費
（
償

却
施

設
費

）
35

7,
6
04

5
34

,0
3
8

89
1,

64
2

用
地

費
0

0
0

そ
の

他
1
4,

1
92

3
,4

9
3

1
7,

68
5

小
計

37
1,

7
96

5
37

,5
3
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

90
9,

32
7

工
事

費
（
償

却
施

設
費

）
65

7,
2
76

9
34

,5
6
7

1
,5

9
1,

84
3

用
地

費
0

0
0

そ
の

他
2
6,

0
85

6
,1

1
3

3
2,

19
8

小
計

68
3,

3
61

9
40

,6
8
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
,6

2
4,

04
1

支
出

済
費

用
換

算
係

数

決 算 額 換 算 額

当 初 建 設

西
暦

合
計

支
出

済
費

用
換

算
係

数

○ ○ 頭 首 工 （ 本 体 ）

決 算 額 換 算 額

更 新 １

西
暦

合
計

当 初 建 設

西
暦

合
計

支
出

済
費

用
換

算
係

数

○ ○ 揚 水 機 場

決 算 額 換 算 額

支
出

済
費

用
換

算
係

数

決 算 額 換 算 額

△ △ 揚 水 機 場

当 初 建 設

西
暦

合
計
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〔
参

考
表

２
の

記
入
方
法
等
〕

項
目

記
入

方
法

等

施
設

番
号

第
１
表

の
施

設
番

号
（

②
）

に
基

づ
き

、
施

設
番

号
を

記
入

す
る
。

施
設

名
第
１
表

の
施

設
名

（
③

）
に

基
づ

き
、

施
設

名
を

記
入

す
る

。

西
暦

当
初
建
設
、
更
新
１
、
更
新
２
の
区
分
ご
と
に
各
施
設
の
工
事
着
工
年
度
か
ら
工
事
完
了
年
度
ま
で
の
年
度
を
西
暦
で
記
入
す
る
。

支
出

済
費

用
換
算
係
数

当
初
建

設
、

更
新

１
、

更
新

２
の

区
分

ご
と

の
工

事
期

間
中

の
各
年
度

に
応

じ
た
支

出
済

費
用
換
算
係
数
を
記
入
す
る
。

決
算

額
当

初
建

設
、

更
新

１
、

更
新

２
の

区
分

ご
と

に
年

度
別

決
算

額
か

ら
消

費
税

相
当
額

を
除

い
た

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）
、

用
地
費
、

そ
の

他
（

工
事

費
（

償
却

施
設

費
）

と
用

地
費

以
外

の
費

用
）
を

記
入

す
る
。

換
算

額
決
算
額

の
項

目
ご

と
に

、
決

算
額

を
工

事
期

間
中

の
各

年
度

に
応
じ
た

支
出

済
費
用

換
算

係
数
を
用
い
て
評
価
年
度
に
換
算
し

た
額
を
記

入
す

る
。
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